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令 和 ３ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和３年３月11日（木曜日）

開 会 午前10時５分

散 会 午後５時26分

場 所 第１委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和３年度沖縄県一般会計予算

（農林水産部及び商工労働部所管分）

２ 甲第２号議案 令和３年度沖縄県農業改良資

金特別会計予算

３ 甲第３号議案 令和３年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計予算

４ 甲第４号議案 令和３年度沖縄県中小企業振

興資金特別会計予算

５ 甲第８号議案 令和３年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計予算

６ 甲第９号議案 令和３年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計予算

７ 甲第10号議案 令和３年度沖縄県林業・木材

産業改善資金特別会計予算

８ 甲第11号議案 令和３年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

９ 甲第13号議案 令和３年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別会計予算

10 甲第14号議案 令和３年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

出席委員

委員長 西 銘 啓史郎君

副委員長 大 城 憲 幸君

委 員 新 垣 新君 大 浜 一 郎君

島 袋 大君 中 川 京 貴君

仲 村 未 央さん 崎 山 嗣 幸君

玉 城 武 光君 翁 長 雄 治君

山 内 末 子さん 赤 嶺 昇君

説明のため出席した者の職、氏名

農 林 水 産 部 長 長 嶺 豊君

農 林 水 産 総 務 課 長 浦 崎 康 隆君

農林水産総務課研究企画監 浦 崎 直 也君

流通・加工推進課長 伊 田 幸 司君

中 央 卸 売 市 場 長 宮 里 太君

農 政 経 済 課 長 長 嶺 和 弥君

営 農 支 援 課 長 喜屋武 盛 人君

園 芸 振 興 課 長 玉 城 聡君

糖 業 農 産 課 長 嘉 陽 稔君

畜 産 課 長 久保田 一 史君

農 地 農 村 整 備 課 長 長 本 正君

水 産 課 長 能 登 拓君

漁 港 漁 場 課 長 森 英 勇君

商 工 労 働 部 長 嘉 数 登君

産 業 政 策 課 長 谷 合 誠君

アジア経済戦略課長 嘉 数 裕 幸君

ものづくり振興課長 古波蔵 寿 勝君

中 小 企 業 支 援 課 長 知 念 百 代さん

企 業 立 地 推 進 課 長 久保田 圭君

情 報 産 業 振 興 課 長 山 里 永 悟君

雇 用 政 策 課 長 金 村 禎 和君

労 働 政 策 課 長 金 城 睦 也君
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○西銘啓史郎委員長 ただいまから経済労働委員会

を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第２号議案から甲第

４号議案まで、甲第８号議案から甲第11号議案まで、

甲第13号議案及び甲第14号議案の予算議案10件の調

査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、農林水産部長及び商工労働

部長の出席を求めております。

なお、令和３年度当初予算議案の総括的な説明等

は、昨日の予算特別委員会において終了しておりま

すので、本日は関係室部局予算議案の概要説明を聴

取し、調査いたします。

まず初めに、農林水産部長から農林水産部関係予

算議案の概要の説明を求めます。

長嶺豊農林水産部長。

○長嶺豊農林水産部長 おはようございます。よろ

しくお願いします。

初めに、ただいま通知をいたしました農林水産部

令和３年度当初予算案を御覧ください。

農林水産部の令和３年度予算編成に当たりまして

経済労働委員会記録（第３号）



－152－

は、沖縄県農林水産業の基本的な課題であります、

農林漁業者減・高齢化担い手の不足、台風・干ばつ

など気象災害への対応、農林水産物の出荷等に係る

割高な輸送費、家畜伝染病や特殊病害虫の防除対策

に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響を受け

た農林漁業者に対する支援に対応して、21世紀ビジョ

ンにおける、農林水産部門の基本施策であります亜

熱帯性気候等を生かした農林水産業の振興を図るた

め、各種施策・事業を展開することとしております。

農林水産業における課題解決に当たっては、おきな

わブランドの確立と生産供給の体制の強化、流通・

販売・加工対策の強化、農林水産物の安全・安心の

確立など７つの柱を基本としまして、生産拡大や高

付加価値化などによる農林水産業の振興に取り組ん

でまいります。資料のほうでは、各施策ごとに予算

額と主な事業を掲載しておりますので、これから説

明いたします概要と併せて御覧いただきたいと思い

ます。

それでは、令和３年度農林水産部関係予算の概要

につきまして説明をいたします。抜粋版令和３年度

当初予算説明資料農林水産部に基づきまして、説明

させていただきます。

１ページを御覧ください。

県全体の令和３年度の一般会計歳出予算額におけ

る、部局別の歳出予算額を示しております。

表の一番下にある合計の金額になりますが、県全

体の令和３年度一般会計歳出予算額7912億2600万円

のうち、農林水産部所管分は、中ほどの太枠の部分

になりますが、566億5937万5000円となっております。

前年度の農林水産部予算額596億8386万8000円と比較

しますと、30億2449万3000円、率で5.1％の減となっ

ております。

また、一般会計歳出予算の部局別構成比でありま

すが、県全体の令和３年度一般会計歳出予算額に占

める農林水産部の割合は、7.2％となっております。

２ページを御覧ください。

次に、一般会計歳入予算の概要について説明いた

します。

令和３年度一般会計における農林水産部関係の歳

入予算額は、表の一番下にある合計欄になりますが、

421億2569万6000円となっており、前年度当初予算額

443億2320万円と比較しますと、21億9750万4000円、

率で5.0％の減となっております。

それでは、その内容につきまして款ごとに説明い

たします。

まず８、分担金、及び負担金につきましては８億

2005万8000円、土地改良法に基づく水利施設整備事

業等に係る受益者の分担金、及び負担金等でありま

す。

その下の９、使用料及び手数料１億6114万9000円

は、農業大学校授業料及び家畜衛生関係手数料等で

あります。

その下の10、国庫支出金334億8640万6000円は、災

害復旧に要する国庫負担金、沖縄振興公共投資交付

金等の国庫補助金及び委託試験研究費に係る委託金

等であります。

その下の11、財産収入４億5245万1000円は、県営

林野の土地貸付料及び試験研究等で生産された農林

生産物の売払代等であります。

次に２行下の13、繰入金１億6091万5000円は、農

業改良資金の貸付原資にかかる国への元金返済に伴

う一般会計への繰入金及び農業構造改革支援基金に

かかる基金繰入金等であります。

次に２行下の15、諸収入13億9141万7000円は、中

央卸売市場販売促進貸付金に係る元利収入、試験研

究機関の受託試験研究費及び雑収入等であります。

その下の16、県債56億5330万円は、公共事業等及

び災害復旧に充当する県債であります。

以上が、農林水産部関係の一般会計歳入予算の概

要であります。

３ページを御覧ください。

次に、一般会計歳出予算の内容について款ごとに

説明をいたします。

６、農林水産業費は549億6764万4000円となってお

り、前年度予算額578億3769万3000円と比較しますと、

28億7004万9000円、率で5.0％の減となっております。

主な事業といたしましては、農業用水の開発、かん

がい施設及び排水施設の整備等を行う水利施設整備

事業、それから県産農林水産物を県外向けに出荷す

る場合の輸送費に対しての補助を行う農林水産物条

件不利性解消事業、それから含蜜糖地域の製糖事業

者及びサトウキビ生産農家の経営を図る含蜜糖振興

対策事業費、それから生産の拠点となっている漁港

施設の整備を行う水産生産基盤整備事業等でありま

す。

次に、11、災害復旧費は16億9173万1000円となっ

ており、前年度予算額18億4617万5000円と比較しま

すと１億5444万4000円、率で8.4％の減となっており

ます。主な事業といたしましては、農地農業用施設

災害復旧費、漁港漁場災害復旧事業費及び団体営林

道施設災害復旧事業費等であります。

以上が、一般会計歳入歳出予算の概要であります。
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４ページを御覧ください。

次に令和３年度農林水産部所管の特別会計歳入歳

出予算について御説明いたします。

農業改良資金特別会計の歳入歳出予算額は5075万

8000円となっており、前年度予算額5135万9000円と

比較しますと60万1000円、率で1.2％の減となってお

ります。

次に５ページを御覧ください。

沿岸漁業改善資金特別会計の歳入歳出予算額は

3117万1000円となっており、前年度予算額3619万

7000円と比較しますと、502万6000円、率で13.9％の

減となっております。

次に６ページを御覧ください。

中央卸売市場事業特別会計の歳入歳出予算額は

３億8130万9000円となっており、前年度予算額３億

9476万9000円と比較しますと1346万円、率で3.4％の

減となっております。

次に７ページを御覧ください。

林業・木材産業改善資金特別会計の歳入歳出予算

額は1580万円となっており、前年度予算額1550万円

と比較しますと30万円、率で1.9％の増となっており

ます。

以上、農林水産部関係の一般会計及び特別会計の

予算の概要を説明いたしました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○西銘啓史郎委員長 農林水産部長の説明は終わり

ました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 ３月12日、当委

員会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由

の説明を求めることにいたします。

その後、予算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、予算特別委員会に報告することにい

たします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ、番号及び事業名等を告げた上

で、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能

により委員自ら通知し、質疑を行うようお願いいた

します。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

また、ワイヤレスマイクで答弁を行う補助答弁者

におきましては、ハウリング防止のため、発言の都

度、マイクの電源を入れ、発言終了後は電源を切る

よう御協力をよろしくお願いいたします。

それでは、これより直ちに甲第１号議案、甲第２号

議案、甲第８号議案から甲第10号議案までに対する

質疑を行います。

新垣新委員。

○新垣新委員 まず、流通・販売・加工対策の強化

について、対前年度比お幾らになってますか。

○浦崎康隆農林水産総務課長 流通・販売・加工対

策の施策の予算ですが、令和２年度は73億3738万

5000円となっております。

○新垣新委員 その件に向けてですね、25ページの

この主要科目で不利性解消事業の件で、各市町村か

ら地域の特産物を入れてくれないかという調整、今

年度の努力はどうなっていますか。新規で入れてく

れ、入れてくれというのは、県に伝えてあると。

○伊田幸司流通・加工推進課長 各市町村さんから

の要望については承知しているところでございます

が、来年度の予算に向けては、戦略品目の拡大とい

うのは実現できていないという状況でございます。

この流通加工不利性解消事業、一括交付金におけ

る実績を踏まえて、今のところは県が定める戦略品

目のさらなる県外出荷の拡大に向けた仕組みとなる

というふうに検討しているところでございますが、

他方、令和４年度以降の制度提言、中間報告におき

まして、不利性解消制度と同時に、現在、農山漁村

地域振興制度というものを提言を検討しているとこ

ろでございます。その制度におきましては、例えば

市町村さんから要望があります枝豆とか芋ペースト

とかシークヮーサー果汁とか、そういったものも市

町村の選択に基づいて、逸失コストの負担軽減を図

る仕組みということで今、この制度の中で検討して
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いるというところでございます。

○新垣新委員 ぜひ、この件において市町村、ＪＡ

とももっと向き合って、この不利性解消事業の予算

も獲得して、おきなわブランドを県外、国外へと、

そこら辺の問題、ブランド確立に向かって頑張って

いただきたいという、この今年度の意欲はあります

か。部長、お聞かせください。

○長嶺豊農林水産部長 まず地域から、あとは団体

からこの品目を入れてほしいという要望につきまし

ては、水産であればそれぞれの担当課、それから、

園芸品目であればそういう担当課が戦略品目に位置

づけられるかどうかを実際、地元と調整しながら進

めていきます。これまでのそういう形で、品目を追

加してきておりますので、引き続きそれを続けてい

きたいと思います。

それから、今年度もこの事業は、28億余りを計上

しておりますが、重点的に配分したつもりでありま

すので、引き続き継続して、事業をできるような形

で努力していきたいと考えております。

○新垣新委員 ぜひ頑張っていただきたいというこ

とと、この主要施策の25ページのですね126と127、

航空物流機能回復事業とですね、ちばりよ～！わっ

た～農林水産業応援プロジェクト事業、新規事業で

あるものですか、この説明を求めます。

○伊田幸司流通・加工推進課長 まず、航空物流機

能回復事業でございますが、本事業は航空会社に対

して貨物収入では賄えない運行経費の一部を補助す

ることにより、県産農林水産物やその加工品を含む

県産生鮮品について航空輸送を利用したい生産者、

加工販売事業者などが円滑に利用できる航空物流環

境の改善を図るための事業でございます。

令和３年度につきましては、新型コロナウイルス

感染症の影響による航空便の著しい減便に伴う県産

農林水産物等の県内、県外出荷に係る航空物流機能

の低下に備えるため、あらかじめ航空会社を確保す

る予算を措置し、恒久的かつ機動的に対応するもの

となっております。

○新垣新委員 その件において、冷凍保存どうなっ

ていますか、伺います。

○伊田幸司流通・加工推進課長 冷凍保存につきま

しては、この事業ではないんですけども、本会議で

部長が答弁したとおり、様々な地域からの高度冷凍

技術について情報収集を行っているところでござい

ます。現在、コロナ禍でなかなか調査しにくい状況

でございますが、ぜひコロナが落ち着いたら現場の

状況収集を行ってまいりたいというふうに考えてお

ります。

○新垣新委員 131番、鳥獣被害防止総合対策事業。

タイワンシロガシラ対策、イノシシ対策はどうなっ

ていますか伺います。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

シロガシラやイノシシ等の鳥獣被害の防止につき

ましては、鳥獣被害防止総合対策事業の中で、農作

物の鳥獣被害防止対策について関係団体で構成する

市町村協議会等に対し総合的な支援を行っていると

ころです。具体的には市町村協議会等が主体となっ

た銃器・捕獲箱によるイノシシなどの有害鳥獣捕獲、

それから、イノシシやカラスなどの捕獲頭数に応じ

た助成、それからワイヤーメッシュや防鳥ネットと

かですね、そういった侵入防止などの整備を実施し

ているところでございます。

○新垣新委員 この件について、対前年度よりの成

果はどうなっていますか。今年度、上がっています

よね。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

対前年度の成果ということで、鳥獣被害の被害額

が、平成30年度の被害額が8500万でした。鳥獣全般

による被害額が令和元年度は7950万円ということで、

被害額が減少していることもありますので、この事

業で一定程度効果があるものと考えております。

○新垣新委員 南部において、全然このシロガシラ

の成果が見えないという声がよく聞こえるんですけ

れど、どうでしょうか。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

シロガシラについては、確かに南部のほうでレタ

スとかそういった野菜を加害するということで―た

だ、この事業におきまして捕獲等を進めております

ので、一応、シロガシラ対策なんですけれども、県

の捕獲買取り事業でもちろんシロガシラもやってご

ざいますが、一応、糸満市では昨年度703羽、令和元

年度ですけども買取り等もやっておりますので、確

かに増えてるという農家さんの声もあるかもしれま

せんけども、基本この事業で捕獲できる分について

はしっかり捕獲していきながら、またその他の対策

等も併せてやっていきたいと考えています。

○新垣新委員 ぜひ頑張っていただきたいというこ

とと、この抜粋の資料で、農林水産業の担い手の育

成・確保及び経営安定対策等の強化38億1900万のう

ち、対前年度の実績はどうなっていますか。一昨年

と去年の比較。

○能登拓水産課長 水産関係では、漁業就業者の確

保・育成などを目的に、未来のマリンパワー確保・
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育成一貫支援事業を実施しているところでございま

す。直近で令和２年度の実績ということで御紹介を

させていただきますと、水産教室で２回、それから

インターンシップ―これは高校生を対象にしたイン

ターンシップ15名を対象に行っております。それか

ら、新規就業者の初期投資に係る経営負担軽減とい

うことで、令和２年度につきましては64名を対象に

支援を行ったところでございます。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

沖縄県新規就農一貫支援事業、新規就農の初期整

備に係る機械とかそういったものの支援等を行って

いる事業でございますが、直近の令和元年度は、こ

のスタートアップ支援ということでトラクターとか

補助するものを、県全体で37名に対して支援してい

るところでございます。

○新垣新委員 理解いたしました。

本当に今考えていることは、成果が少し出てきた

なと理解しています。

続いて、農林水産技術の開発・普及について、今

年度この抜粋を見て、非常に端的にまとまってある

んですけど、さらなるブランドの確立化で海洋深層

水、久米島のようにこれ全てにまたがって行ってい

るんですけど、農林水産部において本島にもこの海

洋深層水の導入っていうのは考えがないんですか。

モズクでも、海ブドウでも、魚も、そして全てにお

いて、ブランドの価値が上がるんですけど、そうい

う考えの検討はないんですか、農林水産部には。付

加価値を上げるために。

○浦崎直也農林水産総務課研究企画監 お答えいた

します。

県としましては、今、新たな施設を本島に建設す

る計画はございませんが、海洋深層水研究所におけ

る研究の推進については、離島の特色ある資源を活

用した水産業振興の観点から、有効な手段と考えて

おります。そのため、引き続き海洋深層水研究所と

水産海洋研究センターと連携をしながら、海洋深層

水を活用しました研究について引き続き取り組んで

まいります。

○新垣新委員 次年度の沖縄振興計画に入れて、高

率補助、いわゆる９割補助を含めて行えば、今３分

の２が補助金の最大なんですけど、民間の投資を入

れた形で、新しい産業の確立を県としても主導権を

取って頑張っていただきたいんですけど、そのマー

ケティングの考えはないんですか、あるんですか、

伺います。

○浦崎直也農林水産総務課研究企画監 新たな振興

計画骨子案では、農林水産業のイノベーション創出

及び技術開発の推進を基本施策に位置づけておりま

して、農林水産業を取り巻く自然環境や社会情勢の

変化に伴う課題の解決を目指し、試験研究を推進し

てまいりたいと考えております。県としましては、

海洋深層水研究所で得られた成果を沖縄県の車海老

漁業協同組合など関係団体や民間事業者に技術移転

を積極的に行うことで、引き続き本件の農林水産業

の振興に寄与していきたいというふうに考えており

ます。

○新垣新委員 部長、退職なさるということで、本

当にお疲れさまということと、引継ぎで、この海洋

深層水、久米島のような形で―富山県のようにです

ね、寒ブリとか本マグロも養殖もできるという時代

の、農林水産の付加価値、保存も含めて、野菜も太

くミネラルも多く出ると、そういう研究も本腰で次

期沖振法に頑張っていただきたいと思うんですけど、

答弁求めたいんですけどね。残して、これはやるべ

きだと思って、強く。

○長嶺豊農林水産部長 委員提案の部分あるかと思

うんですけども、海洋深層水の活用については、農

林水産部では、これまでこの研究機関として、様々

な成果を民間に技術移転をしてきております。委員

がおっしゃるのはやはり、この取水施設として整理

していくという提言だと理解しておりますので、こ

の次期振計の中では骨子案は、関係機関あるいは市

町村から、様々な意見をいただいて、これから骨子

案に基づいてやる、本文といいますか計画がまとめ

られてくると思います。その間でも、様々な意見を

聴取していきますので、様々な意見を確認・聴取し

た上で、やはりそういった意見を踏まえながら我々

は検討していく必要があるのではと思っております

ので、関係市町村含めて、様々な意見を聴取する過

程の中で議論されるのかなと思っております。

○新垣新委員 県として市町村の意見ももちろん、

主体性を持つべきです。大きな産業になります。

そこで担当課に伺いますけど、ハワイとか富山県、

成功している事例、医療・美容にも活用されている

ということを理解していますか、伺います。

○浦崎直也農林水産総務課研究企画監 そのような

事例があることを承知しております。

○新垣新委員 現場見に行きましたか。

○浦崎直也農林水産総務課研究企画監 行ってはお

りません。

○新垣新委員 ですから、これ本当に、医療・美容、

そして健康、そして農作物のブランド化、漁業の保
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存という形なんで、県として主体性を持ってぜひ進

めていただきたいということを強く申出いたします。

最後に、28ページの154番、水産糸満新市場の件に

ついてですが、一般質問でも答弁を伺いました。令

和４年、来年の秋頃の完成に向けてなんですけど、

この加工や冷凍保存、様々な形で含めてしっかりト

ライアングルできてますかっていう最後の確認をし

て私の質疑を終わりたいんですが、どうなっていま

すか。すみません、物流までですね。

○能登拓水産課長 県では、糸満漁港北地区におき

まして、高度衛生管理型荷さばき施設の整備を行っ

ているところでございます。この荷さばき施設新市

場と併せてですね、関連施設といたしまして、例え

ば、製氷施設とか１次加工処理施設といったものを

一体的に整備をすることで流通機能の高度化が図ら

れるということで、現在、関係企業等含めて要望も

聞きながら事業推進しているところでございます。

○新垣新委員 最後に、物流、この港、空港までの

対策等々はどうなっていますか。

○能登拓水産課長 糸満新市場ができることで、こ

れまでと物流体制が変わってくるということで、今、

仲卸業者さんや仲買業者さんなどからいろいろと物

流が変わることに伴う御懸念を聞いたり、またいろ

いろと御要望も伺っているところでございます。そ

ういったところも含めて、現在、新市場の運営体制

などを検討しているところでございますので、その

中で併せて、検討していきたいというふうに考えて

おります。

○新垣新委員 頑張ってください。終わります。

○西銘啓史郎委員長 大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 よろしくお願いします。

農林水産流通不利性解消事業についてですけども、

この事業は、今どき、新垣委員からもありましたよ

うに、いろんな使い勝手の工夫を求める意見も多く

出されておりますが、この事業自体も非常に意義あ

る効果的なものだと思っております。しかしながら、

ソフト交付金事業なもんですから、次年度において

例年のような沖縄関係予算が予算措置ができるかど

うか不明なんですよ。そういった場合ですね、ソフ

ト交付金の活用が難しい場合は、この事業の継続が

可能なのか、もしくは、次年度予算の確保というか

この予算をつけるために何か研究されている課題が

あるのか、その辺をお聞きしたいと思います。

○伊田幸司流通・加工推進課長 不利性解消制度で

ございますが、先ほども答弁いたしました、この制

度提言の中間報告におきましては、輸送費の負担の

低減を図るための国の財政支援を創設するというの

を提言の中に入れております。こういった形で、一

応、財政支援を創設することも国に要望しながら、

ぜひ国と調整していきたいというふうに考えており

ます。

○大浜一郎委員 もし、厳しい場合には、県単独で

はできる可能性はあるんですか。その辺の研究もさ

れていますか。

○伊田幸司流通・加工推進課長 本事業は28億―か

なりの金額の事業となっておりまして、県単独では

恐らく難しいというふうに考えておりますので、ぜ

ひとも制度提言、実現に向けて国と調整していきた

いというふうに考えております。

○大浜一郎委員 これは知事が頑張らないといかん

ですね。

航空物流機能回復事業ですけど、この事業、離島

地域の生産者からも非常に期待を持たれておりまし

て、これからの収穫期３月から８月くらいまでかな、

生産物の出荷について非常に要望もされているもの

です。これらの事業の予算―今回新規事業ですけど、

試算した予算の根拠は、これ多分前年度の踏襲なの

か。もう一点が、予算修正というか、事業に応じた

予算の修正、応急的・機能的に対応するって今答弁

ありましたけど、その辺のところはどうでしょうか。

○伊田幸司流通・加工推進課長 本事業でございま

すが、令和２年の６月補正予算でも実施しておりま

す。そのときは、これまでの新型感染症第２波、第

３波に対する備えとして、そのときは４月期・12月、

あと今月の３月期において県外便、離島便に貨物臨

時便を確保しておりましたが、実際に実行した月は

７月のみとなっております。現在、３月分について

も、状況に応じた運航の準備をしているところでご

ざいます。この３年度当初予算につきましては、航

空会社、貨物代理店等との意見交換、あるいは令和

２年度の事業実績等を総合的に勘案して、必要な予

算を計上しているということでございます。県とし

ましては、今後も状況の変化を注視しつつ、航空会

社、生産者団体などとも関係者と緊密に連携を図っ

て、必要に応じて予算の確保を含め、適切に対応し

てまいりたいというふうに考えております。

○大浜一郎委員 今現在でも航空便はかなり減った

運航になっています。そして、この時期には台風も

あります。いろんな意味で、これは臨機応変な予算

措置が僕は確実に必要になってくると思ってるんで

すよ。その辺、もうちょっと明確に答えてくれませ

んか。
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○伊田幸司流通・加工推進課長 令和２年４月から

５月における航空輸送の状況でございますが、この

４月から５月の航空会社の運航計画に対する実際の

輸送能力と比較すると、昨年度は実は４割を下回る

状況にありました、昨年度ですね。臨時便も334便、

飛ばして対応したところでございます。それ以降は、

実は、航空輸送能力なんですが、おおむね６割程度

で今推移しております。そういう状況を見ますと、

この４月以降、こういった４割を下回るような状況

というのは、なかなか想定しにくいのかなというふ

うに考えております。恐らく、引き続き６割程度で

推移するのかなと。今年度も６割程度で推移してお

りまして、一応農作物等は運べている状況にござい

ます。そういった状況ではございますが、農林水産

物ですので、やはりその日によって集中して運べな

い状況もあるということで、ぜひこの予算を活用し

て対応してまいりたいというふうに考えております。

○大浜一郎委員 今の御答弁のとおり、フレキシブ

ルに対応していただきたいというふうに思います。

質問を変えます。主要な事業概要には載っていな

かったんですが、この石垣島の養豚事業なんですけ

どね、豚熱ワクチンの接種地域の沖縄本島から種豚

や母豚が導入できない、ですので県外から導入せざ

るを得ない状況下にあるということです。県外から

の導入については、輸送費等々の補助への予算化を

検討するという御答弁もいただいておるんですが、

今年度予算について、どの項目にどれぐらいの予算

がついているのかというのを聞きたいと思います。

○久保田一史畜産課長 お答えいたします。

県外からの種豚の輸送費につきましては、令和３年

度の種豚改良推進事業において離島の養豚生産者か

らの要望を受けて、予算計上しております。主要な

事業の概要のほうには項目としては入っておりませ

んけれども、種豚改良推進事業のほうで計上してお

りまして、生産者からヒアリングをして、25頭、輸

送経費１頭当たり４万円ということで、100万円の予

算を計上しているところでございます。

○大浜一郎委員 予算は生産者と調整済みで、妥当

という考えですか。

○久保田一史畜産課長 はい、そうでございます。

○大浜一郎委員 沖縄本島は、この清浄地域になる

のはどれくらいかかると見込んでいますか。

○久保田一史畜産課長 豚熱ワクチン接種の終了に

つきましては、県外の豚熱の発生状況、あと県内の

飼養衛生管理基準の遵守状況を勘案して、国との調

整を検討してまいりたいと思います。

○大浜一郎委員 だから、どれぐらいかかるんです

か。

○久保田一史畜産課長 どれくらいというのは、

ちょっと言えず、先ほど申しましたけれども、国内

の他地域のワクチン接種状況とか、あと県内の飼養

衛生管理基準の遵守状況をしっかり守ってそれから

国との調整と入りますので、いついつまでというの

はまだ明言というのはできない状況です。

○大浜一郎委員 ということは、この輸送費に関し

ては、当分続くと見たほうがいいですね。これは県

単体でやるのかな―ですので、この清浄地域になる

まで少なくとも二、三年かかると思うんです、早く

てもね。それぐらいは、予算措置を継続してできる

かということをちょっとお聞きしたいです。

○久保田一史畜産課長 令和３年度は、予算計上し

ております。令和４年度以降につきましても、先ほ

ども申しましたけども、国内の豚熱ワクチンの接種

地域の拡大状況も勘案しながら、養豚生産者のほう

としっかり意見を交換を行いながら、予算確保のほ

うは努めていく考えであります。

○大浜一郎委員 あとですね、種豚、母豚の導入の

際に、国の補助のほうがあるというふうにお聞きを

しております。この補助率が幾らなのか、上限額が

あるのか、また補助を受けるためには申請時期があ

るようにお聞きしておりますが、それについての生

産業者との連携に関してはどうですか。

○久保田一史畜産課長 県外からの種豚の導入につ

きましては、独立行政法人農畜産業振興機構が実施

しております養豚経営安定対策補完事業というのが

あります。この中において、純粋豚とまたその精液

及び一代雑種雌豚を導入することが可能であります。

補助率のほうは、純粋種豚の場合には、導入費用の

２分の１以内もしくは上限10万円、頭数の上限はあ

りません。そして、一代雑種―Ｆ１のほうですね、

Ｆ１の雌豚の場合には費用の２分の１または上限

２万円となっております。この場合には、一形態30頭

までが支援の対象となっております。これは通常で

したら年に２回公募という形で対応しますけれども、

令和３年度の事業につきましては、令和３年１月15日

から２月15日までの公募期間となっておりました。

また県として、連携のほうですけれども、八重山の

ほうでしたら、ぱいぬしまの協議会のほうがありま

す。この中に八重山家畜保健衛生所の所長のほうが、

メンバーとして入っておりますので、その上で指導

・助言等を行いながら進めている状況でございます。

○大浜一郎委員 今回は、申請に間に合わなかった
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わけだね。

○久保田一史畜産課長 今回は、養豚農家さんのほ

うが豚舎の空き状況とか、どういう種豚を入れるか

というちょっと調整が間に合わなかったということ

で、見送りたいということで協議会のほうから連絡

があった次第でございます。

○大浜一郎委員 これは、再度申請したら受け付け

てはもらえないのかな。

○久保田一史畜産課長 国の機構のほうに２次募集

とか追加の募集があるかと確認しておりますけれど

も、現時点ではちょっと予定がないということでご

ざいます。また、我々としましては、協議会のほう

にしっかり情報提供できるように、国のほうの情報

を収集しながら、令和４年度に向けてでも、しっか

り申請ができるようサポートしていきたいと考えて

おります。

○大浜一郎委員 生産者との連携を密にお願いをし

たいと思います。

次に、これも実は何度か御質問して、この予算の

方向性がなかなか見えないもんで、今日ちょっとお

尋ねをしますが、石垣漁港、高度衛生型荷さばき所

の施設整備について、今後どのような予定でどのよ

うな予算措置の方向性があるのか、ちょっとお聞き

したいと思います。

○能登拓水産課長 お答えいたします。

今、委員から御質問にあります石垣漁港の荷さば

き施設の整備につきましては、現在、八重山漁業協

同組合が令和５年度以降に水産業構造改善事業を活

用した施設整備を要望しているものというふうに理

解しているところでございます。同事業の採択に当

たりましては、浜の活力再生プランの策定が要件と

なっているということがございまして、県としまし

ては、同プランの策定に向けた支援を行うとともに、

施設整備に関する課題の整理などについて石垣市も

含めた関係団体と調整を図ってまいりたいというふ

うに考えているところでございます。

○大浜一郎委員 どれぐらいから整備をする予定と

いうか、イメージを持っていますか。

○能登拓水産課長 今、八重山漁業協同組合のほう

では令和５年度以降の整備を御要望ということでご

ざいますが、まだ現段階では細かいその施設の整備

計画等については、我々もヒアリング等まだできて

おりませんので、スケジュール感も含めて、しっか

り聞き取りなど含めて進めていきたいと考えており

ます。

○大浜一郎委員 ありがとうございました、以上で

す。

○西銘啓史郎委員長 中川京貴委員。

○中川京貴委員 令和３年度当初予算説明資料３の

１の25ページをお願いします。先ほども質疑が出た

と思いますが、そのうちの131鳥獣被害防止総合対策

事業についてですね、前年度9000万から今年度は１億

1270万5000円に増額されておりますが、その主な理

由をお聞かせください。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

鳥獣被害防止対策事業における増額の要因でござ

いますけれども、主にワイヤーメッシュ柵などこの

整備を要望する―これは市町村からの要望に応じた

予算要求しておりますので、その整備の要望額が増

えたことによるものでございます。

○中川京貴委員 実はですね、我々も、この被害の

中でたしか座間味、渡嘉敷のイノシシ被害で現場視

察に行ってまいりました。座間味より渡嘉敷のほう

がひどかったと思うんですが、何とか県で対応して

ほしいということで、その状況今どうなっています

か。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

渡嘉敷村においては委員御指摘のようにイノシシ

の被害があるということで、渡嘉敷のイノシシの農

作物被害ですけれども、平成29年度が105万6000円

だったのですけれども、この事業等も活用しながら

令和元年度は22万1000円と減少傾向にあるというこ

とでございます。また、駆除した頭数も平成24年か

ら令和２年度まで大体毎年100頭前後捕獲しておりま

すので、こういった事業も活用しながら被害の低減

にはなっているのかなとは考えております。

○中川京貴委員 予算減額ということはもう被害が

起きていない、イノシシ被害が減っているというこ

とで理解していいのですか。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えします。

イノシシの被害が減っているというか、市町村か

らこの被害額というのは報告していただきますので、

その被害の額は減っていると。ただ、やはり先ほど

申しましたとおり、イノシシを毎年100頭くらい駆除

はしているということで、そういった駆除をやりな

がら被害は抑えていっているというふうに理解して

おります。

○中川京貴委員 我々は地元に行ったときはですね、

例えば100頭駆除してもですね、また100頭生まれる

ということで、解決にはなっていないということが

あってですね、思い切って予算を増額してですね、

県内のそういう狩猟免許を持っている方々でできな
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ければ本土とも連携して、３年間は連続で200頭300頭

やると。イノシシの母豚ですか、母豚をしっかり押

さえることによって被害を抑えることができると

思っているんですが、これは渡嘉敷島、市町村との

連携はどうなっていますか。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

今、委員御指摘のとおり100頭捕獲してもまた100頭

生まれたらプラス・マイナス・ゼロということは認

識しております。先ほど申しました、いわゆる捕獲

の強化ということで理解しておりますけれども、そ

れについてはですね、また市町村と意見交換をしな

がらどういう対策が、市町村で打てるのかと、逆に

人を呼んでくるという場合には、どういったまた課

題が出るのかとかですね、そういったのもちょっと

市町村としっかり意見交換して進めさせていただき

たいと考えております。

○中川京貴委員 ぜひですね、市町村の要望に応え

られるように予算措置をしていただきたいと要望を

申し上げて終わります。

次ですね、26ページ134の災害に強い高機能型栽培

施設、ビニールハウスですか、これが今回減額になっ

ております、５億から４億8000万に。その減額になっ

た理由を教えてください。

○玉城聡園芸振興課長 前年度当初予算５億6283万

9000円に対し、本年の予算額が４億8983万6000円と

いうことで、率にしてマイナス13％という数字になっ

ております。この数字につきましては、我々例年向

こう３年分を毎年確認しながら、事業主体等と調整

していきながら翌年の予算の計上という形を進めて

おります。その中で積み上げていって今回の数字が

できているという理解でよろしいかと思います。

○中川京貴委員 部長、我々この農家現場視察をし

たことがあるんですけどね、台風被害で今帰仁村と

か伊江島、前の前の経労委員会で行ったときに、農

家の声は、国庫補助とか県の補助で規則、基準があっ

てですね、その基準に沿って建てても台風でもたな

かったと。で、その後、自分たち農家で知恵を出し

て補強をしたりするとなかなか補助対象にならない

という要望があって、今現在どうなっていますか。

自分たちで手を加えたら補助対象にならないのです

か、なるんですか。何とかしてほしいという要望で、

要望添えましたけど、今の現状はどうなのでしょう。

○玉城聡園芸振興課長 お答えいたします。

施設の補強の件については、建物につき規格が一

定程度ございます。それについてはそのとおりでご

ざいますが、また別にですね、補強するための事業

というのが別に準備されておりまして、その事業を

活用して既存の導入した施設の補強は可能となって

おります。

○中川京貴委員 要するにダブル補助でも大丈夫と

いうことでよろしいですか。国庫補助して次のダブ

ルの補助をつけても大丈夫ということで理解してい

いですか。

○玉城聡園芸振興課長 おっしゃるとおりです。目

的がそれぞれ違いますので。

○中川京貴委員 じゃあそれにプラス、台風で壊れ

たときの修繕費はどうなるんですか。国庫補助の対

象になるんですか。修繕費です。

○玉城聡園芸振興課長 台風被害が出た後の修繕に

つきましては直接対象となるような事業はないかと

思います。ただそれに備えてですね、施設園芸共済

というのが想定されていまして、そこで対応してい

ただくという形になるかと思います。

○中川京貴委員 今共済が出ましたので、共済の質

問をします。下の141のですね、沖縄型農業共済制度

について質問しますが、大分沖縄と本土は違って、

共済加入率が沖縄はほとんど少ないといったので、

今の現状はどうなのでしょうか。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

令和元年度の園芸施設共済の県内の加入率は24％

となっておりまして、全国のほうが59％ほどという

ことで大分差がついております。

○中川京貴委員 この、全国が59で沖縄が24。これ

はやっぱり台風被害で共済の掛率が高いということ

での説明でしたが、仲井眞県政の頃ですね、この共

済に補助するこういう制度をつくるウチナービケー

ン制度みたいなのがあったと思ったんですが、この

24％の農家に対する県の補助金は一切出ていないん

ですか。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

掛金に対しては、国のこの掛金の中に国の補助金

も入っているものですから、この沖縄型共済は一括

交付金ということで二重補助になるため、それはで

きないということで、この共済に加入した人に対し

てこの掛金に対する20％ほどをですね、資材費とい

う形で農家のほうに支援すると。それで、掛金を緩

和するというふうな形で今も続けております。

○中川京貴委員 たしか私の記憶でこれ仲井眞県政

のときに実現したと思うんですが、この件について

は間違いないですか。

○長嶺豊農林水産部長 この沖縄型農業共済事業に

ついてはですね、一括交付金を活用しております。
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平成24年度から活用させていただいております。

○中川京貴委員 やはりですね、この沖縄も台風が

毎年のように恒例のように来るので、ただこの共済

に入らない人が多いと。やっぱり共済に入る仕組み

をつくっていただきたいなあと。別の形の補助をし

ているはずですが、新たな知恵を絞ってやらないと

ですね、やはり農家にも限界がありますので。ぜひ

新しい制度で支援する知恵を出していただきたいと

思いますが、いかがでしょう。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

現在、なかなか今までのですね、直接掛金に支援

するような形ができない状況で加入率が伸びないも

のですから、次期振計についてはですね、掛金を全

国並みとするような制度を今のところ提言している

ところです。

○中川京貴委員 例えばですね、いま沖縄県民が感

じてないと思うのですけどね、どれくらいの掛金の

差がでますか。例えば農家負担がですね、例えば沖

縄で年間10万払うとしたら、本土では３万になるか

５万になるか。分かりやすい説明をお願いします。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

ハウス１棟当たり、平成29年度試算ですけども全

国ですと5439円。沖縄県ですとそれが３万2664円と

いう形で６倍くらいの差があるということです。

○中川京貴委員 これはですね、先ほど説明をいた

だきました全国の掛率と沖縄の入る率の違いだと

思っておりますので、それを全国並みに持っていけ

るように支援していただきたいと。これ、要望を申

し上げます。

次ですね、28ページ。これは153パラオＥＥＺ操業

継続支援事業について伺います。これは補正予算で

も聞きましたけど、部長も御承知のとおり去年の11月

か10月でしたかね、新しいスランゲル・ウィップス．

Ｊｒ氏がパラオ共和国の大統領に就任しております。

我々は御承知のとおり前大統領との交流もあってで

すね、議会を代表して西銘委員長、島袋大委員、座

波議員、私の４名で、前大統領とも交流してまいり

ましたし、沖縄のマグロ漁船がマグロ漁業できるよ

うにいろんな話をしてまいりました。しかしながら、

パラオとしてはですね、これだけじゃなくて、いろ

んな人材交流、また、お互いの資源を通した交流を

していこうと、双方がプラスになるような仕組みを

つくっていただきたいということがあって、それを

持ち帰ってですね、我々も富川副知事中心にこれを

進めてまいりました。今回この窓口は、副知事は誰

になるのですか。このパラオとの窓口は。

○長嶺豊農林水産部長 大変恐縮ですけども、担当

の副知事についてですね、これから定まってくるか

なと思いますので、ここでお答えする段階ではない

のかなと思っております。

○中川京貴委員 部長の答弁は確かにそうだと思い

ますが、我々もいろんなこと懸念したのはですね、

これまで次期振興計画もそうですが、パラオもです

ね、いろんな形で信頼関係をつくるために時間とい

ろんな情熱も含めて取り組んできたのが残念でなら

ないのですが、新しい大統領との県との関わりは誰

が持っていますか。

○能登拓水産課長 お答えいたします。

今年度につきましては、パラオへの渡航が厳しく

制限されたということで、直接パラオを訪問すると

いうことはできなかったわけですが、先ほどありま

したとおりスランゲル・ウィップス．Ｊｒ氏が新し

い大統領に、１月20日に就任をされました。これを

受けてですね、県を代表して玉城知事のほうから就

任に対する祝意を示す意味で、書簡を送らせていた

だいたところでございます。

○中川京貴委員 このスランゲル大統領と我々で、

西銘委員長も交流したんですよ。そしたら、向こう

の言い分はですね、人材交流もしていただきたいと。

例えば、パラオでマグロだけ捕ってくるのじゃなく

て、沖縄県の水産高校の関係者がパラオで研修する

とか、養殖とか、またサンゴの環境保全。そういっ

た人材交流も含めてやっていただきたいっていうの

があったんですよね。これは、前に進んでいないの

ですか、どうなんですか。

○能登拓水産課長 そういった人材交流の推進って

いうのは非常に重要だと考えておりまして、当初で

すと今年度でですね、そういったもののベースにな

ります連携協定を締結をしたいということで準備を

進めてきたところですけれど、先ほど申したとおり、

パラオへの訪問が非常に難しかったということで、

令和３年度にまた改めて新しい政権との関係構築を

含めて進めていきたいというふうに考えております。

○中川京貴委員 漁業業者はですね、今制限区域の

法律で20％しか捕れないっていう条件になってます

が、ぜひ新しい大統領とコミュニケーションを取っ

てこの新しい法律をつくってですね、漁業がしっか

りできるような体制の要望を申し上げて終わります。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 仲村未央委員。

○仲村未央委員 お願いします。

新年度予算ですけれども、かなりコロナの影響も
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ありまして、ある程度選択、集中された部分と減っ

た部分がありますね。今回農林水産業のその割合を

見てもですね、部局別を見ても、農林水産部かなり

減額になってるというふうに思うんですけども、こ

の辺りどのような形で影響を受けたのか。それから、

今言うその農業生産全体への支障というかですね、

そういうのはないかどうかお尋ねをいたします。

○長嶺豊農林水産部長 先ほど説明したとおり5.1％

の減ではありますが、この理由としては、これまで

農林水産部ではいろんな施設の整備を24年度からス

タートして製糖施設、いわゆる黒糖工場の施設もやっ

てきております。年々でそういう整備事業によって

予算を増減いたしますが、昨年度までに、これまで

計画していた―例えば中城湾港でのサイド事業、こ

れが14憶以上ありますが、そういった事業が終了し

たっていうのが主な要因で、特にその重点配分に、

大きな支障はなかったのかなと。

○仲村未央委員 それはそれで、じゃあ事業の切れ

目であるということなので、まあ通常どおりぜひ頑

張っていただきたいと思います。

説明資料の25ページ、今回は新規就農の方の支援

についてお尋ねをいたしたいと思います。農業次世

代人材投資事業並んで新規就農一貫支援ということ

もあるようですけども、この事業の概要についてお

尋ねいたします。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えします。

農業次世代人材投資事業でございますけれども、

これは50歳未満の新規就農者に対しまして、就農前

の研修期間の最長２年間資金を交付する準備型、そ

れともう一つ、就労開始後の最長５年間資金の交付

を行う経営開始型となっております。それぞれ、年

間最大150万を交付する事業となっております。

○仲村未央委員 新規就農者はこの四、五年ですね、

どれくらいで推移しているのか、またこの事業を活

用している新規就農者というのはどれぐらいなのか

お尋ねいたします。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

まずは新規就農者数の直近３か年の実績でござい

ますけれども、平成29年は285名、平成30年が282名、

令和元年は211名となっております。また先ほど申し

ました、農業次世代人材投資事業の交付の実績でご

ざいますけれども、平成29年度は準備型で26名、そ

のうち15名が新規ということで新たに入ってきた採

択者ということです。それから経営開始型が434名、

内、56名が新規採択ということです。平成30年が準

備型で34名、うち新規採択が23名。経営開始型が

394名、うち新規採択が73名。それから直近令和元年

ですけれども、準備型で22名、新規採択が９名、経

営開始型が344名で新規採択が39名となっておりま

す。

○仲村未央委員 この事業を活用して、その150万円

ですから非常に大きいと思うんですけれども、ただ

実際の新規就農者の数を先ほど答弁いただいたら、

やっぱり減少傾向、微減ではありますけれども年々

下がってきているのかなという感じがしますが、そ

の辺り推移どうですか。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えします。

先ほど申しましたとおり、平成29年が285名、平成

30年が280人に対しまして、令和元年211名というこ

とで確かに減少しているところがございます。その

要因ということで考えられるのが、コロナの前では

ありますけれど景気が好調だったということもござ

いまして、ほかの産業の―例えば労務単価ですとか

そういったものが上昇したことによりまして、農業

というか他産業への人材の流出があったのかなとい

うふうに考えております。

○仲村未央委員 ちょっと別の角度からですけれど

も、耕作放棄地、これはどのようになっていますで

しょうか。傾向も含めお尋ねいたします。

○長嶺和弥農政経済課長 令和元年度の荒廃農地調

査というのがございます。そちらのデータで申し上

げますと、令和元年の荒廃農地は3511ヘクタールご

ざいます。その前の年、平成30年の調査結果は3760ヘ

クタールで、比較しますと平成30年度と令和元年度

では249ヘクタールの減少となっています。

○仲村未央委員 これは耕作放棄地が解消されてい

るということで、こういった新規の就農者も含めて、

その活用を促すような取組はされているんですか。

○長嶺和弥農政経済課長 この耕作放棄地、荒廃農

地の減少というところですが、対策としては農業委

員会等による農家さんへの農地利用意向調査ですと

か農地中間管理機構への貸付けというところがござ

います。農地中間管理機構への農地中間管理事業の

ほうがございますが、こちらのほうで高齢農家等か

ら機構のほうが農地を借り受けて、地域の担い手の

方へ機構が貸し付けるという中間管理事業のほうを

推進しておりまして、中間管理事業の中では市町村

から推薦のある新規就農者には優先的に農地の集積

を図るということで対応しています。

○仲村未央委員 ありがとうございます。

それでですね、ちょっとちなみに聞きたいんです

けれども、農林高校が県内に幾つかありますよね。
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北部、中部、南部、それから石垣もありますし、宮

古もあると思うんですけども、それから農大ですね、

県が持ってる。その中から就農する方っていうのは

どれくらいいますか。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

教育庁からの聞き取りでございますけれども、令

和元年度における県立農林高校の卒業後の就農人数

でございますが、令和元年度は卒業生646名に対しま

して就農した数は３名となっております。農業大学

校につきましては、令和元年度は卒業者数30名に対

しまして就農が21名ということで、70％の就農率と

なっております。

○仲村未央委員 確かに、その新規で就農されるの

は若者だけでももちろんありませんし、転職やいろ

んなリタイヤというか次の展望を持ってっていう参

入も通常あると思いますし。ただ、今のような状況

の中で、特に沖縄のいつも産業の構成上問題になる

のは、圧倒的なその３次産業に８割超えて従事者が

いると。農業の従事者一体どうだろうと思ったら３か

ら４％というぐらいですから、やっぱりここにその

新規も含めて、就農をしていくという人材の育成と

いうのは非常に大事だと思うのですよね。それでそ

の人材の、先ほどの、県立高校で農業、専門高校と

して人材育成されて、ただ卒業生646名のうちの３名

ということですから、実際にはその産業戦略という

か、学校教育、特に専門高校がそういう人材をつくっ

てくという戦略そもそも持っていないのかですね。

あるいは今のような、先ほどお聞きした新規就農者

の一貫した支援をするという政策。そして耕作放棄

地、荒廃地も含めて優先的に新規の就農者にそれを

活用していただくという仕組みを取ってますよとい

う説明もありましたけれども、そこら辺の人材戦略

とか人材育成とか、そしてそれを育てているはずの

専門高校、高等教育という意味ではここはかみ合っ

ていないのか、そこはどうですか。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

農林水産部としましては委員御指摘の、農林高校

等の連携ということでお答えさせていただきますと

教育庁との連携ですけれども、農でグッジョブ推進

会議というものを開催してございます。その中で教

育庁も入っていただいて、就農を促進する情報の共

有ですとか、あと新規就農者などの担い手確保に関

する総合的な対策とか県の事業の紹介とかですね、

そういったものも意見交換をやっておりますので、

そういったものでまた、教育庁と連携も取りながら

ですね、農大のほうにつなげていくとかそういった

ふうなことをやっていくのかなと考えております。

○仲村未央委員 ぜひこの人材、なかなかその、育

てて確保する、特に景気がよくなったり、非常にで

すね、先ほど答弁にもあったように、観光業が好調

なことのあおりも受けて他産業へ流れていくという

中でありますということでしたけれども、やっぱり

そこは沖縄の産業を本当に足腰が強いものにしてい

くということであれば、この１次産業の担い手をつ

くっていくっていうのは非常に大事な政策だと思う

んですよね。だからぜひ、そこの学校現場も含めて、

農大のほうは30人中21名ということでそれなりに研

さん究められて出ていくということであればそれは

それで本当によいと思いますので。ぜひその取組、

教育庁との連携、強くつくっていただきたいなと思

いますけれども、どうでしょうかその辺り。部長な

り、コメントいただいて終わりにしたいと思います。

○長嶺豊農林水産部長 先ほど課長のほうからもあ

りましたが、農でグッジョブ推進会議というのを農

林水産部では立ち上げておりまして、これは生産法

人、それから学校の教育庁を含めて議論をする場で

ございます。そういった中で連携をさらに強めてい

きたいということでございますが、一方では、直接

自ら農業の経営者となるという就農の仕方と、生産

法人を育てて生産法人に就職する形でやるという方

式もあります。県外ではその方式のほうがウエート

が高いのかなと。本県のほうもそういった生産法人

のほうに就農するというところも広めていく中で、

やはり就農率を高めていく工夫が必要かと思います。

○仲村未央委員 はい、ぜひ頑張っていただきたい

と思います。ありがとうございました。

○西銘啓史郎委員長 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 お願いします。

説明資料の25ページではありますが、そこの新規

事業で、ちばりよ～！わった～農林水産業応援プロ

ジェクト事業なんですが、２億余りの予算化されて

おりますが、農林水産物の需要低迷への消費喚起す

るということで、主に学校給食に供給するというこ

との事業でありますが、この事業の新しく拡大する

品目から教えてくれますか。

○伊田幸司流通・加工推進課長 本事業は新規事業

として上げておりますが、令和２年度の６月補正で

も実施してきた事業でございます。令和２年度に取

り組んだ牛肉やマグロなどの品目に加えて、令和３年

度ではアグーやカンショなどの影響の大きい品目に

拡充して、引き続き取り組むこととしております。

○崎山嗣幸委員 ６月補正がマグロとか牛肉、花卉
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もそうですね、これはスタート、そこから先に切っ

たということは、マグロ、牛肉、花卉が相当打撃が

大きくてそれから最初入ったということで。新年度

にアグーとか紅芋に入っていますが、この段階とい

うのはどういう理由で、新規はアグーとか紅芋になっ

ていきましたか、理由は。

○伊田幸司流通・加工推進課長 新型コロナウイル

ス感染症の拡大に伴いまして、今後も引き続き―飲

食店とかイベントの自粛等これまでよりは減ってく

るだろうというふうには考えておりますが、引き続

き観光客等なかなか需要回復にまだ時間がかかるだ

ろうということで、そういった嗜好品とかそういっ

たものの影響ということで、今回アグー等を追加し

ているという状況でございます。

○崎山嗣幸委員 県産品を学校給食に提供して、農

林あるいは農業っていうのかね、品目に生産者に協

力するというのはとても極めていいことだと思いま

すが、これ学校にですね、給食に提供する小中の人

数っていうのはどれくらいの生徒に行き渡っていく

のか。あるいは全てでね、今言っている毎日これが

提供できるわけじゃないと思うんだけど、年何回く

らいは今言っている品目を総数の生徒に行き渡るか

を教えてくれますか。

○伊田幸司流通・加工推進課長 現時点で想定して

いるのが、小中高生17万5000人程度を想定しており

ます。品目によって、例えば鶏卵については３回分

とか、アグーについては２回分とかそういう形です

ね。パイナップルについては単価が高いので、４分

の１とかですね、そういった形で品目ごとに回数は

違ってくるんですが、対象となる人数は17万5000人

ということになっております。

○崎山嗣幸委員 相当な数になりますが安定してね、

これが供給できるというかね、そういうことによっ

て、今の計画成り立つと思うんですが、いろんな災

害とかいろんな状況もあると思いますが、そこにつ

いての安定供給についてはいかがですか。

○長嶺豊農林水産部長 まず学校給食への安定供給

はどうなってるかっていう話ですが、牛肉であった

り、アグー肉であったり追加したカンショにつきま

しても、これまで観光客がいらっしゃらないという

ことで滞留しているわけです。そういう滞留してい

るものをどんどん動かしていくというのがこの事業

の趣旨にもなります。ですので、高級な部位ほど滞

留しているというところ、そこをしっかり回してい

くというのがこの事業ですので、供給については大

丈夫だと思っております。

○崎山嗣幸委員 成果というのか効果というのか、

これぐらいの生徒に行き渡って農業水産っていうの

かね、そういった品目を消費に拡大させるというこ

とのこの収益性というのかね、与える効果っていう

か、これ予測はされていますか。

○伊田幸司流通・加工推進課長 この事業予測とい

いますか、２億規模の事業となっておりまして、引

き続き例えば、畜産物については合計49トン、ある

いは水産物９トンとかですね、あとカンショ等32ト

ンということでいま想定しておりまして、かなりの

需要喚起につながるのではというふうに考えている

ところであります。

○崎山嗣幸委員 次行きますが、28ページの未来の

マリンパワー確保・育成一貫支援事業、7100万入っ

ておりますが、若年層の漁業就業者の定着率と、教

育っていうのか、立場からのようでありますが、こ

の事業の主な点をちょっと挙げてくれますか。

○能登拓水産課長 未来のマリンパワー確保・育成

一貫支援事業は、漁業就業者の確保・育成と定着率

の向上を目的に漁業就業体験や新規就業者の経営安

定化に係る支援など、各段階に応じた取組を行うも

のでございます。具体的には、小中学生を対象とし

た水産教室ですね。それから高校生を対象としたイ

ンターンシップ漁業体験。それから新規就業者を対

象とした、経費の一部支援を行う負担軽減策といっ

た内容になってございます。

○崎山嗣幸委員 主に３つの事業形態のようであり

ますが、小学生・中学生の水産教室を開いているよ

うですが、これはどんな教室なのかね。それから、

小学生・中学生がどの程度参加しているのかについ

ての実績というのかがあって、今度のなぜ100万は拡

大していくのか、この辺聞かせてくれますか。

○能登拓水産課長 水産教室につきましては、実際

に魚を子供たちにさばいてもらう体験ですとか釣り

を体験してもらうといったことを行っております。

水産教室については、昨年度は新型コロナの影響で

開催が計画どおりにはできずに２回60名というふう

にはなっているんですが、その前年、令和元年度に

ついては県内13回544名の参加があったところであり

ます。

○崎山嗣幸委員 高校生のインターンシップの件も

言っておりましたが、これはまた何か高校生インター

ンシップは、直接船に乗ってもらって一本釣りとか

パヤオに行かれるというようなことを聞いたんです

が、ここの高校生についてのインターンシップは水

産高校生以外だと思うんですが、一緒なのか、そこ
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も含めて生徒の参加数とか実績をちょっと聞かせて

くれますか。

○能登拓水産課長 高校生対象にしたインターン

シップにつきましては、沖縄水産高校と宮古総合実

業高校を基本的に対象として行っています。地元の

漁業協同組合の協力をいただきまして実際に船に乗

船をしてもらってですね、委員からありましたとお

りパヤオに行ったり一本釣りの経験をしてもらうと

いう内容になってございます。実績としましては、

今年度はインターンシップ１回15名ということです

が、その前年令和元年度についてはインターンシッ

プを２回、参加者は41名というふうになっておりま

す。

○崎山嗣幸委員 これは、水産高校生対象という意

味では学校教育の実習の海邦丸に乗ったり、カッター

に乗ったり、学校教育と別に、民間の漁業組合提携

をして実習をするというのかな、やっていくという

ことの別物の事業なんでしょ、これ。

○能登拓水産課長 はい、そういうことでございま

す。

○崎山嗣幸委員 最近新聞でね、別の定時制高校か

らいきなり専攻科に入ったっていう新聞報道があっ

たんですが。他の高校からの編入っていうのは専攻

科はたまにあるんですが、こういった、例えば水産

高校３年間受けないでいきなり専攻科に来る方々が

いるんですが、そういう方々のためっていうのはこ

のインターンシップについては水産高校に限らず他

の高校に向けるっていうことでメリットがあるん

じゃないですか。

○能登拓水産課長 普通高校含めて他の高校でもで

きる仕組みにはしているんですが、現実問題といい

ますか、地元の漁業協同組合なりとの協力体制です

とかやっぱり事業が高校の授業カリキュラムとの兼

ね合いというのもあって、現在のところは水産高校

と宮古総合実業高校で実施をしているという状況で

ございます。

○崎山嗣幸委員 まあちょっとよく分からないとこ

ろもありますが、次行きましょうね。

それから、新規漁業者のための漁具購入の、とい

うことをお話しておりましたが、多分新規若手のね、

漁業になって漁船を買ったり漁具を買ったりすると

ころがあると思いますが、先ほどの話では漁具購入

の助成というのかな、そういう話でありましたが、

漁具だけじゃなくて、例えば船舶を買ったときの助

成をしたり、あるいは魚群探知機とかそういった科

学装備を買うときの助成とかを―多分これね、新規

の就業者じゃなくて一般的にこの種類の事業がある

と思いますが。要するに新規の若手の漁業者が、こ

れから自分は漁業をやっていくんだという方々に対

する手当てとして、この中における定着させるため

に新規の皆さんに対して、漁具だけではなくて広げ

ていくということは、重複させてもいいからこの中

で漁船の助成とか、そういった科学装備についても

検討することはいかがかなと思ったんですが。

○能登拓水産課長 委員御指摘のとおりですね、新

規就業に当たって漁船の整備など負担が非常に大き

いという状況がございます。特に漁船につきまして

は、国のほうで漁船リース事業というのをやってお

りまして、県内でもこの導入が進んでおります。こ

れについては新規就業者も対象になるという部分。

あと、そういうこともあって県のマリンパワー事業

とはすみ分けるような形で、県のほうでは基本的に

漁具の支援をさせていただいているという状況であ

ります。

○崎山嗣幸委員 あと、残りはまた別途、ほかの部

でやりたいと思います。

ありがとうございます。

○西銘啓史郎委員長 玉城武光委員。

○玉城武光委員 重複しないように質問します。

ちばりよ～！わった～水産業応援プロジェクトの

２億円なんですが、そこの先ほど品目ごとに学校給

食に提供するということでしたけど、農林水産物が

幾ら、農業が幾ら、水産物が幾ら、ということを教

えてください。

○伊田幸司流通・加工推進課長 令和３年度の事業

費についてでございますが、現時点ではパイナップ

ル等の青果物提供が約4700万円、牛肉等の畜産物が

約9400万円、マグロ等の水産物が約3200万円、公共

施設等への飾花・展示に係る費用が約2700万円とい

うふうに予算の積算しているというところでござい

ます。

○玉城武光委員 ありがとう。

これ、一つは地産地消につながるんですよね、そ

ういう面では。ぜひもっと強化してですね、消費が

喚起される対策をしていただきたいと思います。

次にですね、県立農業大学校の移転整備が増額さ

れているんですが、その増額になった整備事業の進

捗状況を説明をお願いします。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

県立農業大学校移転整備事業において増額となっ

た主な理由でございますけれども、移転用地の用地

取得費用と、令和４年度建設工事に伴います実施設
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計費用を令和３年度に計上したことによるものでご

ざいます。現在基本設計のほうをやっておりまして、

次年度実施設計というで移転事業を進めているとこ

ろでございます。

○玉城武光委員 この増額になった部分は用地取得

が含まれた関係なんですか。

○喜屋武盛人営農支援課長 はい、そのとおりでご

ざいます。

○玉城武光委員 分かりました。

次にですね、特殊病害虫の特別防除事業１億

1000万。これも増額になっているんですが、ミバエ

は根絶したということなんですが、そのイモゾウム

シとかそういうところの侵入防止と根絶の現状をで

すね伺います。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

特殊病害虫特別防除事業にはですね、委員が先ほ

ど申しましたウリミバエ、ミカンコミバエのミバエ

類についての再侵入防止調査などをやっております。

同じこの事業で、ゾウムシ類についても取り組んで

おりまして、現在久米島と津堅島において根絶事業

実施しております。その中で、アリモドキゾウムシ

ですけれども、これについては久米島で平成25年に

根絶をして、津堅島でも引き続き根絶事業やってお

りますが、今年度国による駆除確認調査が終了いた

しまして、発生がないということでございました。

その後に、去る２月に農水省によります公聴会がご

ざいまして、それを受けて国のほうでこういった規

則の改正とか省令の改正等をやる予定となっており

まして、国の予定ですけれども令和３年４月に津堅

島での根絶が達成される見込みとなっているところ

でございます。

○玉城武光委員 この特殊病害虫が根絶されたら県

外出荷が実施できるんですよね。そういう関係でこ

れまでですね、そういう特殊病害虫が根絶をした関

係で県外出荷が伸びたという品目があると思うんで

すが、教えてください。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えします。

委員が先ほど申しましたとおり、植物防疫法によ

り移動規制がかけられるということですけど、この

ウリミバエとミカンコミバエについては沖縄県から

根絶したということでございますので、それにより

ましてマンゴーとかゴーヤですとかほとんどのもの

が県外出荷をできているということで、そういった

大きいメリットがあったと考えております。ただゾ

ウムシですけれども、いわゆるイモを加害するイリ

ムサと言われているやつは、アリモドキゾウムシだ

けじゃなくイモゾウムシもございます。アリモドキ

ゾウムシについては久米島と津堅島において今根絶

を進めているところなんですけれども、やはりイモ

ゾウムシがまだいるので、それがあるとやはりまだ

県外へのカンショの青果物としての出荷ができない

ということで、この事業を活用して今そういった根

絶事業等ですね、進めているところでございます。

○玉城武光委員 じゃあ、非常に頑張ってください

ね。

26ページですね、先端技術を結集した園芸品目競

争力強化事業、それの説明をお願いいたします。

○浦崎直也農林水産総務課研究企画監 お答えいた

します。

この事業では地域資源を含みます園芸品目の競争

力強化を目的といたしまして、ＤＮＡ情報を活用し

た新品種の育成と安定供給に向けた実用化技術の開

発に取り組んでおります。具体的には、１つ目とい

たしまして、ＤＮＡ情報を活用しましたニガウリ、

ヘチマ、サヤインゲンなどの新品種の育成、２番目

に新規用途の菊の新品種開発、３番目にオクラやト

ルコギキョウの収穫期拡大技術の開発、４番目にサ

ヤインゲンの生理障害対策技術開発を実施しており

ます。県としましては引き続き県産園芸品目の競争

力強化を図るために研究開発に取り組んでまいりま

す。

○玉城武光委員 ぜひ、大きな成果を得ているから、

頑張ってくださいね。

次にですね、サトウキビ機械化一貫対策体系モデ

ル事業の受託体制の強化についてなんですが、受託

経営体数を教えてください。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

今サトウキビの受託を行っている組織ですが、県

が把握している数ということで211法人あります。個

人でやっているところがありますが、そこは把握し

ていないのでそれ以上あるということで御理解いた

だければと思います。

○玉城武光委員 はい、ありがとうございます。

次に、分蜜糖振興対策支援事業に、製造コストの

補塡費等、機械等の整備補助について伺います。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

分蜜糖振興対策支援事業の主な内容としましては、

分蜜糖製造事業者に対しまして気象災害等による製

造コスト上昇分の一部助成、分蜜糖地域の中でも小

規模離島で製造コストが著しく高い地域を対象に、

標準コストの格差に対する助成。あと、老朽化した

設備について省エネルギー等に資する製糖設備の整
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備に対する一部助成などを行っております。令和３年

度におきましては、気象災害等の影響の緩和措置と

しまして久米島製糖など６工場、小規模離島工場へ

の補塡といたしまして北大東製糖など２工場、製糖

設備の整備補助としてゆがふ製糖など３工場を予定

しております。

○玉城武光委員 次はですね、畜産担い手育成総合

整備事業３億9000万。説明をお願いします。

○久保田一史畜産課長 お答えいたします。

畜産担い手育成総合整備事業は、畜産経営の規模

拡大などにより畜産主産地都市の体制づくりを推進

するため、装置整備、牛舎、堆肥舎等の施設整備に

対して補助する事業であります。令和３年度につき

ましては、３億9655万円を計上いたしまして、３地

区での実施を予定しているところでございます。

○玉城武光委員 差し障りなければ３地区というの

ちょっと教えてほしいんですけど。

○久保田一史畜産課長 ３年度につきましては、引

き続き実施しております竹富町のサミン地区、同じ

く竹富町の美ら島地区、そして加えて新規地区とし

て宮田地区―これは宮古島市と多良間村のほうです

けれども、そちらで事業のほうを予定しているとこ

ろでございます。

○玉城武光委員 はい、じゃあ次ですね。

新年度予算で新たに計上されている沖縄型畜産排

水対策課題解決モデル事業についての概要説明につ

いてお願いします。

○久保田一史畜産課長 お答えいたします。

本事業につきましては、本県の酪農経営における

家畜排せつ物処理について現状のほうと課題のほう

を把握、分析するために、１つ目に農家の処理状況

調査、２つ目に臭気測定や液肥成分の分析等の実態

調査を行います。実態調査におきまして分析した上

で、対策方針の策定であったり、また処理方法の方

針を策定をした後に、普及に移すというような取組

の事業となっております。

○玉城武光委員 これは、これまでずっといろいろ

課題だったと思うんですが、この臭気対策の調査と

いうのですが、どこを調査するんですか。

○久保田一史畜産課長 酪農の対策ということです

ので、中心にしては南部地区、あとは中部地区のほ

うもカウントしていると思います。メインは南部地

区のほうで考えております。

○玉城武光委員 次は、農業集落排水事業費が増額

になっているんですが、その増額になった説明をお

願いします。

○長本正農地農村整備課長 お答えします。

農業集落排水事業は、令和２年度は11地区で事業

を実施しておりました。令和３年度は、新規の採択

で３地区増えまして14地区となります。この増えた

３地区に伴って事業費が増えております。新しく採

択された地区は、恩納村名嘉真地区、南城市知念東

部地区、南大東村在所地区、この３地区となってお

ります。

○玉城武光委員 じゃあ次はですね、水産業関係。

沖合漁業の安全確保支援事業が増額計上されている

んですが、ここの説明に無線機の設置支援というこ

となんですが、何機この無線機の増額が予定されて

いるんですか。

○能登拓水産課長 お答えいたします。

沖合操業の安全確保支援事業は沖合域で操業する

漁船の安全を確保するため、本県漁船を対象に無線

機の設置を補助する事業でございます。令和３年度

は今年度の42台から２台増となる合計44台の整備を

予定しているところでございます。

○玉城武光委員 これは安全な操業を行うためには

無線というのは非常に大事な装備ですから、ぜひ頑

張って増額に努めていただきたいと思います。

次はですね、水産新市場の整備事業の中で今年度

で整備される事業名は何ですか。

○能登拓水産課長 水産新市場整備事業は糸満漁港

に高度衛生管理型荷さばき施設を整備をする事業で

ございます。本事業では令和２年８月に実施設計が

完了いたしまして、先般の議決を経て工事の契約を

行い、既に基礎工事に着工をしているところですが、

この工期が令和４年３月末までとなっておりますの

で、スケジュールどおりにいけば、荷さばきの全体

が次年度中には出来上がる予定ということでござい

ます。

○玉城武光委員 じゃあ、最後にですね、水産生産

基盤整備。漁港施設の整備状況からお伺いします。

○森英勇漁港漁場課長 はい、お答えします。

水産生産基盤整備事業は、水産拠点となる漁港に

おいて防波堤や岸壁等の漁港施設を整備することに

より、生産活動の安定と漁業就労環境の改善を図る

事業です。令和３年度は、渡名喜漁港ほか６地区に

おいて防波堤改良等の整備を行う予定となっており

ます。令和３年度当初予算は対前年度比130.7％の

13億5963万8000円を計上しております。主な増額理

由としましては、渡名喜漁港、登野城漁港において

重点的に予算措置をしたこと、また、当添漁港にお

いて令和３年度より工事に着手することによるもの
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です。

以上です。

○玉城武光委員 漁港の施設整備がどんどん進めら

れているんですが、強力に進めていただきたいとい

うことを要望して、終わります。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

午後12時２分休憩

午後１時20分再開

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

翁長雄治委員。

○翁長雄治委員 よろしくお願いします。

午前中の皆様とも重複するのが多くありますので、

簡潔に行っていきたいと思います。

一番最初に25ページの127番、ちばりよ～！わった

～農林水産業応援プロジェクト事業についてなんで

すが、この新型コロナで、飲食店の多くが本当に休

業の中で、この２次的な被害というのが１次産業の

皆さん、生産者の皆さんも相当打撃を受けているか

と思うんですが、実際のところどれぐらいの打撃を

受けているのかというところを教えてもらえますか。

○浦崎康隆農林水産総務課長 新型コロナウイルス

の影響ですけれども、まず家庭向け品目については、

巣籠もり需要の高まりもございまして回復基調にあ

るというところで、一方で緊急事態宣言の発出で往

来の自粛、それから時短要請、またイベントの自粛

等によって、花卉類や畜産物、水産物などの飲食・

ホテル・土産品向けの品目について、消費とか価格

面で影響が出ているという状況です。

○翁長雄治委員 この金額ベースでの被害額みたい

なものも分かるんですか。

○浦崎康隆農林水産総務課長 事例で申し上げます

と、例えば花卉類ですと金額でいいますと、現状で

は前年度と比較しますと11.3％の減。それから肉用

牛で申し上げますと、取引実績が前年度と比べて

3.7％の減。それから水産関係ですと、水揚げ量は前

年度と比較しますと12％の減、金額のほうは21.1％

の減といったところになっております。

○翁長雄治委員 コロナで水揚げ量にも影響がある

ということでよろしいんですか。

○浦崎康隆農林水産総務課長 これは泊魚市場の聞

き取り実績によるものです。

○翁長雄治委員 当然県外からふだんだと何百万人、

1000万人と来る中で、生計立てている方々もいらっ

しゃるので、なかなか数値として見えづらい部分も

あるのかなという気はします。ただ、肉とかについ

ては当然、家の中では食事もするということもあっ

て、ちまたにおいては７割とかそういったところま

では今のところ落ち込んでないのかなと。ただ、し

かしながら今後も県内の地産地消というところ、沖

縄の観光の中で沖縄で食事される方が沖縄のものを

食べるというものを今この時期にしっかり確立して

いくのが必要なことなのかなと考えております。こ

の事業の中では、基本的には給食の中での地産地消

とか食育も含めてのところかとは思うんですけれど

も、県内の中の需要を喚起するための県民向けのプ

ロデュースみたいなものというのは考えていないの

かどうかお伺いします。

○伊田幸司流通・加工推進課長 本事業でも、先ほ

どの崎山委員への答弁にありましたが、２億円事業

規模の直接的な消費ということで、農林漁業者支援

となると考えておりますが、そのほかにも県産農林

水産物のプロモーション等でございますけれども、

例えばゴーヤの日とか、マンゴーの日等の記念日の

プロモーション、あるいは市町村と県で構成される

農林水産物販売促進協議会というのもございまして、

そこでも市町村等で取り組まれているプロモーショ

ンについて助成を行っていくという形で、どのプロ

モーションもやっていきたいというふうに考えてお

ります。

○翁長雄治委員 １つの品目にこだわった―今お話

があったようなゴーヤの日とか、マンゴーの日とか、

ある特定の品目に対してのプロデュースだけじゃな

くて、県産野菜だとか、お肉は本当に県産のものが

たくさん使用されているのかなと思いますけれども、

お米にしても、県内の需要に堪え得るだけの生産が

あるかどうかは定かではありませんけれども、そう

いったところをしっかりやっていっていただきたい

なというふうに思います。

次の27ページ、28ページの―先ほどの25ページに

もちょっと関わるんですけれども、新規就農とか、

畜産の担い手、未来のマリンパワー確保・育成、聞

きたいことは全部同じことなのでお伺いしますけれ

ども、先ほど午前中の質疑の中でこういったことを

取り組んでいるとか、インターンだとかいろいろお

話を伺ったんですが、県としてここに目標値みたい

なものはあるのかどうか。単年度の、今年じゃあ二

百何十名、300名を目標にするというよりは将来的に

わたって、県内の中でのこの産業構造として、１次

産業をどの程度の位置づけにするかという目標値が

あるのかどうか、お伺いしたいと思います。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。
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県では、21世紀農林水産業ビジョンに基づきまし

て、年間300名の新規就農―これは農業関係で新規就

農者を育成するということで、令和３年までに3000名

を育成する予定としております。これは農家がどう

しても高齢化とかで世代が変わっていくと、そういっ

たことを勘案して、年間300名程度の新規就農者を確

保していくことで、この農業の分野を維持していこ

うということでの目標設定となっております。

○翁長雄治委員 この年間300名増やしていくという

のは、今先ほどお話しいただいた、答弁いただいた

みたいに、毎年大体300名ぐらいの方が年齢とかそう

いったことで退職というんですか、こういうのって、

辞めていかれて、現状維持をするのが大体300名とい

うようなイメージでいいんですか。

○喜屋武盛人営農支援課長 この算出につきまして

は、例えば農業センサスでこれだけ減っていくとい

う農業者を算定しまして、そこから例えば農家です

とこの10年間でこれぐらい下がっていくということ

で、じゃあ単年度でこの程度確保していくというこ

とで、農家こそ人数は減ったとしても、例えば担い

手のほうにまた集約をして、そこで規模拡大とかそ

ういったもので一定程度、しっかり維持していくと

いう考えでやっているところでございます。

○翁長雄治委員 今、沖縄県内の主要な産業は―去

年、今年は別として、基本的にはやっぱり観光のと

ころに、３次産業のほうに人が流れていると。県と

してこの１次、２次のほうに厚くしていくというよ

うな考えが今あるのかどうか、お伺いしたいと思い

ます。今までどおりの、この３次産業を中心とした

産業構造、それはそれで別に悪いとかの問題じゃな

くて、１次、２次のほうに手厚くしていくという考

えがあるのかどうか。なければないで別に全然。な

いから答えられないじゃ困るので。頑張ってほしい

んですけど。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

１次産業、２次産業はもちろん、非常に重要な産

業と認識しておりまして、そういう中でやはり担い

手を確保していく、そのためにそういった新規就農

者がしっかり定着していける、そういう仕組みづく

りをやっていかないとという下で、こういった事業

に取り組んでおりますので、そこは確かに第３次産

業、観光とかもあるかもしれませんけれども、そこ

はやっぱり、１次産業としてもしっかり頑張ってい

かないといけないかなというふうには考えておりま

す。

○翁長雄治委員 この３つ、農業、畜産、漁業とい

うところでお話しさせてもらっているんですが、今

農業のところでお話を伺ったんですが、実際に畜産

とか水産業のところについての目標値とかというの

はあるんでしょうか。

○久保田一史畜産課長 お答えいたします。

畜産の部分の計画というのは、どちらかというと

頭数、規模のほうで算定している状況でありまして、

やはり地域、地域で畜産に関しては規模等が違いま

すので、基本的には頭数の目標を立てながらやって

いるという状況でございます。

○能登拓水産課長 水産関係についてお答えいたし

ます。

県では令和３年度の漁業就業者数の目標について

3790人というふうに目標を設定して、現在取り組ん

でいるところです。直近では平成30年の漁業就業者

数が3686人ということで約97％程度の達成率という

ことでございます。

○翁長雄治委員 この辺りの１次産業の皆さんのと

ころのものでいうと、家業でやられている方々もい

らっしゃるわけじゃないですか、家がやっていると。

それ以外から入ってくる方々というのはどれぐらい

いらっしゃるのか分かりますか。本当にリアルな新

規ですね。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

農業の分野なんですけれども、新規就農者、例え

ば令和元年は211名おります。平成30年度は282名と

なっておりますが、詳細な内訳はちょっとあれなん

ですけど、確かに、全くの新規ということで農業を

始めたいという方もいらっしゃいますし、そういう

方につきましては就農相談を厚くしたり、こういっ

た新規就農一貫支援事業ですとか、先ほど答弁いた

しました農業次世代人材投資事業による資金の交付

とかを組み合わせながら、そういった新たに入って

くる方、また技術のサポートとか、それは地域の農

業改良普及センターですとかＪＡさんとか市町村と

も連携しながら、そういう育成、確保に努めている

ところでございます。

○翁長雄治委員 ありがとうございます。

ほかのところも恐らく同じような感じなのかなと

思いますけれども、この裾野を広げていくことじゃ

ないと、家だけでやっていくというのは、増やして

いくのはなかなか簡単なことじゃないので、これか

らも新規の従事者を増やせるようによろしくお願い

します。

○西銘啓史郎委員長 山内末子委員。

○山内末子委員 お疲れさまです。
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何点かお願いいたします。先ほど少しありました

けど、災害に強い高機能型栽培施設の導入推進事業

についてです。今回で３年目ということですけど、

改めまして事業実施の目的、効果についてお伺いい

たします。

○玉城聡園芸振興課長 県では自然災害や気象変動

に左右されず、定時、定量、定品質で出荷に対応で

きる園芸産地を形成するため、一括交付金を活用し、

平成24年度から29年度までは災害に強い栽培施設整

備事業により、強化型パイプハウスや平張施設の整

備を実施してまいりました。また、平成30年度から

はその後継事業といたしまして、災害に強い栽培施

設と併せて、施設内環境制御設備を一帯的に整備で

きる災害に強い高機能型栽培施設の導入推進事業を

取り組んでまいりました。これまで、令和元年度ま

でに強化型パイプハウスを164地区、約103ヘクター

ルの整備。また、平張施設を77地区、64ヘクタール

を整備しております。合計241地区、167ヘクタール

の整備をしているところでございます。

○山内末子委員 効果についてなんですけれど、文

字どおり災害に強いということがまず一番の目的だ

とは思います。それを造ることによって、強化する

ことによって、生産性を高めるということがやっぱ

り目的の一つだと思いますけれど、先ほど来ありま

すように、その強化だけではなくてＩＴを活用した

りとか、そういったことについてはこの整備の中で

はやっていますか。その辺のことも一つ併せてお願

いします。

○玉城聡園芸振興課長 先ほど申し上げました、施

設内の環境制御施設を一帯的に整備できるというも

のをお話申し上げましたが、この中には遠隔操作等

々も含めた管理も対応できるようにというふうなこ

とで設定しております。

○山内末子委員 それではこれまで幾つかあります

ので、それを設置したところの生産高とか、それで

効果がどれぐらい現れているのかという数字が出て

いますでしょうか。

○玉城聡園芸振興課長 お答えいたします。

個別の事例の数字はなかなか取り上げるのも難し

い状況でございます。我々といたしましてはこの事

業導入後おおむね３年後にどの程度目標が達成でき

たのかというのを確認、調査いたしまして事業の評

価を行っております。この間、令和２年、昨年度ま

でに調査の対象となった地区が170地区ございます。

そのうち評価基準―これは単収が向上した等々にな

りますが、評価基準を達成した地区が138地区、81.2％

で達成しているというふうな形でございます。未達

成地区につきましては、引き続き事業主体からの報

告を継続していただくのと併せて、指導のほうをお

願いしているという状況でございます。

○山内末子委員 施設の整備は大変生産性を高める

上で重要だと思っております。そういった意味で81％

の皆さんたちが、効果が出ているということで成果

としては大変いいんじゃないかというふうに思いま

すけど、やっぱり予算をかけておりますので、でき

るだけその生産性をもっと高める努力ということを

皆さん方と生産者のほうでもしっかりと行っていた

だきたいということと、あとやっぱりこの金額がか

かりますので、その選定基準ですね。手を挙げると

ころが全てできるのかどうかも含めて、どういった

形でこの実施ができているのか、選定基準、選定方

法についてお聞かせください。

○玉城聡園芸振興課長 お答えいたします。

この事業を導入するに当たって、まず、午前中申

し上げましたが、おおむね事業主体のほうに内容を

説明した上で、向こう３年間、どんな計画、導入し

たい希望があるのかというのを確認いたします。そ

の上で毎年、実施年度が近づくにつれて、どんどん

精度を上げていくわけです。その間、例えば土地が

しっかり取得できているのかとか、やる人がしっか

りできるような人、体調が悪くなったりする人もご

ざいますので、その間というのをチェックしていき

ながら、精度の高い計画、熟度の高い計画を立てて

いっているところから優先的に設定してくというふ

うな形を取っております。

○山内末子委員 申込み数と選定した数、それはあ

りますか。何％ぐらいが申込みをして、選定される

か。その辺を教えてください。

○玉城聡園芸振興課長 先ほど申し上げたとおりで、

早い段階から募集をやっていきますので、途中で自

分で取り下げていくというような事例もございます。

直近の令和２年度の例でいいますと、14地区整備し

ておりますが、応募のほうはその倍ぐらい来ており

ます。

○山内末子委員 じゃあ、50％ぐらいの確率で選定

されるということなんですけれど、この事業自体が

令和３年度で終わりですか。これ継続でやっていく

こともありますでしょうか。これ、このまま令和３年

度で終わっていくみたいですけど、どうですか。

○玉城聡園芸振興課長 本事業は、先ほど継続して

要望がある事業になっておりますので、新振計の中

では新たな制度設計の一つとして、継続的に施設整
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備ができるような制度を提言しているところでござ

います。

○山内末子委員 沖縄では特に、台風や災害の大風

が多いということを考えるととても大事だと思って

ますので、ぜひこの成果をしっかりと挙げられるよ

うな形で、引き続きまた今年度もしっかりと頑張っ

ていただいて、次年度に向けてその成果をしっかり

と示していただきたいなというふうに思います。

続きまして、オキナワモズクの生産底上げ技術開

発事業について事業の目的と成果についてお願いい

たします。

○浦崎直也農林水産総務課研究企画監 本事業では、

モズク養殖の安定生産に資するため、漁場の環境変

動に対応するモズクの育成や、養殖技術の開発に取

り組んでおります。これまでの成果といたしまして、

養殖漁場内の特異的な高水温がモズクの生育不良の

原因であることを解明しております。もう一点目と

しまして、高水温耐性を有するオキナワモズクの選

抜が成果となっております。また、本事業では有望

な系統を育成することで、令和６年度までにオキナ

ワモズクの生産額を３億3000万円の増を目標として

取り組んでおります。県としましては引き続きモズ

ク養殖の安定生産を図るため、研究開発に取り組ん

でまいります。

○山内末子委員 昨日から、うちの勝連のほうでも

もう出荷が始まりまして、全国でもモズクについて

はその栄養価を含めて、大変注目が高いと思ってお

ります。これから気候温暖化、ますます顕著になっ

てくると思っていますので、そういう意味ではこの

事業をすることによっての効果は大変期待がかかる

と思っておりますので、ぜひそれ以外にも―高温だ

けではなくて、やはりこのモズクって付加価値も大

変高いと思っていますので、そういった形での技術

開発っていうことが必要かと思いますけど、その辺

についてはいかがでしょうか。

○浦崎直也農林水産総務課研究企画監 この事業直

接ではございませんが、フコイダンといった成分の

抽出方法ですとか、そういった研究も併せて実施を

しているところでございます。

○山内末子委員 お願いいたします。

続きまして、６次産業化人材育成事業ですけれど、

この事業、これまでもやっていますので、これまで

の事業による効果が出ているものについて、主なも

のでよろしいですので、あればお願いいたします。

○伊田幸司流通・加工推進課長 本事業、６次産業

化の推進に向けて様々取り組んでいるところでござ

います。この取組によりまして、県内における平成

30年度の６次産業関連事業の販売額でございますが、

259億5800万円となっておりまして、沖縄21世紀ビ

ジョン基本計画の目標額248億円を達成しているとい

うところでございます。

○山内末子委員 この６次産業化ということで、今

注目されております。特にまた若い皆さんたちや、

ベンチャー企業の皆さんたちの頑張りが大変、今注

目をされておりますけれど、例えば先ほど言いまし

たように、モズクを使ったピューレであったり、い

ろいろな形で発展性が高くなっております。そうい

う意味で今年度はどのようなものを目標にしながら

この事業の中ではやっていくのか、お願いいたしま

す。

○伊田幸司流通・加工推進課長 今年度は当初予算

として約2500万円を計上いたしまして、６次産業化

に必要な知識習得のための研修会、あるいは専門家

の派遣、加工品開発等に係る費用の補助、あるいは

開発した商品の品評会を通じた販路確保など、多様

な支援に取り組んでまいりたいと考えております。

○山内末子委員 産業化にしていくためにはどうし

てもマーケティングを広げていかないといけないと

思っていますけれど、このコロナの中で、なかなか

県外だとかあるいは海外に向けてのマーケティング

がちょっと今ストップしてるかなと思いますが、そ

の辺のところの商工労働部とかの連携であったり、

それも事業の中でも捉えているのか、この辺の仕組

みについてお聞かせください。

○伊田幸司流通・加工推進課長 商工労働部の当然

マーケティング課とは今後も連携していくんですが、

私どもこの事業の中で、例えば知識習得のための研

修会あるいは専門家の派遣というものがございまし

て、その中でインターネットを活用した販売法とか、

そういったものを、ぜひ来年度は専門家も加えまし

て充実した形でやっていきたいというふうに考えて

おります。

○山内末子委員 今のところ大変大切だと思います。

物流をしっかりやっていくということ、そのところ

の頑張りに期待をいたしまして終わりたいと思って

います。

○西銘啓史郎委員長 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 農林水産部の現時点の予算執行率を

教えてもらっていいですか。

○浦崎康隆農林水産総務課長 公共事業の執行状況

で申し上げますと、１月末現在で88.2％となってお

ります。
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○赤嶺昇委員 これは対前年度でも大体同じような

感じなんですか。

○浦崎康隆農林水産総務課長 ほぼ大体同じになっ

ています。

○赤嶺昇委員 コロナの影響で農林水産部のいろん

な事業があるんですけれども、これに影響してるこ

とってありますか。皆さんの部署の事業で。

○長本正農地農村整備課長 農業農村整備事業にお

いては、コロナの影響として、若干繰り越したもの

はございます。例えば、資材の調達が間に合わずに

現場に使わなかった面とか、コロナで同意取得が遅

れたとか、そういった面は若干ございます。

○赤嶺昇委員 では主な事業概要の中で、139番のサ

トウキビの機械化、これの事業概要を教えてもらっ

ていいですか。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

サトウキビの機械化一貫体系を確立し、期間作業

の受託体制強化によるサトウキビの増産を推進する

ために、飛躍的な省力化、作業効率化等を図る取組

として、１、さとうきび収穫機械機能向上支援事業、

２、作業機械オペレーターの確保、３、スマート農

業技術体系モデルの検証などを行うこととしており

ます。

○赤嶺昇委員 この事業による成果目標を教えてく

ださい。

○嘉陽稔糖業農産課長 これの目標ということです

が、今まずサトウキビの機能向上ということで、ハー

ベスター等を事業で入れた後に、耐用年数が来てま

た入替えするとなると、ちょっと農家としての負担

も大きくなるものですから、それを長寿命化するた

めにこの事業でエンジンを替えたりとか、そういう

ことをしています。その事業を入れてから、５年間

はその機械をまた使っていただくということとして

おります。

それともう一つ。スマート農業のほうについては、

民間のほうでスマート農業の技術の開発というのは

先に進んでいるんですが、ちょっと県のほうではな

かなかやっていなくて、今後そういう自動操舵トラ

クターとかそういったものを事業で導入する場合っ

ていうときには、沖縄県特定高性能農業機械導入計

画というものの中にその導入計画、自動操舵トラク

ターとかそういったものの導入計画を盛り込まない

といけないものですから、今回この事業を使いまし

て、農業研究センターとか、そこで実際に実証して、

この計画の中に盛り込んで今後事業で導入していこ

うということで今やっています。

○赤嶺昇委員 じゃあサトウキビの、こうした生産

に支援する皆さんの部局での事業は幾つありますか。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

サトウキビ関係の事業ということで、こちらのほ

うでさとうきび生産総合対策事業、機械を導入する

事業、それと種苗対策事業、苗を農家のほうに供給

する事業、あと今言いましたさとうきび機械化一貫

体系モデル事業というのと、サトウキビを増産する

ためのフォローアップ事業ということで各地域を指

導する事業などがあります。

○赤嶺昇委員 ではサトウキビ関連の事業で大体総

費用ってどれぐらい計上していますか。

○嘉陽稔糖業農産課長 先ほどの事業で令和２年度

で３億2292万2000円となっております。

○赤嶺昇委員 これ全ての事業。

○嘉陽稔糖業農産課長 先ほど言った、全部トータ

ルです。

○赤嶺昇委員 この間サトウキビが基幹産業として

やってきているんですけれども、これはどうなんで

すか費用対効果で言うと。皆さんが投資している予

算に対しての成果というのはいかがですか。

○嘉陽稔糖業農産課長 具体的にちょっと分かりや

すい機械のほうで御説明いたしますと、これまでに

機械導入を行ってきまして、機械の収穫率、面積ベー

スですけれど、平成14年で37.9％だったものが、元

年で81.3％、43.4％機械化の刈取りが向上しており

ます。

○赤嶺昇委員 それでは、次に６次産業化に向けて

についてなんですけれども、本県の６次産業の取組

状況を教えてもらっていいですか。

○伊田幸司流通・加工推進課長 本県では、６次産

業化の推進につきまして、１次産業従事者である生

産者が自ら加工や販売まで取り組む必要があるため、

加工や販路開拓などの必要なノウハウを有する人材

の育成、こういったものが課題となっております。

そのため、沖縄県では県産農林水産物を活用した魅

力ある加工品の開発に取り組む人材を育成するため、

一括交付金を活用し、商品開発や販路開拓等の総合

的な支援に取り組んでいるところでございます。成

果といたしまして、先ほど山内委員にも答弁いたし

ましたが、県内の平成30年度の６次産業関連事業の

販売額、259億5800万円となっており、21世紀ビジョ

ン基本計画の目標額248億円を達成しているという状

況でございます。

○赤嶺昇委員 この６次産業化の取組成果っていう

のは、例えば九州の中ではどういう状況ですか。
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○伊田幸司流通・加工推進課長 例えば都道府県別

の６次産業化の総合化事業計画の認定件数という指

標がございまして、それによりますと沖縄県は令和

３年１月現在、60件となっております。ちなみに、

福岡県が80、佐賀県24、長崎38、熊本92、大分50、

宮崎113、鹿児島県が63ということになっております。

○赤嶺昇委員 以上です。

○西銘啓史郎委員長 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 お願いします。

まずは今通知しましたけれども21世紀農林水産振

興計画も最終年度、目標値があるわけですけれども、

それの状況をお願いします。目標値に対する進捗状

況。

○浦崎康隆農林水産総務課長 21世紀ビジョン基本

計画、農林水産業の目標として、農林水産業の産出

額や新規就農者数というのを目標に立てております。

現在の目標の達成状況ですけれども、今、農林水

産業全体の産出額では令和３年度の目標値として

1540億を目標に掲げておりまして、直近で平成30年

の数字になりますが、1219億円となっております。

新規就農者数につきましては、令和３年までの10年

間で、先ほど答弁もありましたけれども、年平均

300名、累計で3000名という目標に対して、令和元年

度で、年平均317名、累計で2542名となっている状況

です。

○大城憲幸委員 ここで言いたいのは２点なんです

けれども、１点目は農林水産部に限ったことじゃな

いんですけれども、全体でも目標値なのか展望値な

のかという議論もいつもさせてもらっていますけれ

ども、やっぱりこれだけ10年間、国民の税金、県民

の税金を使わせてもらって仕事をする、そして当然

目標に向かって一つ一つ組立てていくわけですよ。

ちょっと今の農林水産の1500億もなかなか難しいだ

ろうなあと私は思っているんですけれども、もっと

必死で達成する努力、あるいはできなかったんだっ

たら、ただ牛の値段が下がったからできなかったと

かそんな話ではなくて、もっときちきちとした、何

で達成できそうもないのか、何が課題なのか、それ

を必死で追い求めることによって次につながると思

うんですよ。その辺が１点。

もう一つは、部長の総括質疑でもお話ししました

けれども、農林水産部の職員だけずっと減らされて

いるわけですよ。この10年間で振興策のこの期間だ

けでも100名人が減らされているということは、やっ

ぱり我々農林水産振興計画を達成するためにはどう

してもこの体制が必要なんだと、そういうような思

いっていうのが、我々県民の代表である議会に対し

てもそういうようなアピールはあってしかるべきな

んじゃないかなというふうに思うんですけれども、

この２点について考え方をお願いします。

○長嶺豊農林水産部長 まず、計画、目標に対して

です。計画をいかに達成するかという取組だと思う

んですが、この間、一括交付金制度の中で様々な施

策を展開してきております。今の現計画の前の平成

23年度と比較いたしますと、現在の数字としては一

定程度の伸びは示したのではないかなと思っていま

す。これまで行った施策については、単年度、単年

度上げるというよりは、例えば先ほどの災害に強い

施設の整備についても、この約10年間で100ヘクター

ル近くの整備をしてきているわけです。23年以前は

どうだったかというと、やはりその整備したスピー

ド化が全然違うと思うんですね。そういう意味では

整備した効果は、これからより発揮されて、より加

速度がつくんじゃないかなと私は思っています。そ

ういう意味では、今年は最終年次ではありますが、

今回の予算措置については次の計画を見据えて、一

つはいわゆる豚熱もありました。それからコロナも

ありました。この２つについては、一定程度解決を

した上で、次のスタートに立とうという一つの思い

で今回は予算措置をしたつもりです。そういう意味

では、単年度、単年度伸ばしていこうということも

一つありますが、10年間でいろんな施策を導入して、

また次の加速をつけていくような、そういう感覚で

施策を展開してきたつもりであります。

それからもう一つ、農林水産部の人員についてで

すが、昨日の代表説明でも10年間で100名の削減が

あって、年間、凸凹はありますが平均すると10名の

削減があるということで、我々は特に今後、次の振

計に向けていろんな施策を展開していこうとしてお

ります。今回、農林水産部では令和２年度、６月に

次の振計への具体的な作業もスタートしております

ので、組織的にも今後施策を展開するに当たっては、

どういった農林水産部体制があるべきかということ

で６月に部内にワーキングチームを立ち上げまして、

それで議論をしております。やはり人員、それから

組織をどういった体制でやるかというのは非常に重

要なことですので、今年も引き続き議論をしますが、

そういったワーキングチームを立ち上げて、組織、

それから人、あと人の育成含めて議論していくとこ

ろで、今年は豚熱もありましたので今回豚熱の体制

については強化しましたが、今後も引き続き次期振

計でどのように事務事業を執行していくかというの
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も念頭に置きながら、組織体制を強化していくため

の仕組みづくりをしているということでございます。

○大城憲幸委員 細かいことは申し上げませんけれ

ども、ずっと言われているのは先ほどサトウキビの

費用対効果の議論もありましたけれども、やっぱり

これから財政厳しくなっていく中で、1000億ちょっ

としか生産額がないところに、700億も800億も予算

組んでいる。今年は少し少ないですけれどもね。平

均するとそれぐらいずっと組んでいるんですよ。そ

して人員も部局の間ではもう一番多い。多いときに

は1200名ぐらいいたのが、今でも800名ちょっとぐら

いいるわけですよ。だから、やっぱり具体的な目標、

それに対して必死で取り組む、そしてそれを県民に

も政治家にも分かりやすく伝える、そういうような

努力を常にしないと、この１次産業の農林水産業の

必要性っていうのは、なかなか伝わってこないと思

うんです。その辺の努力をまた、令和３年度の取組

に向けてもやっていっていただきたいと要望いたし

ますのでよろしくお願いします。

次に進みます。黒糖お願いします、説明資料の

26ページ。

3500万、黒糖の販路拡大で組んでいますけれども、

ちょっと黒糖工場の整備が終わりますけれども、黒

糖の生産状況と在庫の状況を説明お願いします。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

沖縄黒糖については、近年のサトウキビ生産性向

上に伴い、黒糖の製造量も増加傾向で推移しており、

令和２年から３年期においては令和２年11月時点の

見込みで産糖量8824トンと予想しております。

また、一方県産黒糖については、国内の砂糖消費

の低迷や輸入黒糖との競合などを背景とした販売面

での課題があることから製糖事業者において在庫が

生じており、沖縄県黒砂糖協同組合からの聞き取り

によりますと、令和３年１月末時点で1922トンの在

庫量となっております。このため、県では既存の販

路以外の新たな需要開拓が重要であると考え、令和

２年度より、一括交付金を活用した沖縄黒糖販路拡

大推進事業により商談会の実施や商品開発支援等に

取り組んでいるところであります。また、商工労働

部とも連携し、学校給食等へ沖縄黒糖を使用した県

産菓子商品を提供する取組などについても支援して

いくこととしております。

○大城憲幸委員 黒糖工場、全８工場かな、一括交

付金使ってもう全部を新しくして、何百億もかけて

きれいになりましたと。生産効率も上がりましたと。

天気にも恵まれて生産量も上がりましたと。ただも

う売り切れなくて、今農家は喜べませんというよう

なものが非常に寂しいんですよ。これはまあ、前に

もちょっと議論しましたけれども、今までは各地域、

地域で工場、工場で売っていたのを、やっぱり沖縄

黒糖としてもっと売り方も考えるべきじゃないかと

いう議論もしました。その辺の取組状況と、もう一

つは国もこの黒糖の在庫問題については取り組んで

もらっていますけれども、そことの連携、すみ分け

についてこの２点説明願えますか。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えします。

まず一元販売の件ですが、今現在工場が自ら消費

者等に売っていまして、それが約７割から８割になっ

ています。それで２割ほどを黒砂糖協同組合のほう

で売っていまして、県としましても、やはり新たな

販路を拡大する必要があるということから、黒砂糖

協同組合が一元販売するところを、次期振計のほう

では、約５割ぐらいまでは上げて、新たな販路開拓

をしたいということで、強化する予定としておりま

す。

もう一つ、国との仕分けですが、国のほうでも今

黒糖の販売ということでやっていまして、今国のほ

うの委託事業でやっているのは黒糖の適正在庫量と

いうのがどれぐらいか。今黒糖の在庫が余っている

のは、過去に減産したときに供給できなくてその使

いたい人たちが輸入黒糖に流れたということで、今

後そういうことがあるとまた離れてしまうというこ

とで、国のほうで適正在庫は幾らかということを今

検証しています。それと保管方法で、長期保存でき

るような形で黒糖をビニールで巻いて、どれぐらい

匂いが出ないかとかそういうことと、県のほうと仕

分けという形で国のほうでは今後４月以降になりま

すけど、県内の３コンビニエンスストアで黒糖フェ

アという形で販売していくと。それで、県のほうは、

事業のほうで新商品の開発という形で今やっていま

して、具体的にはネスレカフェという形で本土のほ

うにカフェがありまして、そこと連携してデザート

とか飲み物とか、そういったものの商品開発をやっ

ているところということです。

○大城憲幸委員 ぜひ、その辺の取組強化よろしく

お願いいたします。

次に進みます。27ページの、先ほども少し議論あ

りましたけれども、畜産排水対策モデル事業。これ

は畜産がどうこうではなくて、前にもこれ提案もし

たんですけれども、エネルギーの部分が見えてこな

いんですよ。せっかく国が脱炭素ということでやっ

ていて、私はやっぱり農業者が主役になると、脱炭
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素の部分では。ただこの令和３年度の部分で見えて

こない。ここにある新たな事業だなあと思ってみた

ら、ここはもう耕畜連携、畑と畜産と連携しますと

しか書いていないものですから、こういうところに

こそ本来エネルギーも入れてくるべきじゃないかな

と思ったんですけれども、この事業との関係と、こ

の脱炭素についての農林水産関係の考えというのは

ありますか、お願いします。

○久保田一史畜産課長 お答えいたします。

大城委員がおっしゃっているようにこの事業につ

いては、乳用牛、酪農のほうの排出処理施設の事業

となってはおりますけれども、県のほうで定めてお

ります家畜排せつ物の処理方針の、沖縄県家畜排せ

つ物利用・促進を図るための計画の中では堆肥等の

利用だけでは対応できない地域においては再生可能

エネルギーでの利用を検討するとしております。や

はり再生エネルギーを利用するには、安定的に、要

するには施設の整備であったり、原料の供給、あと

消化液等の利用と、その体制づくりのほうが重要で

あると考えております。それで、県のほうでは、９月

補正のほうで八重瀬の堆肥センターのほうにメタン

発酵の過程で生じる液肥料についての散布実証や散

布効果を検証する事業を実施しているところです。

バイオマス発電における課題の部分を１つずつ検証、

解決していきながら再生可能エネルギーの体制づく

りのほうを検討していこうという状況を進めている

ところでございます。

○大城憲幸委員 最後にしますけれども、部長、去

年から脱炭素だよと話しながら出てくるのは八重瀬

のメタン発電所１か所の話しか出てこないんですよ。

あれも県が主体になってやったものじゃなくて、

ちょっと別で成功して、全国でも有名になりました

けれども、やっぱり県として農家の経営を助けると

いう意味でも、今まで厄介者だったアンモニア、メ

タン、あるいは窒素、そういうようなものがエネル

ギーになるわけですから。畜産の部分のそれをエネ

ルギーに変える。あるいは広大な面積を抱えている

農家の皆さんの負担金を減らすためにも、やはりソー

ラーエネルギー、そういうようなものに変える。そ

ういうことに沖縄県がもっと積極的に取り組んでも

いいんじゃないかなと思うんですけれども、考え方

をお願いします。

○長嶺豊農林水産部長 まず畜産の、家畜排せつ物

について、これまで耕畜連携という形で畑地に還元

していこうというのを主体に取り組んできたかと思

います。今委員から指摘があるように、今回の計画

の見直しも含めて、再生可能エネルギーの利用を高

めていこうという部分についても検討するというこ

とにしております。我々としては、やはり今再生可

能エネルギーについて、全庁的な計画もあるかと思

います。まあ商工労働部、そういったところも連携

して、より利用できる部分については積極的にやっ

ていく必要があると考えていますし、今八重瀬町で

やっているモデル事業については、単発というか、

モデルとしての事業ですので、なかなか似たような

事業はないというところも課題としてありますが、

そういった事業化までの様々情報も取りながら、そ

ういった事業化も含めていろんな情報収集をしてい

きながら、可能な限り畜産から出てくる排せつ物を

エネルギー化していくというところも含めて、関係

部局とも連携しながら取り組む必要があると考えて

おります。

○大城憲幸委員 今部長が言うように、このエネル

ギー問題はもう全庁的に取り組まないといけないの

は間違いありません。ただやっぱり、第１次産業、

農林水産業から私はもっと積極的な姿勢で発信をし

てほしいなと思いますから、よろしくお願いをしま

す。

最後に、青果市場、中央卸売市場の特別会計から

お願いします。６ページ通知しました。

これについては去年、条例の改正がありましたの

で、あの広大な青果市場の活用、あるいは今２階が

もう空き施設だらけになっている、そういうような

ものを空き施設利用のためにも、しっかりと取り組

むべきだと、あるいは売買参加組合の参入について

も、この委員会から附帯決議もつけさせていただき

ました。その後の取組をまずお願いします。

○宮里太中央卸売市場長 お答えします。

附帯決議に係る中央棟２階空き事務所については、

施設の有効活用により市場活性化を図る観点から、

事務所から作業場などへの用途変更を行い、その活

用を検討していかなければならないと考えておりま

す。そのため今年度、卸業者や仲卸組合から２階空

き施設活用に関する意見を聞くとともに、入居を希

望する売買参加組合役員及び売買参加者から要望を

確認しております。それらを踏まえ、具体的な要望

のある売買参加組合においては、現在、市場敷地内

に当組合が使用している共同一時保管施設があるこ

とから、その利用状況を把握し、今後の市場施設利

用の検討材料とするため、利用している売買参加者

に聞き取りを行っているところです。なお、青果卸

業者からは、２階の空き事務所の有効活用は現時点
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では考えていないとの意見があったほか、仲卸業者

からは２階へ上がるためのリフトなどが整備される

ならば利活用も検討したいとの意見がありました。

今後とも売買参加者も含め、卸業者、仲卸業者や関

連事業者とも意見交換を重ねながら、他市場の事例

も参考に、用途変更の手続など、市場施設の有効活

用への取組を進めてまいりたいと考えております。

○大城憲幸委員 簡潔にお願いします。この議論は

１年前にも同じ議論をしています。一言で言えば、

１年たって、手続を進めたいというような答弁です

けれども、何で１年もかかるの。これそういう聞き

取りを丁寧にやってきたということなんですか。簡

潔にお願いします。

○宮里太中央卸売市場長 １年をかけて、いろんな

業者の方々から意見または要望も含めて聞いてきて

いる状況ですけれども、やっぱり卸、仲卸、売参、

関連事業者の信頼関係を損なわないように慎重に取

り組むべき案件かなと思っていまして、時間が若干

かかっているというところかと私は思っております。

○大城憲幸委員 部長、もう最後ですから、時間も

ないですからこれ今はやりませんけれども、遅い議

論は前々から分かることですよね。部長も市場にい

るからこの卸、仲卸、売参の関係というのはいいも

悪いもよく分かっていると思います。ただやっぱり

１年はかかり過ぎですよ。もう部長もお疲れさまで

今回定年になりますけれども、ぜひ、また同じよう

な議論を新しい部長と２年も３年もやるんであれば

現場はたまったもんじゃありませんから、ぜひここ

まで詰めてきた機会で、令和３年にはぜひ動かして

ほしいんですけれどもその辺について最後に部長、

決意のほどをお願いします。

○長嶺豊農林水産部長 まず中央卸市場条例の改正

に当たっては、やはり市場施設の有効な活用に当たっ

て、売買参加者をはじめ市町村の意見を十分に聞き

取って公平に取り扱うことという附帯決議がなされ

ております。そういうところも踏まえますと、今、

時間がかかっているという御指摘もあります。私と

しても、やはりこれまでの１年間の進捗状況も踏ま

えて、ぜひ、次年度からまずは用途変更、その手続

を具体的に進めていく。取組を進めることによって、

一つ一つ前に進むと思っておりますので、そこは担

当職員にその気持ちは共有して促進していきたいと

考えています。

○西銘啓史郎委員長 以上で農林水産部関係予算議

案に対する質疑を終結します。

休憩いたします。

（休憩中に、説明員の入替え）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

次に商工労働部長から商工労働部関係予算議案の

概要の説明を求めます。

嘉数登商工労働部長。

○嘉数登商工労働部長 皆さんよろしくお願いいた

します。

令和３年度の商工労働部当初予算案について御説

明いたします。

新型コロナウイルス感染症が、沖縄県内で初めて

確認されてから１年が経過いたしました。この間、

感染症の拡大により本県の経済は幅広い産業で多大

な経済的影響を受けております。商工労働部では令

和２年度補正予算により、総額約831億円のコロナ対

策関連予算等を確保し、県内事業者の事業継続や雇

用の維持とともに、社会経済活動の回復に向けて必

要な対策を切れ目なく講じてまいりました。令和３年

度は引き続き新型コロナウイルス対策に係る沖縄県

の経済対策基本方針に基づき、安全・安心の島沖縄

の構築と、県民の事業と生活を維持し、将来を先取

りした経済の礎を築く取組を軸に、４つの項目を重

点的に実施してまいります。

まず、１つ目ですけれども、県内の消費喚起や域

内の経済循環を図るものとしまして、Ｅコマース市

場やデリバリー等の販路開拓の支援や産業横断的な

マーケティング戦略を策定し、企業や地域、県民の

稼ぐ力の強化に資する取組を推進することにより、

県民所得の向上、それから子供の貧困問題の解消等

につなげてまいります。また、経営革新やＩＴ技術

の活用等による生産性の向上、事業承継及び資金調

達の円滑化のほか、商工会・商工会議所等による伴

走型支援など中小企業等の総合的な支援を推進して

まいります。

２つ目ですけれども、デジタルトランスフォーメー

ションの推進やデジタル化、次の付加価値を生む事

業転換につながるものとしまして、新しい生活様式

を踏まえた新たなビジネスモデルへの転換が求めら

れる中、ＡＩ、ＩｏＴなど先進技術の活用やデジタ

ルトランスフォーメーションの促進など、Ｒｅｓｏ

ｒＴｅｃｈ Ｏｋｉｎａｗａの取組を推進するとと

もに、各産業のグローバル人材、起業家人材、県内

産業の成長に資する人材などの育成を推進してまい

ります。また、情報産業振興課内にリゾテック推進

班―これまだ仮称ですけれども、を新設しまして、

国際ＩＴ見本市の継続開催や県内ＩＴ企業と他産業

の連携による稼ぐ力の向上、社会課題の解決に取り
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組んでまいります。

３つ目ですけれども、ブランド力の向上と販売力

の強化を図っていくものとしまして、全国の特産品

等をアジアへ届ける流通プラットフォームの構築や

国境を越えて電子商取引を行う越境ＥＣの促進、ウ

ィズコロナに対応し、オンラインとオフラインが融

合した沖縄大交易会等の開催に向けて取り組みます。

ものづくり産業については、付加価値の高い製品開

発や生産性の向上、県内発注の促進等により、域内

の経済循環を高めるとともに、先端的な研究機関と

の連携により県内企業への技術導入を促進してまい

ります。また伝統工芸産業については、後継者育成

や原材料の安定確保、製品開発等に取り組むととも

に、おきなわ工芸の杜の令和４年３月の供用開始に

向け、整備を進めてまいります。

４つ目は、沖縄県エネルギービジョン2020に係る

クリーンエネルギーの導入拡大を図るものとして、

世界的な脱炭素に向けた潮流に加え、ＳＤＧｓの理

念や2050年のカーボンニュートラルを目指す国の方

針等を踏まえ作成中の新たなエネルギービジョンに

基づき、エネルギーの脱炭素化実現に向けた再生可

能エネルギーの導入拡大や県産資源の活用等を推進

してまいります。また、雇用情勢を踏まえ、昨年策

定しました沖縄県雇用対策アクションプランで重点

課題とした失業者や休業者等への対応及び新規学卒

者等の採用活動等への対応を行うほか、正規雇用拡

大・人材育成などに、引き続き取り組んでまいりま

す。

そのほか、令和３年度は沖縄21世紀ビジョン基本

計画及び同実施計画の最終年度であることから、総

仕上げに向け、変化する社会経済情勢や県民ニーズ

を的確に捉えて取り組むこととしております。あわ

せて、沖縄の抱える課題等の解決に向けて必要な施

策をより効果的に推進するため、沖縄振興特別措置

法等に基づく各種制度の拡充や創設、一括交付金の

継続と必要な予算の確保について国に求めてまいり

たいと考えております。

それでは、商工労働部に係る令和３年度の一般会

計及び特別会計歳入歳出予算についての概要を御説

明いたします。

御手元にお配りしてございます令和３年度当初予

算説明資料商工労働部抜粋版に基づき、御説明をさ

せていただきます。

ただいまタブレットに通知いたしました、１ペー

ジをお開きください。

こちらは、県全体の令和３年度の一般会計部局別

歳出予算となっております。

２ページをお開きください。

一般会計歳入予算の概要について、款別に御説明

いたします。

９の使用料及び手数料15億4678万1000円は、ＩＴ

津梁パーク企業集積施設使用料及び電気工事士法関

係手数料等によるものです。

10の国庫支出金の62億7524万5000円は、沖縄振興

特別推進交付金、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金及び職業訓練等委託金等によるも

のです。

11の財産収入２億1139万8000円は、財産貸付収入、

利子及び配当金によるものです。

３ページをお願いいたします。

13の繰入金４億1677万8000円は、中小企業事業資

金調達支援基金、小規模企業者等設備導入資金特別

会計からの繰入金によるものです。

15の諸収入521億1596万5000円は、中小企業振興資

金貸付金元金収入等によるものです。

16の県債８億8170万円は、職業能力開発校整備事

業、沖縄振興特別推進交付金事業等によるものです。

令和３年度一般会計における商工労働部の歳入予

算額は、総額が614億4786万7000円、前年度の271億

8988万1000円と比較すると342億5798万6000円、率に

しますと126.0％の増となっております。予算増の主

な理由としましては、中小企業事業資金調達支援基

金の基金繰入金や県単融資事業費の貸付金元利収入

の増等によるものとなっております。

以上が、商工労働部の一般会計歳入予算の概要で

あります。

次に、一般会計歳出予算の概要について、こちら

も款別に御説明いたします。４ページをお願いいた

します。

５の労働費29億3780万9000円は、前年度の27億

4249万8000円と比較すると１億9531万1000円、率に

すると7.1％の増となっております。予算増の主な理

由としましては、沖縄県雇用継続助成金事業や新型

コロナウイルス感染症対応休業者等マッチング事業

による増等によります。

次に、７の商工費646億7720万2000円は、前年度の

312億7702万9000円と比較すると334億17万3000円、

率にしますと106.8％の増となっております。予算増

の主な理由としましては、県単融資事業費による増

等によるものであります。

次に13の諸支出金、5867万8000円は、前年度の

6733万6000円と比較すると865万8000円、率にします



－177－

と12.9％の減となっております。

合計欄を御覧ください。

商工労働部の一般会計歳出予算は、総額が676億

7368万9000円で、前年度の340億8686万3000円と比較

すると335億8682万6000円、率にしますと98.5％の増

となっております。

以上が、一般会計歳入歳出予算の概要でございま

す。

次に、令和３年度商工労働部所管の特別会計歳入

歳出予算について御説明いたします。

特別会計は５つございます。

まず、５ページをお開きください。

小規模企業者等設備導入資金特別会計は、中小企

業高度化資金貸付事業と小規模企業者等設備導入資

金貸付制度に係る経理を処理するための特別会計と

なっております。

令和３年度の歳入歳出予算額は10億8316万6000円

となっており、前年度の10億8216万5000円と比較し

ますと100万1000円、率にすると0.1％の増となって

おります。増となった主な理由ですけども、中小企

業高度化資金貸付事業費の貸付金増に伴うものでご

ざいます。

６ページをお開きください。

中小企業振興資金特別会計ですけれども、公益財

団法人沖縄県産業振興公社が中小企業者へ機械類設

備を貸与するために必要な資金の同公社への貸付等

に要する経費でございます。令和３年度の歳入歳出

予算額は４億13万5000円となっており、前年度の４億

13万3000円と比較しますと2000円の増となっており

ます。こちらの増の理由は、貸付業務運営費の需用

費増に伴うものでございます。

７ページをお開きください。

中城湾港新港地区臨海部土地造成事業特別会計は、

中城湾港新港地区の土地の管理及び分譲に要する経

費や、事業実施に伴い借り入れた県債の償還等に要

する経費でございます。令和３年度の歳入歳出予算

額は７億6360万2000円となっており、前年度の８億

7929万1000円と比較すると１億1568万9000円、率に

すると13.2％の減となります。減となった主な理由

ですけれども、償還計画に基づき償還する元金が減

少したことによるものです。

８ページをお開きください。

こちら、国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別

会計は、同地区の運営に要する経費や同地域施設建

設資金借入金の償還等に要する経費でございます。

令和３年度の歳入歳出予算額は４億9183万5000円と

なっており、前年度の４億8377万6000円と比較する

と805万9000円、率にすると1.7％の増となっており

ます。増となった主な理由ですけれども、起債の借

換えに伴う県債増に伴うものでございます。

９ページをお開きください。

産業振興基金特別会計ですけれども、こちらは沖

縄県産業の技術革新、高度情報化、国際化等への適

切、かつ円滑な対応を促進し、もって、産業振興を

図るための事業を行うことを目的としております。

令和３年度の歳入歳出予算額は１億1295万2000円と

なっており、前年度の１億2457万7000円と比較する

と1162万5000円、率にしますと9.3％の減となってお

ります。減となった理由ですけれども、基金運用収

入及び前年度からの繰越金の減に伴うものでござい

ます。

以上、商工労働部の令和３年度一般会計及び特別

会計予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○西銘啓史郎委員長 商工労働部長の説明が終わり

ました。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、挙手により委員長の許可を得てか

ら行い、重複することがないように簡潔にお願いい

たします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、東日本大震災の発生時刻に合わ

せて全員で黙禱をささげた。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

それではこれより直ちに甲第１号議案、甲第３号

議案、甲第４号議案、甲第11号議案、甲第13号議案

及び甲第14号議案に対する質疑を行います。

新垣新委員。

○新垣新委員 まず当初予算の歳入の４ページの雇

用対策推進費が約11億ついています。コロナ対策等

を含めた対策と、今年度障害者に対する国からの定

めである雇用を守る小規模事業者等が失業者が出て、

障害者の失業者対策もどうなっているか伺います。

○金村禎和雇用政策課長 お答えいたします。

委員御指摘の雇用対策推進費でございますが、

４ページにありますように令和３年度11億1703万

8000円となっておりまして、前年度Ｒ２年度と比べ
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まして３億8314万4000円の増となっており、増減率

が52.2％の増となっております。御指摘の障害者向

けの支援ということですが、障害者等就業サポート

事業というのがございまして、令和３年度4530万

4000円となっております。令和２年度と比べますと

106万9000円の減となっております。

○金村禎和雇用政策課長 お答えいたします。

委員御指摘の障害者の就業の事業所でございます

が、生活福祉部のほうでも実施をしているところで

はございますが、我々のほうでも障害者就業・生活

支援センターを県内５か所、新たに糸満のほうでも

１か所つくりましたので、そこで企業の開拓であっ

たり定着支援など行っておりますので、コロナ禍の

中で大変障害者の方々も厳しいっていう話を聞いて

おりますので、そこの中でしっかり対応していきた

いというふうに考えております。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から障害者雇用率の状

況について確認があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

金村禎和雇用政策課長。

○金村禎和雇用政策課長 お答えいたします。

令和２年６月１日時点の民間企業における障害者

自立雇用率でございますが、2.74％となっておりま

す。前年の2.66％と比べますと上昇しているという

ところです。それから雇用障害者数につきましても

4891人となっておりまして、過去最高を更新してい

るという状況にございます。

○新垣新委員 ぜひ今のままで、公共また民間、もっ

と増えるようにお願いしたいのが１点と。また民間

が若干伸び悩みしていると―中小企業ですか、そう

いうところが、ぜひともそこも底上げできるように、

この成果には評価いたしますので頑張っていただき

たいというのと。もう一点、職業訓練学校―僕一般

質問でよくやるんですが、担い手不足、様々な職種

で、今年、第６次職業訓練の計画が始まっていくと、

これはいつ頃立ち上げるんですか。伺います。

○金城睦也労働政策課長 お答えいたします。

現在、平成28年度から令和２年度までの５か年を

計画期間とした第10次職業能力開発計画に基づいて、

各分野の人材育成に取り組んでいるところでありま

す。次期計画につきましては、来年度策定する予定

であります。

○新垣新委員 一般質問で、今年度速やかに立ち上

げるとなっていまして、これいつ頃やるかと、様々

なコロナ前から人手不足っていうの分かってるんで、

早急に立ち上げるべきじゃないかっていうことを今

指摘してるんですね。今年度やらないんですか。

○金城睦也労働政策課長 お答えいたします。

国のほうで今同じように第10次基本計画を策定し

ておりまして、これが３月までに策定する予定であ

ります。県としましては、国の計画を参考にしなが

ら、次年度策定を予定しております。

○新垣新委員 国が、国がというのは分かるんだけ

ど、沖縄独自のという考えは持たないんですか。伺

います。

○嘉数登商工労働部長 新垣委員御指摘のとおり、

県内においての人手不足は深刻な状況でございます

し、それからコロナであらゆる分野で変革が求めら

れているという、特にデジタル化というところが求

められていると思っておりますので、次期計画案策

定に当たって、そういった項目も取り入れつつ議論

していきたいと。委員の御指摘の趣旨は早急に立ち

上げるべきじゃないかという話だと思いますので、

年度開始早々に立ち上げてしっかりと議論していき

たいというふうに思っております。

○新垣新委員 ぜひ立ち上げてですね、沖縄独自の

この担い手不足解消に向けてですね、もう外国人じゃ

ないと間に合わないっていう時代ですので、その体

制もですね、ぜひ頑張っていただきたいってことを

強く期待をしております。

次、移させていただきます。30ページの173番、工

芸産業パワーアップ事業ですね。伝統工芸産業です

ね、簡単に言うとコロナ前から非常に経営も厳しい、

物も売れない、こういった状況があります。その対

策と対応はどういう販路に向けた取組があるのか、

伺います。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 お答えします。

このパワーアップ事業は、まず経緯から申し上げ

ると、県では工芸事業者のヒアリングを行って、そ

のパワーアップ事業の中で９月補正において約

1400万の補正を組んで、個人工房も含む工芸事業者

に対して商品開発に要する費用、それから要望のあっ

たコロナ禍でもホームページまたはＥコマース、そ

ういったもので販売できないかということで、そう

いった開設とかリニューアルに対する費用について

支援をしてまいりました。その結果、公募して４組

合８事業所を採択し、支援をしております。

○新垣新委員 それは分かるんですけど、問題は、

お願いがあって、端的に申し上げます。取りあえず

物も売れない、人手も育っていない、辞めていく、

文化人がですね、工芸者が。こうなると沖縄の文化
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がなくなってしまう危機感なんで、もう一度向き合っ

て、沖振法の酒税法の軽減措置のように、経営も軽

減措置も含めた対応―国とのこの協議も含めてです

ね、今年度取り組んでいただきたい。来年が新しい

次期振計なんで、ぜひ酒税法の軽減措置と同じよう

な制度を頑張っていただきたいですけど、いかがで

すか。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 昨年の議会でも

委員の要望ということでございました。それで各事

業所などヒアリングをしております。昨年９月には

琉球ガラスや琉球漆器それから壺屋など、そういっ

たところに、制度も含めてどのような支援を要望す

るのかというのを部長も交えて一緒にヒアリングを

したところです。その結果、事業所などからは商品

開発や県内外の普及啓発、そういったものをまずお

願いできないかというお話がありました。そのこと

から、来年度予算も引き続きそういったところもフ

ォローしながら予算編成をしたところです。今現状

の制度の中で、工芸産業も製造業として産業イノベー

ションという制度がありまして、それの対象でもあ

るんですね。ですから、その中で投資税額控除の活

用など、そういったものは可能であると考えており

ます。そういうことで一応いろいろ事業所に今年の

１月、２月にもヒアリングなど行っておりますが、

やはりまずは稼ぐほうを優先してほしいというお話

があるもんですから、それを優先して取り組んでい

きたいと考えております。

以上です。

○新垣新委員 すみません、私が言いたいのは、も

う限界なんですよ。もう危機的状況なんですよ。売

れない、辞めていく。もうこの姿を見てきてですね、

現場も。だから今。あのイノベーションなんとかっ

ていう控除もあるっていっても、それでも育ってい

かない、給料も安い、売れないから。この現状です

から、再度ですね、もう今日時間がありませんので、

もっと向き合って、現実はどうなのかと。沖縄の文

化を次の世代にも継承して頑張っていただきたいた

めにですね、取り組んでいるのも分かるんですけど

も、しっかり流派とか派閥みたいなものもはっきり

あると思いますので、ぜひきれいに丁寧に向き合っ

ていただきたいということを強くお願いを申し上げ

ます。

次に移させていただきます。国際物流。来年、次

期沖振法に向けた延長、国とのやり取りはどうなっ

ていますか。伺います。これは31ページの180ですね、

拠点産業。

○久保田圭企業立地推進課長 次期振計に向けた制

度要望につきましては、基本的には商工労働部所管

の他の制度と同じような形なんですけども、現在、

要望書を提言書という形で取りまとめを行いまして

１月には内閣府との意見交換を行ったといったとこ

ろになっております。

○新垣新委員 ぜひこれ延長していただきたいんで

すども、エリアをちょっと広げていただけないかっ

ていうことも強くお願いしたいんですけど、那覇空

港から近い南部全域を逆に今回広げていただけない

かなと思って、その意欲ありますか。伺います。

○久保田圭企業立地推進課長 この国際物流特区の

地域指定の考え方の中に幾つか要件があるんですけ

れども、その要件を拡充していきたいというふうに

考えております。委員おっしゃるように、現在の現

行地域の中では産業地の確保がなかなか難しいと

いったところがありますし、また、道路の整備など

によって空港とかとの利便性が高まるといったとこ

ろがありますので、またそれぞれの各市町村との意

向確認というものも進めておりますので、そういっ

たものを踏まえて検討していきたいというふうに

思っております。

○新垣新委員 ぜひこの問題、市町村を待つのもい

いんですけど、県としての主導、主体性、その取組

は今年度どうなっていますか。伺います。

○久保田圭企業立地推進課長 今年度の取組としま

しては、既にその南部の市町村、開発意欲があると

ころにつきましては、随時意見交換といったところ

で、こちらから訪問してヒアリング等も行っており

ますし、また、そもそも市町村へのアンケートです

ね、市町村がそういった意向をお持ちになっている

かっていうアンケートを踏まえた、そのヒアリング

といったところを進めているといったところになっ

ております。

○新垣新委員 次、29ページ、スマートエネルギー

アイランド基盤構築事業、今年度予算が減った理由、

お聞かせください。

○谷合誠産業政策課長 お答えします。

スマートエネルギーアイランド基盤構築事業、今

年度で宮古島の実証事業が終了したことに伴って予

算の減額となっています。この事業成果につきまし

ては、民間事業で自立分散型エネルギーの供給に向

けた取組に応用されることになっております。

○新垣新委員 これはリチウムイオンを活用した、

電線がない、そういったエネルギーの活用と理解し

たらいいんですか。
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○谷合誠産業政策課長 電線がないというところで

はなくてですね、どちらかというと、この自然エネ

ルギー、再生可能エネルギーをできるだけ取り入れ

るために、そのエリアだけ―例えば、スマートグリッ

トと申しまして、区切られた系統をつくりまして、

通常時はできるだけ再生可能エネルギーを入れて、

非常時に沖縄電力等からの供給をするような、そう

いった体制にするためのⅠＴのマネジメントシステ

ム等の実証事業が終了したということでございます。

○新垣新委員 これさらに拡大に向けてリチウムイ

オンとか太陽光、そういった自然を活用したリチウ

ムイオンを活用してやっていけば、かなりこれスマー

トエネルギーになっていくと思うんだけど、今後、

県は補正予算で取り組んでいくって考えはあります

か。

○谷合誠産業政策課長 委員おっしゃるように、リ

チウムイオン電池、蓄電池の活用ですね、今後、ス

マート再生可能エネルギー拡大に向けて、重要なポ

イントだと思います。ただ、それを全て行政の補助

等でしていくっていうのはなかなか限界がございま

すので、民間の投資を呼び込めるような税制であっ

たり、支援制度を確立することでそうした普及に努

めてまいりたいと考えております。

○新垣新委員 これは具体的な計画はありますか。

今言ったことは。

○谷合誠産業政策課長 お答えします。

次期振興計画の要望に具体的に入れておりまして、

そういう形のものを国とも丁寧に説明しながら求め

ていく中で実現してまいりたいと考えております。

○新垣新委員 ぜひ頑張っていただきたいと同時に

ですね、リチウムイオンの時代はもう終わり、ソリッ

ドスマート電池、全個体電池ですね、その活用を県

はいち早く頑張っていくべきだと思うんですけども

いかかですか。

○谷合誠産業政策課長 委員おっしゃるようにです

ね、様々な新しい技術が出てきてまいりますので、

そういったものを取り入れながら、沖縄に合った沖

縄らしい島嶼型の再生可能エネルギーの社会をつ

くってまいりたいと考えております。

○新垣新委員 最後に、ぜひ沖振法に今言ったよう

なことも含めてですね、スマートエネルギー、新し

い形で取り組んで頑張っていただきたいと期待して、

頑張っていただきたい。

終わります。頑張ってください。

○西銘啓史郎委員長 大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 よろしくお願いします。

事業承継推進事業についてお伺いいたしますけど

も、県内企業の事業承継については議会でも度々議

論になってきているわけですが、確認の意味でお伺

いしますが、今、後継者不在率は現在何割くらいか。

それと、全国的に見て沖縄のこの不在率はどれくら

いの位置にあるか、把握されていますでしょうか。

○知念百代中小企業支援課長 民間調査によるもの

ではありますけれども、県内の後継者不在率は81％

というふうになっております。全国的にもこれは全

国一高い水準となっております。

○大浜一郎委員 これ本当に大変なことなもんです

からね、県が新規事業として取り組む姿勢を見せた

のはいいと思うんですが、現在沖縄県の事業引継支

援センター等々で支援をしておりますが、それとの

違いは何ですか。この事業の取組の違いは。

○知念百代中小企業支援課長 国のほうで実施して

いる事業引継支援センターというのがございますけ

れども、これは産業競争力の強化法に基づく国の事

業として設置しているものであります。平成26年度

からスタートしておりますが、このセンターには専

門家のスタッフがおりまして、その中で後継者不在

の課題を抱えている事業者への相談対応をしていた

りですとか、あとＭ＆Ａの支援を行ったりとかといっ

たようなことで主に第三者への事業の引継ぎといっ

たことを中心に、関係機関のほうと連携しながら支

援をしているといったところです。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、大浜委員から国の事業と県の新

規の事業の違いについて確認があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

知念百代中小企業支援課長。

○知念百代中小企業支援課長 国のほうでやられて

いる相談の相手というのが第三者への事業承継を主

とはしているんですが、今回新たに立ち上げている

県の事業承継の推進事業については、親族間であり

ますとか、第三者もそうではあるんですけれども、

国の補助の中で漏れていく経費が―下限で50万以上

の経費がかかる場合に国のほうの補助が活用ができ

たりするんですが、そういったものからこぼれ落ち

ていくというか、小規模事業者を中心として、少な

い経費ででもそういった事業承継に係る専門家のア

ドバイスを得たりですとか、また事業承継のプラッ

トフォーム、システムとかそういった利用料とかそ

ういったものに活用していただくために設けており

ます。

○大浜一郎委員 今、事業引継支援センターを稼働
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させているにもかかわらず81％という高い後継者不

足がまだ解消に向かっていない。やはり事業者とし

てはですね、要するに納得した形で事業承継を感じ

たいわけですよ。ですので、僕、ここで県が取り組

むってとてもいいと思うんですよ。ですので、寄り

添ったこの相談のイメージをもう少し分かりやすく

ちょっとお伝えいただけますか。

○知念百代中小企業支援課長 そうですね、まず国

に関して申し上げますと、国は支援の対象を買手側、

売手側、両方という形を取っております。今回の県

のほうで独自に事業承継事業を立ち上げた中では、

売手側の支援をしていくということになりまして、

売手側でもですね―なぜこの事業承継が出てきたか

と、少し背景の話をしますと、県のほうで毎年中小

企業振興会議というのを実施しておりまして、そう

いった会議の中でも小規模の事業者さんなどが少し

手数料的なもので、なかなか事業承継に取りかかれ

ないといったような声も上がっておりましたので、

そういった売手側の視点に立った形で今回制度のほ

うをつくっているところになります。

○大浜一郎委員 まさしく大事な点なんですよ。そ

の点をしっかりと寄り添った形で本当に事業承継を

よかったと言われるような形に持っていってもらい

たいなというのと、もう一つはですね、この事業に

おいて、具体的にどれくらいの成果を見込んでいる

のかなというのと、この予算規模は妥当な予算なの

か、ちょっと少し根拠も教えてください。これで大

丈夫かどうか。

○知念百代中小企業支援課長 令和３年度新規事業

としてスタートするわけですけれども、今回内容的

には50社に対して補助をしていこうといったところ

からのスタートとなります。補助率については、３分

の２というふうになりますので、50万円が上限とな

ると、75万円まで経費がかかった分については、補

助が50万円マックスで活用できるといった形になり

ます。

○大浜一郎委員 非常に地味な事業なんですけど、

とても大事な事業だと思うんで、ぜひ取り組んでい

ただきたいなと思います。

部長、この81％の事業承継がね、中小企業がこれ

だけ頑張って、沖縄県で当面どれくらいの間にどれ

くらい減らしていこうという、沖縄県の目標みたい

なのを少し話していただけますか。

○嘉数登商工労働部長 新規事業として令和３年度

は目安として50件上げております。１年やってみて

ですね、事業承継の我々としてのノウハウというと

ころも少なからず蓄積はしていくのかなと思ってお

りますので、可能な限り事業承継を―さっき委員が

おっしゃっていたように、当事者がその納得いくよ

うな形で進めていくことが大事と思っていますので、

その辺を踏まえて、年間50件という目標を可能な限

り伸ばしていきたいと考えております。

○大浜一郎委員 予算はこれで大丈夫ですか。根拠

としてどういった形で出たのか妥当性があるか。

○知念百代中小企業支援課長 まず50社といったと

ころは、これまでも事業承継センターでの相談の件

数ですとか、県のほうでやっている小規模事業の経

営支援事業の中でも相談等受けておりますので、そ

ういった数字を根拠に50社程度っていうふうにはし

ているところです。また、その事業者への補助以外

にも、指導員、商工会ですとかそういった支援機関

で支援をしていただく指導員の皆さんを事業承継に

関する知識、そういったものをしっかりと身につけ

ていただくための養成講座といったものもやってい

きます。それに関しては委託事業の中で実施してい

くんですが、そのほかにも補助をするに当たっての

公募でありますとか、あと様々な支援機関、士業、

金融機関ですとか中小企業診断士でありますとか、

そういったところとの仲介、マッチングをしていく

ためのコーディネートにかかる費用とかそういった

ものも委託費用の中に入れておりますので、総額と

しては適切な額になっているかなというふうに思っ

ております。

○大浜一郎委員 ありがとうございます。

ちょっと質問を変えます。これ製造業とかものづ

くりに総じて言えることなんですが、本県における

２次産業、とりわけ製造業に関してはやはりずっと

課題がある、課題があると言われてきたわけですよ。

その取組に対する事業を事細かにやってはおられる

んですが、もちろん新しい技術へのアプローチも当

然やらなければいけないわけですが、これからの時

代を見据えてですね、しかしながら、現在の県内事

業者がもう少し参入しやすい、もしくは取り組みや

すい、そういったところへのアプローチ、特に地域

特性を生かした、特に内発的で、かつ沖縄交流人口

でもって経済が回転しているわけですから、それに

アプローチする製造業への支援をもう少し厚みを持

たせるというのは、短期的で非常に効果的で、長期

的にも非常に僕はいいのではないかなと思っており

ます。もちろん新しいのもいいですよ。しかし今の

業者がね、取り組みやすい仕組みをもう少し支援し

ていくというふうなことについては、どのように思っ
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ておられるのかなと、その辺のことをお聞きしたい

と思います。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 交流人口ってい

うのは、観光客とかそういうことだと思いますけれ

ども、県では様々な高付加価値化とかそういった事

業をやっていますけれども、一方で、観光客などの

需要を取り込むため、製造業の一つである工芸では

ですね、令和４年３月には工芸の杜の整備をいたし

ます。その中で、また泡盛でいえば、新たな販路拡

大というところで、島酒ツーリズム、そういったも

のにも事業が使えるような事業もやっております。

それから、県内企業のＥコマースの導入を促進する

など、県内外の消費者へのアプローチも行っている

ところではございます。あと、もうちょっと詳しく

申し上げると、工芸の杜が完成した暁には、修学旅

行生などの観光客、それから県内の児童、そういっ

たところへの見学や製造体験、そういったものを通

じて工芸ファンを増やしていく。それからＩＣＴを

活用して情報発信をしながら、工芸の杜にいらした

方を各産地に導いていくというような工夫もしてい

こうと考えております。それから、島酒ツーリズム

においては、酒造組合が中心となって酒造所を拠点

に各島々を結んで、泡盛の価値、それから魅力を伝

える取組を推進しております。今年度に関しては、

ツーリズムＥＸＰＯジャパンｉｎ沖縄への出店も支

援しております。こういったところで支援をしてい

るというところでございます。

以上です。

○大浜一郎委員 ありがとうございます。

例えば今、要するにお土産品、工芸の件も含めて

お土産品と言われている中で、沖縄で製造されてい

る、売られているというのは何％ぐらいあるんです

か。これ、統計か何か取ったことはありますか。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 申し訳ございま

せん、ちょっと、持っておりません。

○大浜一郎委員 これは実は大事なんですよ。どれ

だけ地元で製造されたのが手元に並んでいるのかと

いうのは、物すごい大事なんですよ。昔は金沢かど

こかで作ってきて、パッケージだけ変えて、どこど

こに行ってきましたとか、こういうことをずっとやっ

ていたわけよ。だから本当に、地元でどれぐらい作っ

て、どれぐらい店頭に並べて、どれぐらいやるかっ

て、実はこんな小さなことが実は大事なんですよ。

そういったことを統計取って、これをどれぐらいに

持っていこうという、実は支援策、とても大事なん

ですよ。この辺どうですか。

○嘉数登商工労働部長 大浜委員御指摘のとおり、

まさしくそのとおりだというふうに思っております

し、このコロナでなかなかその県内経済が厳しい中

においても、我々はその域内経済をどうやって回し

ていくかという議論をしておりますので、今御指摘

のあった、例えばその土産品については、どこで原

料を調達してどこで製造しているかというのは、も

う本当に基本的な数字だと思いますので、これ私の

記憶では、観光のほうでは観光土産品の調査をやっ

ていたかと記憶していまして、恐らくそこで、どこ

で製造しているかという踏み込んだ調査をやってい

たかと思いますので、ちょっと今日は手持ちはあり

ませんけれども、そういった点も踏まえながら、域

内の産業を振興していく必要があるということと、

あと、大浜委員の御指摘を聞いていて思ったのは、

八重山のミンサーが工芸品の中でなぜ売れているか

というところは、まさしく交流人口とのコラボがう

まくいっている事例だというふうに思っておりまし

て、単にその産地で作って、その産地で出すという

だけではなくて、観光客がより訪れる場所、そういっ

たところにきちんと出していって、プロモーション

もきちんとかけていく、マーケティングをきちんと

取っていくということが非常に重要かなというふう

に思っております。いいものが、いいものを作れば

必ず売れるということではなくて、いいものをどう

やって売ろうかという点が、本当に大事かなと思っ

ていますので、今、令和２年度にマーケティング戦

略推進課というところを立ち上げて、そういったマー

ケティング戦略を策定してやっていこうというとこ

ろで取り組んでおりますので、そういった視点も踏

まえながら取り組んでいきたいというふうに考えて

おります。

○大浜一郎委員 いい御意見を伺いましたので、こ

れで終わります。

○西銘啓史郎委員長 島袋大委員。

○島袋大委員 まさしく今の、調査できるのはしっ

かりとやっていただきたいなと。まさしくウチナー

ビケーンですからね。この間、去年、おととしぐら

いは、国際通り視察したら、このマンゴージュース

並んでいるから、おいしそうだねと思ったら1000円

ぐらいして、確認したら、これどこ産ねったら黙っ

ているから、ちゃんと教えなさいったら、フィリピ

ン産と言ったからね。こういうのはあるから実態調

査しないとさ、これだけウチナービケーンを我々売

り込んでいると思ったら、逆に違うような状況になっ

たら大変ですので、ここは大変な調査かもしれませ
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んけれども、また頑張っていただきたいなというふ

うに思っています。

私のほうから、先端医療産業開発拠点実用化事業

の説明、ちょっとお願いします。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 本事業では、再

生医療に係る装置の実用化に向けて、２つのテーマ

で臨床試験に向けた動物による安全性試験や評価試

験を行っております。

２つのテーマのうち、１つ目は細胞を不織布のシー

トでくるくると巻いて、表面積を大きくして、培養

する―何というんでしょうかね、比較的多量に培養

する装置を開発しているのですけれども、その装置

の実用化に向けて、それで培養した細胞を動物によ

る安全性試験、それから評価試験等を行っておりま

す。県内で考えている症例としては、前立腺がん治

療後の尿失禁対策などを実施しております。

それから２つ目のテーマに関しては、この事業の

前身事業で開発した、細胞の塊を物理的に積み上げ

て立体組織を形成できる臨床用バイオ３Ｄプリン

ターというのを開発しております。その実用化を目

指して、動物を用いた安全性試験、それから効果試

験を実施しております。症例としてはスポーツで損

傷の多い膝十字靱帯の治療に応用することで、治療

期間の大幅な短縮を目指しております。

本事業で実施している、こういったバイオ３Ｄプ

リンターや大量培養装置、その安全性、性能性評価

を加えて培養した細胞の治療効果を示すことで、こ

れらの装置を用いた産業実用化に結びつけていきた

いと考えております。

○島袋大委員 関連して次、先端医療産業技術事業

化推進事業。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 本事業では、県

内外の企業や県内医療機関と連携して、再生医療等

の先端医療技術の実用化、技術の実用化に向けた研

究開発として、２つの委託事業と補助事業により２つ

のテーマを実施しております。

まず１つ目、委託事業のほうでは、企業や研究機

関の研究技術を活用して、細胞を使った再生医療製

品の開発に向けた体制の構築をするものです。製薬

企業と連携して、琉球大学医学部及び附属病院にお

いて、再生医療に係る医師主導治験というのがござ

いますけれども、その実施に必要な学内審査機関等

との連携など、必要な実施体制の構築を現在のとこ

ろ進めております。

それから、もう一つの事業では、再生医療の参入

を、県内医療機関―クリニックなんですけれども、

再生医療の参入を促進するために、医療機関と連携

した治療実証を行う事業者に支援を行う事業になっ

ております。再生医療ベンチャー企業及び県内医療

機関の実施する治療効果のある細胞から分泌される

物質、よくテレビでエクソソームというのがござい

ますけれども、その物質を大量に製造する技術の開

発、それから、それを用いた治療の実証等に補助を

行っています。

以上でございます。

○島袋大委員 それで、昨年はこの再生医療の拠点

地域の場所の選定で、３億近く予算を組んでいろい

ろやってこれ頓挫したんだけれども、今年度約4000万

ぐらい使って調査研究するということだけれども、

この大体中身、どんなふうな形でスタートしてやっ

ていきたいのかって何か説明いただきたいんですが。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 現在、健康医療

バイオ関連拠点調査事業というのを令和２年度で

行っております。予算額としては約1500万になって

おります。内容としては、国内外のマクロ的な健康

医療だとか再生医療だとか、そういった調査、それ

から県内のそういう拠点に係る用地、どういったと

ころがあるのかとかいう調査ですね。ざくっと言い

ますとそういう調査をやっております。

○島袋大委員 大変申し訳ないなと思っているんだ

けども、去年は豊見城でやるということで手を挙げ

たんだけれども、豊見城市が訳分からんからできな

くて、これ金を返すことになったんだけどね、県は。

二度とこういうことさせないように、今言う流れだっ

たらほかの市町村も手を挙げているということで理

解していいでしょ。要するに、調査するんであれば、

そういう企業誘致も含めて、各市町村も我々地域に

いろんな意味で連携したいということの意思表示は、

これから皆さん方ヒアリングいろいろしていくんで

しょう。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。

昨年の９月に関連予算として３億円、当初工事費

計上しましたけれども、断念といいますか、計画期

間中には整備できないということで、次期振興計画

の中で検討していきたいという話をさせていただき

ました。新たに建設候補地の選定に当たっては、あ

の後やはり複数の自治体のほうからも実際に電話が

ありまして、それは、そういった声も拾いながら幅

広く検討しなければいけないということと、それか

ら建設候補地の選定に当たっては、これまでずっと

言ってまいりました空港からの近接地帯というとこ

ろも１つ。それから、再生医療に取り組む医療機関
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ですが、研究機関との近接性、それから用地取得の

容易性と拡張性ということ。さらには、今委員もおっ

しゃっているような市町村の、地元の協力というの

は非常に大事かなというふうに思っておりますので、

そこは今調査もやっておりますので、次期振興計画

の中での整備を見据えてですね、しっかりと議論を

していきたいと。ある程度ゾーニング的な考え方を

ですね、打ち出せればというふうに考えております。

○島袋大委員 私は部長がおっしゃっているところ

が大事で、市町村との連携が一番強固にしないとい

けないところですから。やっぱり空港に近いという

ことであれば、沖縄県どこでも今中部だろうが、何

だろうが、30分圏内でしっかり道路網もきちんとで

きているんだから、これはやっぱり沖縄県全体で、

今先ほど言ったように、やりたい地域、できる地域、

連携してやりたいというところは、それなりの条件

をつけていろいろ手を挙げてくるかもしれないけれ

ども、あまりにも自分たちの土地が非常にいいよと

いうことで、おのずと当たり前のようにできるかと

思ったらできないような時代ですからね。ここはしっ

かりと、今回の予算を組んで、模索をしてですね、

やっぱりこういった地域と連携ができて、これだけ

新しい産業として再生医療という形になってくるん

だから、ここはまさしくさっき言ったウチナービケー

ンだけじゃないけれども、しっかりとした沖縄の産

業として根づいていけるように、県として頑張って

いただきたいなというふうに思っています。豊見城

がまた再度手を挙げてくるか分からないけれどもさ。

１回断られたもう一回挑戦する、まあ挑戦というの

は大事ですよ。地元の選出の議員として、前回の件

はおわびをしますということで議会でも言っていま

すから、これは、今の市長がどう考えているか分か

りませんけれども、その辺は、またどういうふうに

動きを見ていきたいなというふうに思っています。

○嘉数登商工労働部長 我々としても非常に残念と

いいますか、ただ、地元のほうでもいろいろ議論さ

れた結果として、そういう結果になってしまって非

常に残念ですけれども、次期振興計画における新た

な建設候補地については、経緯は経緯として、中立

公平な姿勢で選考基準等は検討してまいりたいとい

うふうに考えております。

以上です。

○島袋大委員 次です。おきなわ工芸の杜の整備事

業、進捗状況の説明をお願いします。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 おきなわ工芸の

杜については、令和元年10月に建築工事を契約し、

今年度は引き続き建築工事を進めております。工事

の進捗としましては、梅雨時期の想定外の大雨だと

か、３度の台風襲来、また不発弾が出たとか、そう

いったものがありまして遅れが見られますけれども、

令和４年１月の竣工には影響がないと。それから予

定どおり令和４年３月に供用開始を行う予定です。

○島袋大委員 流れとしたら、最終的に指定管理も

含めてのいろいろ議論になると思うんだけれども、

完成したと同時に公募かけるという理解でいいです

か。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 完成予定は12月

になりますけれども、その前に公募はかけまして、

議会に上程をしていきたいと考えております。

○島袋大委員 ぜひとも、やっぱり空手会館と隣近

所ですので、ここは一体の箱物を区切ることなく、

工芸の杜と空手会館が連動してできるような形で―

ですから指定管理者が決まった場合もお互い連携し

て話合いが持てるようなシステムが大事だと思って

います。あと、あそこは城址公園の跡地利用で豊見

城市の字有地もありますから、その辺の字豊見城地

域の皆さん方の声とか連携ですね。あそこはハーリー

の発祥の地でウガンもありますので、いろんな形で

連携できるシステムにしないと、１つの点だけじゃ

なくて線で結んで、新たな沖縄の観光産業というこ

とを僕はつくっていただきたいと思っていますから、

その辺はどうですか。これからのことだと思うんだ

けれども、やっぱりこの辺を連携して話していくと

いうのが地域密着につながっていくと思うんだけれ

ども、その辺はどうお考えですか。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 計画当初から空

手会館がすぐ隣にございますので、イベントを一緒

にやったりだとか、駐車場を融通したりだとかいう

ことは連携しようということで話合いはされていま

す。委員がおっしゃった字は、今後また検討してま

いります。

以上です。

○島袋大委員 ぜひともよろしくお願いしたいと

思っています。

次31ページ。ここは申し訳ない、通告してないん

だけれども、事業承継推進事業、新規事業ですね、

説明していただけますか。

○知念百代中小企業支援課長 今回の令和３年度の

新規事業として立ち上げた事業でございます。もと

もと本県のほうでは後継者の不在率が非常に高いと

いう実態がございまして、そういったことからまた

さらに今般の新型コロナウイルス感染症によって、
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非常に中小企業の経営状況もかなり厳しくなってい

るといったような状況にあります。この中で、後継

者が不在のまま続いてしまった場合は、例えば休廃

業につながっていったりとかありますので、そうい

う意味では事業の継続をしていく、それから雇用の

確保をしていくという意味では非常に大きな問題だ

と捉えております。そこでもともと後継者不在とい

うのは、何年か前から言われていることではあるん

ですけれども、その中で県のほうで実施している平

成29年度から小規模事業者等の持続化支援事業を

やっておりまして、その中で事業承継の計画策定の

サポートをしたりですとか、あと専門家の派遣を行っ

たりしてきました。ただ、それにしてもまだ依然と

して全国一高い後継者不在率というふうになってお

りますので、より一層事業承継の取組を推進してい

こうということで、中小企業等の事業承継の取組に

要する経費の一部を補助したりですとか、あとはそ

ういった補助事業者の取組を推進していくためのフ

ォローアップをしていく、あるいは支援機関等とつ

ないでコーディネートの機能を持たせていくといっ

たようなことをしていこうということで立ち上げた

事業でございます。

○島袋大委員 最近、報道等でやるように、分かり

やすく言えば老舗だった美濃作がああいった形で後

継者がいないということで切り替えて企業マッチン

グしてやったという、ああいった形のイメージで理

解していいですか。

○知念百代中小企業支援課長 その理解で大丈夫で

ございます。

○島袋大委員 まさしく今コロナという、大変国難

という時代の中で、沖縄は離島県でして復帰して

49年、いろんな形で本土に追い越せという形でいろ

んな企業をみんな立ち上げてきた中で、やっぱりこ

の後継者不足というのはまさしく先ほどおっしゃっ

た答弁で、全国一非常に厳しいわけですよね。だか

らまさしく今、我々が常に何かあったら口に出る新

たな沖振に含めても、やっぱり人づくり、物づくり

を特化していかないと、次の沖縄の強い沖縄をつく

れないと僕は思っているんですよね。だからこういっ

た後継者不足をどうするか。農業にしてもそうだけ

れども、やはりこれだけ汗かいて頑張ってきた中小

零細企業を守る意味でも、そういった形で後継者が

いないけども県が間に入ることによって、これが逆

に飛躍できるか、新たに再生できるかという、非常

にビックチャンスにつながると僕は思っているんだ

けれども、この辺は広報活動、こういった沖縄県は

やっていますよという、県民に対してアピールとい

うのがどんな形でやっているの。

○知念百代中小企業支援課長 今回新たに事業を立

ち上げいたしましたので、これまでも小規模事業者

等持続化支援事業といったところで、小規模事業者

等を対象にした事業承継の相談をしてきております。

ですので、国のほうでも沖縄県事業承継ネット－ワー

クといったものを立ち上げておりまして、金融機関

ですとか、それから士業―中小企業診断士、あるい

は弁護士、そういったところの専門家の皆さんとも

連携しながら、事業承継をうまく進めていこうといっ

た取組もされております。そういった機関とも情報

の共有を図りながら、それから支援機関が実際に中

小企業者さんと相対していきますので、そういった

ところでの周知活動といったことを今後新しい事業

の周知を図っていきたいと思っております。

○島袋大委員 ぜひともこれ全国一かなり高いとい

う数字が出ている中で、沖縄県がこれだけ新規事業

でスタートしてやってくれるんだったら、僕は大い

にうれしいことだと思っていますから、これはどん

どん広報活動も続けてやっていただいて、足りなけ

れば補正組めばいい話ですよ。これが３年後、５年

後、この事業のおかげでこれだけ企業が飛躍できた、

新たなビジネス展開ができたということで感謝・感

激で、当時の部長、課長の名前は誰もが拝んでもう

ありがとうとしか言いませんよ、部長。ぜひともこ

ういう事業は、足りない分はどんどん使うような形

で頑張っていただきたいなと思っています。

次ラスト、新型コロナウイルス感染症対応の休業

者等マッチング事業について説明お願いします。

○金村禎和雇用政策課長 お答えいたします。

当該事業でございますが、雇用の維持の観点から

実施するものでございまして、出向等により雇用の

維持に苦慮している企業、それから人手不足となっ

ている企業など、起業家の人材マッチングを行うも

のでございます。具体的な取組内容としましては、

送り出し企業と受入企業の掘り起こし、それから社

会保険労務士等の専門家の助言を踏まえた企業間の

マッチングに向けた条件調整などを行うこととして

おります。国におきましても、雇用の維持を目的と

した在籍型出向の取組を支援するため、今年の２月

に産業雇用安定助成金を創設しております。県にお

きましても、国の同助成金の周知を図りながら、企

業の人材マッチングを展開してまいりたいと考えて

おります。

○島袋大委員 これは既に各企業の皆さん方とかに
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は、そういったこういったのやりますよというのは

もう通達等はいっていますか。

○金村禎和雇用政策課長 今年度の事業におきまし

て、９月補正で予算化を図っているところなのです

が、11月に民間企業に委託をしまして、12月から事

業周知、それから送り出し先と受入先の募集を行っ

ているところでございます。

○島袋大委員 中には、私もいろいろと各企業皆さ

んの意見を聞きますと、我々会社今、事業の発注、

建築関係でもなかなかない中で、職員を逆に動かし

たほうがいいということで、スーパーならスーパー

のレジとかもろもろ含めてうちの会社から出向組で

いいよと。そういった形で協力できるのはできると

いう声もあるんだけれども、やはりこのコロナ禍の

状況の中で、そういった企業は職員は休ますわけに

はいかんから、こういった形で協力的にできますよ

という声もあるんだけれども、その辺は県の窓口と

かに相談すればいいってことですか。

○金村禎和雇用政策課長 県の我々のほうに問合せ

いただいてもよろしいですし、委託先の受付窓口を

設けておりますので、そこにお問合せいただければ

対応していきたいというふうに考えております。

○島袋大委員 了解しました。ありがとうございま

す。

ラスト、今回一般質問通告していたんだけれども

２問しかできなかったものですから、ちょっとここ

で確認しますけど、海事産業についていろいろ要請

あったんだけれども、やっぱり窓口を一つにして、

やっぱり空だけこういった物流関係、やっぱり海も

しっかりと、沖縄は島嶼県で海がたくさんあるわけ

で、そこでしっかりとした新たな窓口を一本化して

経済の活性化するべきじゃないかと言っていたんだ

けれども、あれからどうなりましたか。

○嘉数裕幸アジア経済戦略課長 お答えします。

県庁内はいろいろ関係課が、土木建築部ですとか

企画部等に分かれますので、まずは商工労働部のア

ジア経済戦略課のほうで窓口として承って、海事関

連６団体の御意見とかを一括して受け取らせていた

だくという仕組みを構築しております。

○島袋大委員 さすが退任した富川副知事、よく頑

張ったなと思っています、私は。これは本当に新し

い沖縄の物流関係も含めて、非常にいい入り口にな

ると思うから、ここはこれからもいろんな面で海事

関係の皆さん方から要請来ると思うんだけれども、

部長、この辺はしっかりとまた新たな沖縄のビジネ

スチャンスも含めて飛躍する入り口論ですから、あ

とは決意を聞いて私締めたいと思っております。す

ばらしいでしょ、怒ってないよ、今日は。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。

物流産業につきましては、私商工労働部に来る前

から、企画部の頃からいろいろ関わっておりまして、

確かに要請では人材確保どうしようかとか、倉庫建

設のための用地をどうしようか、喫緊の課題はＳＯ

ｘ規制に対してどう対応していくかといったような

話をやっていた記憶がございます。今回は商工のほ

うで窓口を一本化したということと、それから我々

は物流産業をどう振興していくかということをずっ

とやっておりますけれども、この物流させる量で見

ていった場合には、圧倒的に海事産業は主要な産業

でありますので、そこはしっかりと意見交換をしな

がら、商工だけで取り組めるテーマではありません

けれども、企画ですとか、土木ですとか、いろんな

部局と連携しながら、しっかりと取り組んでまいり

たいというふうに考えております。

○西銘啓史郎委員長 中川京貴委員。

○中川京貴委員 31ページの、ただいま島袋委員か

ら質問があった179、事業承継推進事業の新規であり

ますけれども、実は部長、御承知のとおり、僕はこ

れ、二、三年前に一般質問で取り上げて、当時は国

から国策の一つとして、県の財産であるこれが承継

できなければ駄目だということで、国が推進したこ

とであります。当時は、国からの支援があって、そ

の年度内にしっかり事業承継を推進できるようにと

指導があったと思っています。なぜ今年度新規になっ

たんですか。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。

昨年でしたか、中小企業振興会議というものを持っ

ておりまして、その中においても、各支援団体から、

やはり沖縄が真っ先にと取り組むべき課題はもろも

ろある中でも、事業承継問題は避けて通れないとい

うことの提案がありましたし、事業承継がうまくい

かないことによってどれだけの損失が出るかという

ことの話もありましたので、ここは今、議員がおっ

しゃっている国庫補助があるからやる、ないからや

らないとかいうではなくて、これはもう、県独自で

もやらなければいけない。何しろ、全国一高い承継

問題というのがあったので、これはもう何としても

立ち上げてやらなければいけないということで。先

ほど、私、紹介し漏れたんですけれども、実は新た

な沖縄振興のための制度提言という中にも、名称は

生産性向上促進制度という中で提案をしておりまし

て、今回コロナで大分、事業者も事業転換を迫られ
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ているということもありますので、デジタル化に対

応する財政支援のほかに、やっぱり事業承継等に派

生する様々な経費の一部助成ということで、そこに

高率補助を適用できないかということで、ぜひとも

国の協力を得ながら、沖縄の事業承継問題に取り組

んでいきたいと思っています。

○中川京貴委員 部長、御承知のとおり、私がその

質問をしたとき、ほかの人から何でそんな質問をす

るのと、事業承継って何というような時期でしたよ、

当時は。しかしながら国策の一つとして、国が支援

しながら全国にしっかり伝えなきゃいけないという

ことでやったと思っています。そこで私が提案した

んですけれども、それを県民またいろんな方々に周

知徹底するためにも、税理士やその関係者を呼んで

県での勉強会をすべきだと言いましたけれども、実

際県でも勉強会はしましたか。

○知念百代中小企業支援課長 今、国のほうでも事

業のこれに力を入れているところではあります。平

成30年度から事業承継ネットワークというものを那

覇商工会議所の中に事務局として立ち上げておりま

して、その中で関係機関ということでこちらのほう

に参加をして、皆さんとの意見交換、それから、ど

ういったのが事業承継に問題があるのかといった課

題の共有をしていくといった取組をして、意見交換

をやっているところです。

○中川京貴委員 意見交換しているんですけれども、

県庁の中でそういった税理士を呼んでの勉強会とか

はしたことないですか。

○知念百代中小企業支援課長 県庁内での勉強会と

いうのはないんですが、税理士会と集まりの中で参

加して、そこで勉強していくといったことはしてお

ります。

○中川京貴委員 ぜひ、周知徹底をして進めていた

だきたいと思っています。

そしてもう一つだけで終わります。33ページの、

これは196の新規、空港での新型コロナウイルスの検

査ですね。

○西銘啓史郎委員長 これは文化観光スポーツ部で

す。

○中川京貴委員 失礼しました。

以上で終わります。

○西銘啓史郎委員長 では、休憩いたします。

午後３時51分休憩

午後４時８分再開

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 では、よろしくお願いします。

説明資料32ページの新型コロナウイルス感染症対

応休業者マッチング事業。先ほど島袋大委員もあり

ましたが、重複しないようにお願いしたいと思いま

す。

この事業は、雇用の維持が困難だったり、休業者

が出たりする会社と、建設業とか、情報通信、医療、

介護の人手が足りないという会社に出向させるとい

う形態を取る事業と聞いていますが、この事業９月

の補正から入れておりますが、新年度2000万余り予

算組んでおりますが、この補正から入った短い期間

ではありますが実績はありますか。

○金村禎和雇用政策課長 お答えいたします。

委員御指摘のように、当該事業につきましては、

昨年の９月補正で予算化をしまして11月から実施を

しております。現在送り出し先として８社、それか

ら受入先として58社をマッチングリストというもの

をつくっておりますが、そこに登録をしております。

現時点で、おおむね合意に至っている案件としまし

て１件ございまして、今出向に向けて、出向協定書

などの作成を行っているところでございます。

以上です。

○崎山嗣幸委員 １件、この間取りまとまっている

ということでありますが、先ほどこの受入側のほう

が、58件多いということで、ここは何ていいますか、

先ほど言っている雇用の維持困難とか、休業者とい

うのがあるが、皆さんの情報に対する申出がないと

いうことですか。意味分かりますか。受入側のほう

が58件と聞いたんですが、そして、送り手のほうが

８件と少ないんだけども、このアンバランスは何か

と聞いていますか。

○金村禎和雇用政策課長 この事業の委託によりま

して民間事業に実施をしていただいているんですが、

現在の企業に聞き取りをしておりまして、その中に

よりますと、例えば雇用調整助成金を活用している

ためですとか、それから国や県の経済対策等がある

ので当面は考えていないとかですね、それから先の

状況が見通せず動きが取れないなどの理由をお聞き

しているというところでございます。

○崎山嗣幸委員 助成金、国の産業雇用安定助成金

ということも使ってということでありますが、この

支給の額ですが、どれぐらいの額で１人当たり助成

額ということになっていますか。

○金村禎和雇用政策課長 御説明いたします。

まず助成額につきましては、２つの経費に対する

助成がございまして、まず出向運営経費に対する助
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成として、出向元及び出向先の事業主が負担する賃

金、それから教育訓練、労務管理に関する調整経費、

こういったものに対して一部助成が行われるという

ことでございます。助成率でございますが、出向元

で解雇等がない場合、中小企業が10分の９、大企業

が４分の３、解雇等ある場合は、中小企業が５分の

４、大企業が３分の２となっております。上限額は、

出向元、出向先の合計で１日当たり１万2000円となっ

ております。それと、もう一つ出向初期経費という

のがございます。これは定額10万円となっておりま

して、一定の要求を満たした場合は５万円が加算さ

れるというような内容になっております。

以上です。

○崎山嗣幸委員 大体、この日当が１万2000円とい

うのは、送り手の会社と受入側の会社と２分の１相

当ぐらいということで考えてよろしいですか。

○金村禎和雇用政策課長 １日で１万2000円は職務

と出向先の合計でございますが、その割合について

は双方の企業で調整して決めるということになろう

かと思います。

○崎山嗣幸委員 先ほど実績を１件ということでし

たので、新年度、2000万入れてありますんで、この

マッチングが、若干いろんな理由で課題もあると思

いますが、せっかくこれから予定を組んでおります

ので、マッチングうまくいくように県の役割も大き

いと思うので、ぜひいろんな課題整理しながらこの

事業ですね、ぜひ実現をしてもらいたいというふう

に思います。

それから、このコロナ禍の関連を比較をしてです

ね、失業率だとか、求人倍率、休業者、新規求人数

はどういう情勢なのか教えてくれませんか。

○金村禎和雇用政策課長 令和２年の年平均の状況

を影響前の令和元年と比較をいたしますと、完全失

業率が3.3％で、前年の2.7％に比べて0.6ポイント上

昇。有効求人倍率が、0.90倍で、前年の1.34倍に比

べて0.44ポイント低下、休業者数が３万4000人となっ

ておりまして、前年の２万2000人に比べて１万2000人

の増加、それから新規求人数が10万4368人となって

おりまして、前年の14万3458人より３万9090人の減

少となっております。

以上です。

○崎山嗣幸委員 ありがとうございます。

○西銘啓史郎委員長 仲村未央委員。

○仲村未央委員 それでは、主な事業の内容32ペー

ジ、情報産業振興課の事業に関連して、情報関連を

伺いたいと思っています。それで今、県内の情報産

業、情報関連企業というのはどれぐらい集積してい

るんでしょうか。

○山里永悟情報産業振興課長 お答えします。

立地企業の内訳ですけれども、ソフトウエア開発

業が176社、コンテンツ制作業が84社、情報サービス

業が104社、コールセンターが85社、その他ＩＴイン

フラ等で41社ということで、合計490社となっており

ます。

○仲村未央委員 これは年々どうなんですか、増え

ている状況でしょうか。沖縄の情報関連産業から見

た注目度というのは、どういう形でしょうかね、傾

向として。

○山里永悟情報産業振興課長 おおむね順調に増加

傾向になっております。

○仲村未央委員 今年度の事業、これ継続で皆さん

捉えていらっしゃると思うんですけれども、その情

報関連産業のこれまでやった、その施策の効果の検

証であるとかですね、課題、何がどうなっているの

かというところで、どのような今検証にあるのかで

すね。例えばインフラ整備面とか、今企業の集積に

ついては増加傾向にあるとのことでしたが、例えば

技術者の育成とかですね、人材の件とか、何が課題

で何を魅力と捉えて沖縄に集積をすることになるの

かですね、そこの分析を端的にお話しいただけます

か。

○山里永悟情報産業振興課長 先ほど述べました

490社で、約３万人の雇用を生み出しています。効果

検証ということで申しますと、当初失業率の改善を

目的としまして、雇用効果の高いコールセンターと

の企業誘致を進めてきたために、やっぱりその労働

集約型の企業が多く立地してまいりました。今後は

ですね、やっぱり労働生産性の向上であるとか、付

加価値の高い分野の誘致であるとか、高度化の支援

に取り組んでいるという状況であります。

その近年の傾向ですけれど、ソフトウエア開発業

だったりとか、コンテンツ制作企業といったですね、

ちょっと付加価値の高い企業の集積が増加傾向にあ

るといった状況であります。さらにこの付加価値を

高めていくために、やっぱり人材の高度化を進めて

いく必要があるというふうに考えておりまして、今

後ですね、ＡＩ、ＩｏＴといった先端ＩＴ技術といっ

たところの技術分野の人材育成等で力を入れていき

たいということと、あと、観光業とか小売業とか、

そういった他産業と連携して、新しいサービスを生

み出すような、そういう実証実験とか、そういった

ものに力を入れていきたいというふうに考えており
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ます。

○仲村未央委員 聞きたいのはですね、何ゆえに沖

縄を選んで情報関連の産業がここに来るかというこ

とですよね。つまり、沖縄の製造業がなかなか根づ

かないというのは、地理的ないろんな難しい課題が

あってなかなか育たないということが従来―だから

情報を集積させて雇用を生み出そうということにし

たはずですよね。でも地理的課題がないということ

は別に沖縄じゃなくてもいいわけですよね、情報を

やろうという企業にとっては、だから沖縄に来るこ

との優位性を何だと捉えて企業が来ているのかとい

うことを聞きたいわけです。

○山里永悟情報産業振興課長 やはりですね、企業

の皆さんと意見交換等、ヒアリングしていると、沖

縄というのは非常に有名、知名度が非常に高いです。

言ってみればですね、首都圏から大体企業を地方に

誘致をしていくんですけれど、どうせだったら沖縄

という声は圧倒的に聞こえます。これ何かというと、

人材の採用が非常にしやすいんですよ。東京でもで

すね、沖縄に支社持っていると言ったほうがやっぱ

りブランド力が上がったりとかしてですね、そうい

うところがあります。近年集積していますので、集

積している人材同士でお互いに磨き合ってですね、

コールセンターも特にそうですけど、人材が高度化

してきていて非常に評判がいいです。そういったこ

と、相乗効果というのもあると思います。ただ先ほ

ど申し上げましたけど、首都圏と比べてやはり先端

の高度な技術者というのはどうしてもちょっと沖縄

だと、地方だと弱くなってしまうので、その辺を強

化していきたいということで先ほど述べさせていた

だきました。

○仲村未央委員 意外というか、沖縄が有名で、何

ていうのかな、非常に沖縄ということ自体がブラン

ドになっているというのはありがたいというかね、

それは本当に頑張りの成果があるとは思うんですけ

れども。

○嘉数登商工労働部長 担当課長のほうからですね、

沖縄非常に魅力があるという答弁がありました。ま

さにそのとおりなんですけども、もうちょっと深掘

りしますと、やはり情報通信関連産業、沖縄を目指

したのは、当初やっぱり通信回線料が安かったと、

政策的に安くしたというのがまず１点。それから若

い労働力が豊富にあるというところが２点、これが

たまたま沖縄がその雇用に問題抱えていたところと

マッチしたというところが立地が進んだ大きな理由

かなというふうに思っております。もう一点は、や

はり国を挙げてですね、制度的な支援をしてもらっ

たと、税制支援とか、そういったものが合わさって、

これだけの企業がですね、沖縄に来ていただけたと

いうふうに思っております。

○仲村未央委員 接続料金の問題、それから優遇税

制の問題、これはちょっと今日時間が限られている

ので、実際どれぐらいのね、その税制に対して優遇

を感じてメリットになっているのかというところも

尋ねをしたいのですが、そこはどうですか。調査結

果などで優遇というのは出ていますか。それが魅力

だっていうふうな回答などは、はっきりつかめてい

ますか。例えばさっき、今部長が挙げられた料金の

問題、人手の量の問題、それから今言う、税制上の

優遇の問題。

○山里永悟情報産業振興課長 税制優遇措置の実績

ですけれども、令和元年度は国税で15件適用があっ

て５億5200万円。地方税は２億4600万円の優遇措置

を適用させていただいております。これもずっと続

いている、このような傾向ずっと続いているという

ことです。これ沖縄ならではのものでございます。

また先ほど部長の説明に付け加えさせていただきた

いのが、ＩＴ津梁パークであるとか、各市町村も非

常に頑張ってＩＴ企業が働きやすい施設整備という

ものを沖縄では進めてきています。ＩＴ津梁パーク

は私どものほうで運営させていただいておりますけ

れども、今おかげさまで30社でですね、2700名超え

る雇用が生まれていて、さらに新しい建物を建てる

んですけれど、もう入居の希望がですね、結構応募

いただいているという状況であったりとかしまして、

これも国と連携してですね、進めさせていただいた

ような効果かなというふうに考えております。

○仲村未央委員 ちょっと意地悪な言い方かもしれ

ませんが、人手が取りやすいということはいわゆる

東京都市圏との賃金格差、この中で安い労働力が―

安いと、先ほど労働生産性の問題もおっしゃってい

ましたけどね、そういう意味で優位性なのかという、

そこはどのように今課題としてあり、あるいはこれ

を今克服しつつあるのかね、そこはいかがでしょう

か。

○山里永悟情報産業振興課長 まさに御指摘いただ

いたところでして、やっぱり雇用の拡大という意味

では一定の成果を上げさせていただいたかなという

ふうに思うんですけど、やっぱ今後の付加価値を高

めていくという方向を目指して、今取り組んでいま

す。それは繰り返しになりますけれど、やはりその

労働生産性の向上、高付加価値化を目指すというこ
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とで、高度な技術を身につける人材を育てていきた

いということがまず１つと、あとこういった先端Ｉ

Ｔ技術といったものを活用した実証事業、あと県内

のＩＴ企業と県内の観光であるとか、そういう小売

業であるとか、農業交通とか、他産業と組んで連携

をしてですね、新しいサービスの創出をしていく、

そういったものを支援とかいったものに今取り組ん

でおりまして、コロナの影響もあって、デジタルト

ランスフォーメーションというものを今後急いで促

進をしていかないといけないと思います。これはも

う沖縄の―このおかげで育てていただいた沖縄県内

のＩＴ企業は、大きな役割を持ってこれに取り組ん

でいきたいというふうに考えております。まだ、そ

の取組自体を、今リゾテック沖縄という沖縄ならで

はのブランド名もつけてですね、今、差別化に取り

組んでいるところであります。

○仲村未央委員 それでアジアＩＴビジネス活性化

推進事業の中で、その実証に取り組んでいると思う

んですけどね、その実績。それから戦略的な目標が

あるのか。それから実際にマッチングした例という

のがあるのかですね、その辺りお尋ねいたします。

○山里永悟情報産業振興課長 今ありましたアジア

ＩＴビジネス活性化推進事業ですけれども、こういっ

た他産業と連携した新しいビジネスを生み出します

ビジネスモデルの実証実験だったりとか、あとデー

タを活用した事業改善と、あとは海外展開を目指し

たＩＴサービスと、そういったものを行っておりま

す。全部で５つのメニューを用意させていただいて

いるんですが、具体例としましては、農業におきま

しては、ＡＩ、ＩｏＴ技術を活用した海ブドウの自

動養殖システムの開発だったりとか、ＡＩの画像解

析技術を活用した豚の飼育管理であるとか、製造業

の場合はですね、製造設備の一時停止等も障害を検

知するシステムであったりとか、観光業であれば、

ホテル等宿泊施設のスマートロックシステム、あと

多言語、外国語対応した翻訳機能を備えたリモート

チェックインシステムであるとか、最近はコロナの

影響もあってＩｏＴカメラ画像を設置して宿泊施設

の混雑状況を判断してですね、３密回避につなげる

ようなシステムとか、そういった諸事業を行ってお

ります。その展開例ですけれど、例えば、そのリモー

トチェックインシステムとかでも既に販売実績が上

がってきていたりとかですね、あと、海外展開にお

いてもシステム開発をするときに人がこう打つん

じゃなくて自動で行うものがあるんです。これを多

言語化するといったものを御支援したんですけど、

そういったものが、台湾とかで売れたりとかですね、

あとミャンマーの病院に沖縄の企業がつくったシス

テムというものを展開して導入させてもらったりと

かですね、徐々にではありますが、効果を上げてき

ているというふうに考えております。

○仲村未央委員 ぜひ聞いているだけでもね、具体

的に見てみたいというか、その活用事例をね、もっ

と海外にも売り込めているということであれば、そ

れなりに実証のこの事業の意義があるんだろうとい

うふうに感じておりますけどね。コロナ禍で、物理

的に物が壊れたわけじゃないという意味では、やっ

ぱりこういった機器に強い産業という意味では、やっ

ぱり沖縄の優位性というのをもっと突き出していか

ないと、今デジタル化がもう時代のキーワードになっ

ているので、そこの戦略性については部長いかがで

しょうか。

○嘉数登商工労働部長 まさしく仲村委員御指摘の

とおりだというふうに思っておりまして、知事も度

々ですね、次年度、あるいはその沖縄振興策の策定

に当たっては、デジタル化―ＤＸというところはやっ

ぱり軸に据えつつですね、いろんな事業、制度設計

をしていかなければいけないということもありまし

て、我々も、情報通信関連産業ですね、これまでの

量を増やしてというところできたかもしれませんが、

やはりさっき出たような高度化っていうところを目

指していく中にあってですね、その質の部分も当然

見いだしていかなければいけないという部分と、そ

れから、我々その企業相手にしておりますので、企

業にしっかりと使ってもらえるような、そういった

事業、制度をつくっていく必要があるのかなという

ふうに思っております。あわせて情報通信関連産業

が、その産業だけ伸びていくんじゃなくて、ここは、

製造業ですとか、観光とか、いろんなところに波及

してまいります。農業もそうです、スマート農業と

いうところ想定されますので、そういう影響力を行

使しうるような産業というところで育成していきた

いというふうに考えております。

○仲村未央委員 ありがとうございます。

○西銘啓史郎委員長 玉城武光委員。

○玉城武光委員 よろしくお願いいたします。重複

しないようにやっていきたいと思います。

まず、新規事業関係から、ぼくたちわたしたちが

応援！県産お菓子の魅力発信事業の１億1700万。概

要説明をお願いいたします。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 本事業はですね、

新型コロナウイルスの影響により売上げ減少等の大
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きな影響を受けた県産菓子を、学校給食、子供食堂

及び保育施設に提供することを通じて県産菓子の消

費を喚起するものです。内容としては、まず県産菓

子を学校給食に提供するための商品代や配送費等に

要する経費の補助。それから、県内に本社を有する

菓子の製造を行う企業、または団体に40社程度を予

定しておりますけれども、１社当たり100万円を上限

として、子ども食堂や保育施設へ提供していくとい

う経費の補助を予定しております。

以上です。

○玉城武光委員 １社当たり100万円、40社というこ

となんですが、菓子以外には提供品目はないんです

か。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 菓子以外にはで

すね、まず学校給食については、菓子製造業者が在

庫として抱えている紅芋ペーストとか、黒糖等を予

定しております。

以上です。

○玉城武光委員 分かりました。

次はですね、デジタル人材ＵＩＪターン支援事業

費の説明を願います。

○久保田圭企業立地推進課長 デジタル人材ＵＩＪ

ターン支援事業の概要ですけれども、県内情報通信

関連産業の高付加価値化及び県内のデジタルトラン

スフォーメーションの促進を図るため高度なスキル

を有する技術者の確保を目的として、首都圏等のＩ

Ｔ技術者のＵＩＪターン採用活動を支援するもので、

令和３年度からの新規事業となっております。具体

的には専用サイト等による移住就職に関する情報発

信等を行うとともに、県内企業とのマッチングイベ

ントを開催いたします。さらに、ＡＩやＩｏＴなど

の先端ＩＴ技術を活用し高付加価値のサービス創出

を行っている企業の集積を図るため、先端ＩＴ技術

関連企業を対象とした沖縄への立地トライアルと

いったものを計画しております。

以上です。

○玉城武光委員 そこのですね、人材確保、何名想

定していますか。

○久保田圭企業立地推進課長 本事業での年間では

内定者数につきまして40名を目標としております。

○玉城武光委員 次にですね、沖縄県雇用継続助成

金事業費４億6000万円。そこのですね、沖縄県が上

乗せ助成する経費の詳細について説明お願いします。

○金村禎和雇用政策課長 お答えいたします。

当該事業でございますが、委員おっしゃるように

国の雇用調整助成金等を受給した事業主を対象に、

休業手当の一定割合を上乗せ助成するものでござい

ます。本助成金におきましては、雇用調整助成金の

受給後の企業負担のうち、全額または２分の１を県

が上乗せ助成するというものでございます。

○玉城武光委員 これは、沖縄県独自の上乗せが４億

6000万ということですか。それとも国からの助成金

も入って４億なんですか。

○金村禎和雇用政策課長 県の上乗せだけで４億

6000万ということでございます。

○玉城武光委員 何名ぐらい予定しているんですか、

上乗せの人数。

○金村禎和雇用政策課長 今回の当初予算におきま

しては、当面の所要額ということで見込んでおりま

して、申請件数を約500件というふうに見込んでおり

ます。

○玉城武光委員 じゃあ次ですね。

この県単独融資事業費の5200万。県中小企業の支

援のための資金融資なんですが、これは大幅に増額

になっているんですが、その理由とですね、内訳を

お聞かせください。

○知念百代中小企業支援課長 まず県単融資事業と

いうのは、県と金融機関が互いに財源を出し合って、

それを協調して、長期にわたる資金の融資を行って

いる事業でございます。この貸付金につきまして、

毎年度県が金融機関に貸し付けた金額を年度末に一

旦全額償還させるんですが、融資残高に応じて、県

負担分に相当する金額というものを、次年度の過年

度貸付分として計上していきます。ですので、再度

そのときに４月１日にまた金融機関のほうに預託を

していくというものになりますので、例えば今年度

でいいますと、令和２年度に貸し付けたものについ

ては、３年度には過年度貸付分として計上していく

ことになります。令和３年度の予算が大幅に増加し

た主な原因としては、２年度にですね、新型コロナ

ウイルス感染症対応資金などの融資実績が大幅に増

加したことによります。ですので、結果的に令和３年

度の過年度の貸付分というのが、約423億8407万円と

なっておりまして、前年度より317億151万円増加し

たということになっております。

○玉城武光委員 ちなみにですね、２年度の融資件

数が増えたと言っていましたよね、何件なんですか。

○知念百代中小企業支援課長 県の融資全て含みま

して１月末現在で申し上げますと、約1762億の融資

枠を承諾している状況になります。件数としては約

１万2000件というふうになります。

○玉城武光委員 増えた件数は。
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○知念百代中小企業支援課長 昨年度は1633件とな

りますので、約１万件増えたという状況にあります。

○玉城武光委員 分かりました。

次にですね、企業立地促進助成事業の中に、企業

に対する投下固定資産所得の助成に関する経費なん

ですが、どれぐらいなんですか。

○久保田圭企業立地推進課長 お答えいたします。

企業立地促進助成事業費につきましては、企業の

立地を促進することにより産業の振興と雇用の増大

を図ることを目的として、国際物流拠点、産業集積

地域、うるま、沖縄地区を中心とした工場適地に立

地する企業に対して、土地や建物設備等の投下固定

資産への補助を行う事業となっております。投下固

定資産取得費に係る補助につきましては、土地や建

物、構築物、機械及び装置等の取得に要した経費を

対象としておりまして、一定の要件を満たした企業

に対しては最大10億円を上限に補助を行うといった

事業になっております。

以上です。

○玉城武光委員 最大で10億円という話ですか。

○久保田圭企業立地推進課長 そのとおりです。

○玉城武光委員 分かりました。

次にですね、新規学卒者等総合就職支援事業

7100万、説明お願いします。

○金村禎和雇用政策課長 お答えいたします。

当該事業でございますが、新規学卒者の就職内定

率の向上と、それから離職率の改善を目的として個

別の就職支援や就職後の定着支援を行うものでござ

います。具体的な取組としましては、各大学等に配

置したコーディネーター６名による個別支援、それ

から合同企業説明会の開催、コミュニケーション等

に関するシミュレーターの実施などを行っておりま

す。事業の実施に当たっては、公募により選定され

た民間事業者に委託をして実施をしているところで

ございます。

○玉城武光委員 ６名のコーディネーターがいて、

そこに支援をしているという―学卒者のですね。こ

の就職内定率というのは御存じですか。

○金村禎和雇用政策課長 今年度の直近の状況を申

し上げますと、昨年10月末現在におきまして就職内

定率49.5％となっております。前年同期同月と比べ

ますと1.6ポイント下回っている状況にあります。

○玉城武光委員 支援事業を行っているんですが、

コロナの関係でだと思うんですが、内定率が低くなっ

ているということなんですが、まだ、時間あります

から引き続き頑張って就職率を上げていただきたい

と思います。

最後にですね、女性のお仕事応援事業2700万、そ

れから、もう時間ありませんけど、続きまして、非

正規労働者処遇改善事業1000万円、それの予算の内

訳をお願いします。

○金城睦也労働政策課長 お答えいたします。

女性のお仕事応援事業では、女性が働きがいを持っ

て仕事に取り組むことができる環境づくりを推進す

るためキャリアアップにつなげる支援や、女性が働

き続けられるための企業への支援を行っております。

また、非正規労働者処遇改善事業では、非正規労働

者を雇用している県内中小企業の労働環境の整備を

支援し、非正規労働者と従業員が働きやすい職場へ

の改善の支援を行っております。これらの事業が働

きやすい環境づくりを整理することで、本県の高い

離職率、失業率の改善を図るものとして大変重要な

取組であると考えており、効率的かつ効果的な事業

実施に努めてまいります。加えまして、雇用政策課

のほうでは、正規雇用の拡大を図るため正社員転換

を要件とした研修費補助や専門家派遣等の支援を行

うとともに、若年者の正社員雇用と定着に対して助

成する事業を実施しており、雇用の質の改善に向け

て、両課で連携して取り組んでいるところでござい

ます。

○玉城武光委員 今のコロナの関係で、女性の失業

者が多くなったと。それから非正規労働者もいろい

ろと失業者が多くなったということで、この事業だ

と思うんですが。今ですね、予算をもっと増やすべ

きじゃないですかね、この状況の中では。ちょっと

これは部長に見解をお願いします。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。

委員の御指摘のとおり、雇用情勢は非常に厳しい

状況にあるかと思っています。特に女性、それから

非正規労働者においては、厳しい状況に置かれてい

るかというふうに思っておりますので、先ほど課長

のほうからも答弁したように、労働政策という観点

からだけじゃなくてですね、雇用政策という観点か

らもお互い連携しながら取り組んでいきたいという

ふうに思っておりまして、必要な予算についても当

初予算では所要額確保できたのかなというふうに

思っておりますし、当然その状況を見ながら、必要

な予算についてはまた検討していく必要があるのか

なというふうに考えております。

○玉城武光委員 ぜひ頑張ってですね、女性の皆さ

んと非正規の皆さんの処遇改善、それから失業の解

決のためにですね、頑張っていただきたいと思いま
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す。要望です。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 翁長雄治委員。

○翁長雄治委員 皆さんと重複しないように、１つ、

２つやっていきたいと思います。

最初に、30ページの172番、琉球泡盛新発展戦略ブ

ランディング事業なんですけども、こちらの概要を

お願いします。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 泡盛を継承発展

させるため、泡盛の科学的解析を進める調査事業や

業界が取り組む泡盛のリブランディングへの支援、

それから個別事業所に対するマーケティング活動支

援などを行う事業になっております。

○翁長雄治委員 県はどのように捉えているんです

かね。まさに今年度やっているかと思うんですけど

も、ブランディングしていくとかの中で対象がどこ

なのか、県内なのか県外なのか、はたまた国内なの

か海外なのかというところで、どういった方々を対

象に今考えて、それに対してどの程度今成果が上がっ

ていると考えているのか、お伺いしたいと思います。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 意見交換の中で

はですね、まず、一番泡盛が飲まれているのが県内

でございます。ただ、県内でも一般酒なのかクース

なのかというところなんですが、県内はどうしても

価格に左右されてしまいますので、まずは一般酒。

県外に対しては、クースのほうというお話が出ては

おります。ただ具体的には、今後、泡盛の消費量は

年々落ちてきておりますので、そこで、国や業界そ

ういった関係者と意見交換したところ、委員がおっ

しゃるとおりですね、そういう誰に対して、どこに

売っていくのかというのを、もう一度ブランディン

グする必要があるんじゃないかというところで、今

年度は調査、来年度はブランディングを確立してで

すね、それからマーケティング戦略を策定し、それ

に基づいて売っていこうということになっておりま

す。

以上です。

○翁長雄治委員 ピークが2004年というふうに言わ

れていて、その中から言うと、出荷の総量でいうと

４割以上落ちているんですよね。県内の消費量も４割

弱落ちていて、県外だと本当に半分以下にまで落ち

込んでしまっていると。泡盛をどのように捉えるか

というところがあるのかなと僕は思っていて、先ほ

ど部長のほうからは別のところの質疑で―これすみ

ません、前の部だったかな、いいものをどのように

売るかとかという話があるんですけども、僕は泡盛

は世界中のどのお酒で飲み比べても別に負けるもの

じゃないと思っているし、それだけの可能性を秘め

ているとは思っています。ただ、今お話があったみ

たいに、県内ではどうしても一般酒が―恐らく僕ら

もふだん飲むのは一般酒で、クースに手を出すのは

なかなかないことかもしれないけども、泡盛を一つ

の酔っ払うための、楽しい雰囲気をつくるためのも

のと捉えて、県内で発信すると結局、県民の泡盛に

対する意識がそうなっちゃうんですよ。なぜワイン

には１万円出せて泡盛には1500円しか出せないのと

いうようなところの感覚だと思うんですよね。泡盛

は僕は文化だと思っているので、言葉と一緒なんで

すよ。今47酒造所あるかと思うんですけども、それ

ぞれ一つ一つ味が違って、造り方もいろいろあって、

製造方法が違って、香りも違って、楽しみ方が違っ

て。一般酒の楽しみ方、クースの楽しみ方、この辺

りを僕はブランディングしていくに―あと当然皆さ

んの会議にはよく出ている話だと思うんですけども、

まず県内からその意識を、県民の意識を変えていか

ないと、県外から友人が来ましたといったときに、

泡盛の―要は県民がプロデュースできないんですよ

ね。僕らが例えば、県外に行ったときに、日本酒で

あっても、焼酎あっても、もう酒好きの連中からは、

物すごくプロデュースが始まるんですよ。この芋焼

酎はねとか、この日本酒はねとかあるんだけども。

ただ、県内で泡盛に対して、それが僕あまり若い人

たちから感じられない。その辺をぜひ組み入れていっ

ていただきたいなと思っています。これは泡盛に限

らず、県内の製造、お土産品店とかに関しても全体

的に同じような感覚が僕あるんじゃないかなと。極

端な話、どこに行っても同じお土産置いているから、

どこで買っても一緒だよと県民が言ってしまうよう

な環境を変えていかないと、せっかく造っているも

のが高く売れない現象というのは、あまり僕はいい

ものじゃないなというふうに思っているんですけど、

その辺をちょっと部長から、ぜひいただければ。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。

先ほど私が、いいものは必ず売れるかという話を

したのは、このリブランディングとも関係していま

して、要はその売り方を、旧態依然としてといいま

すか、ずっと同じパターンでという話ではなくて、

その地域その時代に合わせるような売り方をしてい

かないと、せっかくいいものであっても売れないん

じゃないかというのが、まず一点私の頭の中であり

まして。特に泡盛に関して申し上げますと、こうい

う話をしました。クース、これは絶対まねできない、
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何がまねできないかというと、時間という付加価値

があるので、これはもう後発組には絶対まねできな

いと、確かにそうだと思っているんですね。そのクー

スを県内、県外、国外含めて、均一に売れるかとい

うと、それはまた違うと思うんですね。そこはやは

り業界と県とも意見交換しながらリブランディング

をしていく、マーケティングやっていって、どこに

はどういう商品をという話をですね、しっかりして

いかないといけないというふうに思いますし、それ

は翁長委員がおっしゃったように、その泡盛のよさ

を、県外のほう、外国のほうに、私は説明できるか

というのは、正直自信はないです。本当に自信がな

いですので、そういったところからですね、やっぱ

りその県民が誇る酒類ということで、文化的な観点

からもですね、もっともっと勉強していく必要があ

るのかな。そういった意味で、私はリブランディン

グは必要かなというふうに考えております。

○翁長雄治委員 今、部長おっしゃっていただいた

ように、クースは本当にまねできないんですよね、

ほかのどこが取り入れたとしてもですね。一般酒は

もしかしたらどこかで造れることもあるかもしれな

いけど、クースは時間がかかる話なので、過去から

の積み重ねがやっぱり必要だし。もちろん僕も、県

民にとってですよ、毎日居酒屋でクースを飲めとい

う話ではもちろんなくて、それはお金のかかる話な

んで。そういうことじゃなくて、何かいいことがあっ

たときとか、そういったときにこのクースを楽しめ

るような環境―僕はただのお酒好きなので、全部お

いしく飲みますけども、本当に何か、ほかの県外の

お酒に幾らでも金を出せて泡盛に出せないというの

が、ちょっと僕は感覚として寂しいなというふうに

思っております。ぜひ、その辺りのリブランディン

グ、真剣に取り組んでですね、これは業界の声も聞

きながら―県が泡盛をどういうふうに位置づけをす

るかというとこも僕は必要だと思っています。それ

と酒税がもし通常に戻ったら、またそこから売上げ

が４割落ちるんじゃないかという話もあって、沖縄

の大切な文化の一つの泡盛が、場合によってはもう

淘汰されてしまうというような時代がきてしまうか

もしれないと。その辺をぜひ僕とても危惧していま

すので、頑張っていただきたいというところで質疑

を終わります。

○西銘啓史郎委員長 山内末子委員。

○山内末子委員 お疲れさまです。お願いいたしま

す。

先ほど少しありましたけど、今年デジタル庁が創

設されておりまして、やはりこのデジタル化のスピー

ドアップというのは、もう全国的にこれからもう待っ

たなしの状況だと思っています。沖縄県は早くから

情報通信産業についてはしっかり取り組んでいこ

うっていうことで、いろんな意味でＩＴ津梁パーク

の創設であったり、特にこの近年、リーディング産

業でも発展していこうという、そういう思いがある

と思っていますね。重要性が大変ある中で、今回の

予算や、あるいはその思いの中に、部長の中で、そ

ういった意味で情報通信産業に対する沖縄県の重要

性ということで、どのような思いを持っているのか、

まずそこから一つお願いいたします。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。

令和３年度予算編成に当たっては、これは総務部

長からいろいろ説明もあったかと思うんですけども、

非常に厳しい編成を強いられた―当然その事業活動

に制約が出ているわけですから次年度の法人税収等

で相当落ちるという中において、７年ぶりのマイナ

スシーリングで予算編成をさせていただきたいとい

うことでございますけれども、ただそういう中にあっ

ても、情報通信関連産業の振興に係る予算について

はですね、極力圧縮を避けていただいた、場合によっ

ては現状維持、事業によってちょっと上積みをさせ

てもらったということで、対応しております。コロ

ナがずっと続くという話ではないですので、いつか

はワクチンが接種されて、通常のといいますか、前

と全く同じような経済活動にはなかなか戻れない、

新しい生活様式の中でというところに進むかと思う

んですけども。なのでなおさらのことデジタル化っ

ていうのは進めていかないといけないというふうに

思っておりまして、部としても、それから、知事も

ですね、その辺は物すごく考えていただいて、必要

な予算を、所要額をしっかりと計上させていただい

ているというところだというふうに考えております。

○山内末子委員 とても重要だと思っています。今

日はくしくも３・11の日でございますけど、その後

にですね、その情報の集積をやはり首都圏よりも遠

いところの―特に沖縄はあまり地震や災害あったと

しても台風とかそういうところでしたので、そうい

う意味で沖縄にその情報の集積地を持っていこうと

いう企業が大分増えたと思うんですよ。そういう観

点から、やはりここはとてもこれからの沖縄の産業

を発信していく、大きな部署だと思っておりますの

で、その辺のところしっかり頑張っていただきたい

なというふうに思っております。

ＩＴ津梁パークの件ですけれど、この間私たち視
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察に行ったときに、やはりそういった観点から、と

ても斬新な事業を皆さんやっていると思っています

ので、そういう観点からＩＴ津梁パークのこれから

の方向性、今年の事業の大きな重要性ということに

ついて少し―ごめんなさい、言ってなかったんです

けど、その辺ちょっとお願いいたします。

○山里永悟情報産業振興課長 ありがとうございま

す。

ＩＴ津梁パークですが、先ほども説明しましたが、

おかげさまで順調に拡大を続けてきております。今

月、アジアＩＴビジネスセンターというところが供

用開始しますが、おかげさまで応募が東京の企業等

からもいただきまして、もう残り１室というくらい

にまで応募が来ているという状況であります。この

ＩＴの一大拠点を目指すということで、ＩＴ津梁パー

クやってきますけども、周りの市町村も非常に頑張っ

てですね、国と調整をしながら施設整備を進めてき

ていて、すごく沖縄がＩＴアイランドというふうな

形になって、ＩＴ津梁パークを中心にそういう発展

を遂げてきているというふうに思います。また、忘

れていけないのが、そこで働く従業員の皆さんが本

当に頑張ってですね、沖縄に任せればもう仕事大丈

夫だって言ってもらえるぐらいにまで最近なってき

ています。それは、やはり国と県また市町村連携し

てですね、取り組んだ成果かなというふうに考えて

おります。

○山内末子委員 ありがとうございます。頑張って

ください。

それから先ほどちょっとこれもありましたけど、

先端医療産業技術事業化推進事業についてですけど、

これは、今もう実証実験が行われているというふう

に理解していいんですか。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 この実用化事業

はですね、再生医療に係る装置の実用化に向けて、

実証実験、臨床といいますか、そういった試験をやっ

ております。大量に培養する装置、それから培養し

た細胞を積み重ねて塊にする装置、それの動物実験

だとか、そういったことをやっております。

○山内末子委員 動物実験から人間への実証実験に

移るには、どのぐらいかかりますでしょうか。実用

化に向けてはいつ頃をめどにしておりますでしょう

か。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 臨床試験などを

行っておりまして、いつということは、はっきりは

申し上げられませんが、例えば本事業で実施する開

発テーマの一部を臨床試験に―人にも試験が始まっ

ておりまして、その効果検証を重ねていって実用化

も近くなってくるということで考えております。

○山内末子委員 いつって分からないなんていうと、

10年先なのか20年先なのか、大体のある程度のめどっ

ていうものを立てないといけないんじゃないですか。

そのままずっと実験だけをするのか、本当に実現で

きるのかどうかっていうのはやっぱりある程度見て

いて、今どうなんですか、その辺は。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 動物の試験がう

まくいきましたらですね、大体めどとしてはそこか

ら３年というのがあるということです。

○山内末子委員 今年は取りあえず医師主導の実験

になるかと思いますけど、そうなってくると、今年

から３年後ぐらいというふうに考えてよろしいで

しょうか。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 失礼しました。

医師主導でですね、動物試験、人試験等も始まって

おりまして、それから３年ということで。

○山内末子委員 頑張ってください。先端医療につ

いては、もう本当に、日進月歩っていうんですか、

もう毎日毎日新しい治験が出てくると思っています

ので、これもまた沖縄県も大分早くから事業として

取り入れておりますので、ぜひ、実証できるような

形で、実現できるような形でお願いしたいと思いま

す。

あと１点だけ、ぼくたちわたしたちが応援！県産

お菓子の魅力発信事業ですけど、先ほど県産品のお

土産がどこで、どんなふうに、沖縄県産なのかどう

かが分からないとおっしゃっていましたよね。この

お菓子はそういった意味では、どういうふうにして

選定をして、しっかりと沖縄県産の応援につながっ

ていくのか、この辺はどうでしょうか。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 まずですね、

ちょっと補足―先ほど大浜委員からありましたけれ

ども、統計データも出てまいりましてですね、一番

直近では沖縄総合事務局の2017年に出した部分では、

県内のお土産の県内製品、製造商品というのは87％

ということになっております。古い資料ではもう少

し低い部分もございます。

先ほど、山内委員の御質問に関しては、県内企業

にヒアリングをして、ちゃんとそういった県内で製

造しているということは確認して打合せもしており

ますので、その辺は大丈夫です。

○西銘啓史郎委員長 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 最初にですね、令和２年度の現在の

予算執行率を教えてください。
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○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。

令和２年度２月末現在のですね、商工労働部の一

般会計の執行率は76.9％となっております。

以上です。

○赤嶺昇委員 今年度は、あと少しなんですけれど

も、どれぐらいを見込んでいますか。

○谷合誠産業政策課長 現時点で、負担行為と申し

まして契約額として確保している時点ベースでは

80％でございまして、あと、２月末の補正で減額補

正しておりますので、恐らく80％台後半ぐらいかな

という形の見込みです。

○赤嶺昇委員 コロナの影響で、もともと予定した

事業とかに対してちょっと影響が出たりはしていま

すか。

○谷合誠産業政策課長 コロナの影響でですね、様

々な事業で執行ができないという部分がございまし

て、その部分は年度当初から分かっている部分がご

ざいましたので、その部分は、やれる形で振り替え

たり、事業化を振り替えたりしている形で執行して

まいりました。それでも、やはりですね、コロナの

波が何度か訪れる中でですね、やはり執行ができな

かった部分というのは、御指摘のようにございます。

○赤嶺昇委員 何事業ぐらい影響を受けていますか。

大体でいいですよ。

○谷合誠産業政策課長 事業数、数字としては、持

ち合わせておりませんので、申し訳ございません、

今お答えすることができません。

○赤嶺昇委員 分かりました。

それでは続いて、県単融資事業費というのがある

んですけれども、これの概要をちょっと教えてもらっ

ていいですか。

○知念百代中小企業支援課長 県単融資事業は、県

からの金融機関のほうが互いに財源を出し合って協

調して、長期にわたって資金を融資するという制度

となっております。今年度で申し上げますとコロナ

の影響がありましたので、新型コロナウイルス感染

症対応資金というのを５月に創設いたしまして、そ

の資金の融資がかなり大幅に増加した状況にありま

す。貸付金そのものについては、毎年金融機関のほ

うに預託をしていくんですけども、年度末に、一旦

それを全額償還していただいて、また４月１日に、

新たに融資残高に応じて預託をしていくといったよ

うな制度になっておりまして、今現在16ぐらいの資

金メニューを用意している制度でございます。

○赤嶺昇委員 大分予算も増えています。これ振り

替えたということで理解していいんですか、ほかの

事業から振り替えたんですか。今年度よりも増えて

いるんですよね。この枠をあえて増やしたというこ

とでいいですか。

○嘉数登商工労働部長 これは、県単独の事業です。

県で一般財源として組んでいると。

○赤嶺昇委員 分かりました。

あとＩＴ関係とか情報産業で先ほどやり取りをい

ろいろ聞いたんですけれども、本県の５Ｇの整備状

況って把握していますか。

○山里永悟情報産業振興課長 お答えします。

まず最初にですね、５Ｇといった情報基盤の整備

というものは、企画部の総合情報政策課のほうで所

管をしておりますので、ちょっと私のほうで答えら

れる分で、ちょっと答えさせていただきます。５Ｇ

ですけれど、やはり地域振興であるとか、そういっ

たものに大変重要な社会インフラであると思ってい

ますし、高速大容量を生かした産業振興にも非常に

役立つものだというふうに理解はしております。整

備状況ですけれども、これも企画部からまだ聞いて

いる範囲で大変恐縮ですが、例えば、那覇空港内で

あるとか、パレットくもじ、美ら海水族館であった

り、国際通りの商店街とか、県民広場、セルラース

タジアムとか、そういったスポット、スポットで今

は整備されている状況というふうに聞いております。

○赤嶺昇委員 企画の部署ということなんですけれ

ども、商工労働部のほうでですね、いわゆるＩＴと

かそういったデジタルの件もあるので、私は離島も

含めて全県をですね、５Ｇを、やっぱり沖縄が先に

やるっていうのは意義が高いと思うんですよ。やる

ということは、やっぱり可能性が広がりますので、

アジアにも近いし、やっぱり今後さらに広げるため

には、うちはこれこそ沖縄振興の目玉にするべきじゃ

ないのかなと思っておりますけど、部長いかがです

か。

○嘉数登商工労働部長 ちょっと企画部の所管なの

で、なかなかあれなんですけども、今委員おっしゃ

るとおりですね、県民生活を豊かにする産業を興し

ていくという中では電力と情報は欠かせないという

ふうに考えておりまして、これは沖縄本島であろう

が離島であろうが同じような条件で使えるようにす

べきだというふうに考えております。企画のほうで

海底光ケーブルの、ループ化というのもやっていま

して、今北大東のほうに本島から引いておりまして、

通信インフラをきちんと整備していく中で、離島で

も５Ｇが使えるようになって、遠隔医療ですとか、

遠隔教育ですとか、いろんな面で活用できるように
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なることが期待されているというふうに考えており

ます。

○西銘啓史郎委員長 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 お願いします。

当初予算の概要から。農水でちょっとしゃべり過

ぎて３分しかありませんので、もう少しだけお付き

合いください。

１点ぐらいしかできないかもしれないね。この中

のエネルギー政策、お願いします。本会議でも議論

しましたから言いたいことは少し分かっていると思

いますけれども、令和３年度エネルギー施策につい

て、簡単にこういうことをやるというのを説明願い

たい。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。

まず、今年度末の策定を目指しまして新しいエネ

ルギービジョンを策定しております。これが３月末

には公開できるような形で進めておりまして、その

中ではですね、大きな目標として2050年の脱炭素化

というのを大きく打ち出します。ですので、来年度

の事業としてはこの脱炭素化につながっていく、そ

のエネルギービジョン自体は2050年を目指して

2030年の中間評価をするような位置づけではあるん

ですけども、ここでは低炭素化という形で進んでい

く形態になっております。ですので、まずその新し

いビジョンに基づく第１年目ということでですね、

今回はこちらに上げましたスマートエネルギーアイ

ランド基盤構築事業ですけれども、こちらのほうで

これまで培ってきた実証事業の成果をですね、極力、

ほかの離島であったり、ほかの事業であったり、そ

ういったところに展開する形で、この脱炭素化の道

がスマートエネルギー、再生可能エネルギーが進展

していくような形で進むような事業を展開してまい

りたいと考えております。

以上です。

○大城憲幸委員 たまたま今朝の新聞に名護のベン

チャー企業が破産しましたっていうのがありました。

それで、その企業には、県の事業で島嶼型エネルギー

技術研究事業費８億円が入っていましたっていう報

道があったんですけれども、これについてどんな事

業に投資をしたのか、あるいは、その研究がどう生

かされているのかというのは把握できますか。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部から当該報道における企

業はバイオエネルギーに関する企業ではな

いとの説明があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 すみません、私のイメージと違う

ようで、ここで申し上げたいのは、今あったスマー

トエネルギーアイランド基盤でも、メインは温度差

発電、海洋温度差発電とか、そういうものだったと

思いますけれども、なかなか費用対効果で引き合わ

ないとかという話があったり、ちょっと前の話にな

りますけれども、Ｅ３の宮古のバイオエタノールな

んかも、あれは数十億、数百億単位で、多分お金を

出していると思うんですけれども、全く残ってない。

私は新たな分野で調査研究をするときにリスクを抱

えるのはしようがないとは思いますけれども、この

エネルギーの部分は、なかなか―様々ものに莫大な

お金、税金を入れているんだけれども、あんまり残っ

てないなっていうのが感想なんですよね。その辺に

ついて、今後のビジョンも含めてどう考えています

か。

○谷合誠産業政策課長 委員おっしゃるようにです

ね、なかなかこの新しい分野をやる中ではリスクも

伴いますので、そういったリスクを取れるのが行政

の実証事業という観点もありますので、そういった

面でいろいろトライしてきたところでございます。

その中でですね、確かな形になっているのは宮古島

で今実証していますＩＴを使ったスマートグリット

の制御であったり、あるいは波照間で実施をしてい

ます風力100％使えるようなＭＧセットという事業で

あったり、そういったこともトライしながら形になっ

てくるものもございますので、そういったものをで

すね、ぜひ、今後は展開してまいりたいと思います。

また今後、水素であったり、いろんなテーマがまた

またいろいろ出てくると思いますので、そういった

ものも現在の世界の潮流も踏まえながら、沖縄の島

嶼社会にあったものというのは取り入れられるよう

に支援をしてまいりたいと考えております。

以上です。

○大城憲幸委員 スマートエネルギーの部分、再生

可能エネルギーの部分で、今ビジョン、中間報告見

せてもらいましたけれども、たくさん沖縄の場合課

題が大きいのは分かっています。そういう中でも次

の世代の再生可能エネルギーのメインというのがな

かなか見えてこない。風力にしても課題がある、太

陽光にしても課題がある。その辺って今後何が有力

と考えていますか。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。

まずですね、太陽光につきましてはもう比較的確

立された技術ということで今後も進んでくると思い
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ます。これは、大きな太陽光発電ではなくて、それ

ぞれ、家庭であったり、あるいは自家消費と申しま

して工場であったりそういったところに新しい太陽

光パネルをつけることによって、自家消費型の再生

可能エネルギーが広がっていくという観測がござい

ます。

もう一方、日本全体で取り組もうとしているのは

風力発電ですけども、これについては沖縄でも取り

入れていきたいということは考えているんですけど

も、なかなかその極値風力規制―台風のときの風力

規制があったりそういった規制もございますので、

そういったものを緩和しながら、今ヨーロッパでい

ろいろ進んでいるような新しい技術で取り入れられ

るものがあるかどうかを研究しながら、この風力と

いうところは取り組んでまいりたいと思います。

また、今年、うるまでバイオマス発電の大きな発

電所ができますけども、そういったバイオマス発電

につきましても、さらに本島あるいは離島でも展開

できないかっていうことは事業者の皆さんとも意見

交換をしてまいりたいと考えています。

以上です。

○大城憲幸委員 新たな新技術も含めてチャレンジ

していただきたい。ちょっとね、税金だから慎重にっ

て言いながらチャレンジもやれというのは相反しま

すけれども、そこはまたしっかり頑張ってほしいな

と思います。

もう一点は、本会議でも申し上げたこと、世界の

中では脱炭素という意味では後進国の日本。その日

本の中でも断トツ遅れている再生可能エネルギーの

利用率が低い沖縄。今の中間報告で、あのペースで

私はどうしようもないと思っているんですけれども、

その辺についてはやっぱりね、もっともっと野心的

なものをと本会議でも申し上げたんですけれども、

その辺について再度どうですか。

○嘉数登商工労働部長 委員おっしゃるようにです

ね、2030年それから2050年という目標を立てている

中で、沖縄県が立てている目標16％ってどうかとい

う話がございました。これはもう専門家ともいろい

ろ議論しながらですね、若干なりとも上積みができ

ないかという部分と、当然10年間の計画ですのでそ

の10年間の中で技術革新も進んでくるでしょうし、

前倒しで取り入れられるようなことがあればですね、

このビジョンの中で定めて数値目標にこだわらずど

んどん前倒しでやっていくべきだろうなと。むしろ、

そういった姿勢で臨む必要があるかというふうには

考えております。

○大城憲幸委員 振興策もずっとあるわけじゃない。

そういう意味ではあの素案を見ると、この10年で50年

後に向けて、2050年に向けて準備しましょうねみた

いに見えるんですけれども、私この10年が勝負だと

思って非常に焦っているんです、個人的には。今年、

令和３年勝負の年になると思いますので、ぜひ様々

県民生活を考えても、観光地としての魅力を考えて

も、このエネルギー問題というのはどんどんこの比

率っていうのは高くなると思いますから、ぜひ頑張っ

ていただきたいと思います。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 以上で、商工労働部関係予算

議案に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は明 ３月12日 金曜日 午前10時から委員

会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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